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午前９時00分開議 

○事務局長（熊懐 洋一君） 起立、礼。着席。 

○議長（岩佐 達郎君） 改めまして、おはようございます。それでは、直ちに本日の会議を開き

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１．一般質問 

○議長（岩佐 達郎君） 日程第１、一般質問を行います。 

 それでは、順番に質問を許可します。５番、佐藤湛陽議員の発言を許可します。５番、佐藤湛

陽議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 一般質問の許可をいただきましたので、９月の議会のトップを切

って質問させていただきます。私の質問は３点ほどでございます。 

 それでは、市長の新年の挨拶の中で、ことしの重点的な取り組みとして、新年を迎え、平成

２７年の市政においては、安全・安心への取り組みを初め、緊急性や重要性が特に高い課題を定

め、市の財政の向上を進めながら、重点的な取り組みを進めてまいります。平成２７年の予算編

成については、現下の社会経済情勢や財政状況を踏まえ、各課に対して事務事業の全般的な見直

し、市民ニーズを踏まえた真に必要な事業を最大限の効果が上がる方法で実施すること、そして

財源の確保などについては指示をいたしました。子育て支援の充実を図るための予算も計上させ

ていただきました。市民の皆様のニーズに応えるための施策実現に努めてまいりますと言われて

いました。 

 そこで、国において平成２４年８月に子ども・子育て関連３法が制定され、基礎自治体である
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市町村に子ども・子育て支援事業計画の制定が義務づけられた。これを受けて、我がうきは市で

は、子ども・子育て支援法第６１条に基づき、平成２７年度を初年度とする、うきは市子ども・

子育て支援事業計画の策定に向けて、市民の子育て支援に関する生活実態や御要望、御意見等を

把握するために、うきは市子ども・子育て支援に関するニーズ調査を実施しました。 

 ただいまより、ニーズ調査の結果を受け、質問に入らせていただきます。 

 １、子ども・子育て支援に関するニーズ調査について。 

 （１）平成２６年３月の子ども・子育て支援に関するニーズ調査報告書の市への要望の中から、

要望の多かった順に伺う。 

 ①保育園や幼稚園に係る費用負担を軽減してほしいが６７.２％。そこで、保育園や幼稚園に

かかわる費用負担軽減について、行政としてどう考えているのか。 

 ②子供連れでも出かけやすく楽しめる場所をふやしてほしいが５４.６％。そこで、子供連れ

で出かけやすく楽しめる場所をふやしてほしいとあるが、現在うきは市内にどれくらいそういう

場所があるのか。 

 ③安心して子供が医療機関にかかれる体制を整備してほしいが４２.８％。そこで、医療費助

成について、他市町村の現状を把握した上で、うきは市としては、どのような支援を考えている

のか。 

 ④育児費用（出産費用を含む）の補助を充実してほしいというのが３５.８％。妊娠から出産

に及ぶ公的支援を充実してほしいというのが１７.８％。そこで、妊娠から出産までの公的支援

の現状と育児支援についてどう考えているか伺う。 

 ⑤親子が安心して遊べる身近な場、イベントの機会が欲しい、２６.３％。そこで、うきは市

として、子育てしやすい環境をどのようにつくろうとしているのか。 

 ⑥残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしいが

１６.７％。そこで、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みについてどうされてい

るのか。 

 ⑦子育てに困ったときに相談したり、情報が得られる場所をつくってほしいが１３.３％、子

育てについて学べる機会をつくってほしいが１０.３％。そこで、子育て相談や情報を得る場を

設けてあるのか。 

 ⑧保育園をふやしてほしいが１３.５％、幼稚園をふやしてほしいが９.０％。そこで、保育園、

幼稚園をふやしてほしいとあるが、なぜこのような要望が出てくるのか分析しているのか伺う。 

 ⑨多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど住宅面の配慮が欲しいが７.３％。そこで、

子育て支援やひとり親支援を目的に市営住宅への優先順位を設けている市町村もあると聞くが、

法律的に可能か。また、検討する考えあるのか伺う。 
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 ⑩その他４.７％。そこで、その他はどのような要望があったのか。 

 以上、１０項目について伺う。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） おはようございます。ただいま、子ども・子育て支援に関するニーズ調

査の子育てに対する市民の要望について１０項目の質問をいただきました。 

 まず、１点目が、保育園や幼稚園に係る費用負担軽減についての御質問でありますが、うきは

市は子育て支援にかかわる施策の一環として、保育所保育料については従前より軽減に努めてま

いりました。また、幼稚園保育料については、平成２５年度より幼稚園就園奨励費を導入して保

護者負担を軽減しております。平成２６年度の保育所保育料軽減額は約３,９００万円、幼稚園

就園奨励費は約１,６００万円で、約５,５００万円の費用負担軽減を実施しております。 

 国において子育ては社会保障費として位置づけられ、その財源を消費税の引き上げから捻出す

る子ども・子育て支援新制度が平成２７年度からスタートをいたしました。しかし、新制度での

利用者負担はこれまでの基準と同様に算定されたもので、負担軽減に結びつくものではありませ

んでした。 

 このような状況を受け、うきは市においては、平成２７年度保育所保育料について値上げはし

ておりませんし、また、国の基準よりも保育料を軽減する措置を講じております。幼稚園就園奨

励費についても、当初予算に１,５００万円を計上しておりますが、対象者がふえれば増額補正

をいたします。市の負担で上乗せ支援を行うことは、財政状況が厳しい中、将来にわたり安定的

に財源確保を行うことは難しいのが現実であります。 

 このような問題はどこの市町村も同じであることから、８月２６日に開催されました福岡県都

市福祉事務所長会において、子供のための教育・保育給付に係る利用者負担金の無償化を国が進

めていただくよう、福岡県に要望書を提出しているところであります。 

 ２つ目の、子供連れでも楽しめる場所についての御質問でありますが、うきは市では地域子育

て支援センターとして、うきは市総合福祉センター２階にこども交流室、認定こども園遊林愛児

園内に遊林ランドの２カ所が開設されております。また、うきは市立図書館３階にぬくもり交流

広場を設置しております。育児サークルについては、ひよこクラブ、ちびっこ広場が活動してお

り、これらに対しては地域子育て支援センターも支援を行っております。また、夏場に限定され

てますが、浮羽町妹川の調音の滝公園の流水プール、吉井百年公園のプールは好評で、多くの親

子連れの利用があっております。 

 ８月２９日のこども議会でも、噴水のある公園、アスレチック公園設置の要望が出されました。

公園につきましては、広い芝生で遊具ときれいなトイレがあり、子育て世代が親子ともども交流

できる施設があれば理想的でありますが、まずは、現在ある公園の有効活用に向けて検討してま
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いりたいと、このように考えております。 

 ３点目が、医療費助成の御質問でありますが、現在の福岡県の乳幼児医療費支給制度は疾病の

早期発見と治療を促進し、もって乳幼児の保健の向上と福祉の増進、子育て家庭への支援の充実

を図ることを目的として、平成２０年１０月１日から市町村が実施主体となって小学校に就学す

るまでの乳幼児に係る医療費の一部を助成しているものであります。 

 内訳としましては、３歳未満児の通院、入院をともに無料とし、３歳から就学前の乳幼児につ

いては、児童手当の所得制限に準拠し、通院につきましては月６００円の負担を上限とし、入院

につきましては１日５００円の負担をいただき、７日までを上限としているところであります。 

 県内の市町村の状況でございますが、県の基準に沿ったところから、独自に１８歳まで対象を

拡大しているところがございます。このように、市町村により対応が異なる中で、主な傾向を見

ますと、入院につきましては、一部負担金を残しながら、小学校６年生までと中学校３年生まで

に無料化を拡大しているケースが多くなっております。また、通院につきましては、就学前、小

学生３年生、小学生６年生、中学生３年生までと分かれ、一部負担金を残してるケースや無料化

しているケースなど、さまざまな状況であります。 

 うきは市としましては、子育て支援の充実を図るため、近隣市町村の状況も判断した上で、今

年度より、入院につきましては一部負担金をお願いしながら中学生３年生まで助成対象を拡大し

たところであります。 

 なお、県も来年１０月から医療費助成を小学生６年生まで拡充することが計画されております。

概要は、対象を未就学から小学６年生まで拡充し、所得制限を設けた上で児童の自己負担額の上

限を通院月額１,２００円、入院月額３,５００円とする一方で、財源確保を目的に、３歳から就

学前の通院の自己負担を現行の月額６００円から８００円に引き上げるとしております。 

 また、全国知事会は、７月２８、２９日の両日開かれた知事会議で、地方創生に関する国への

緊急要請を石破地方創生担当大臣に手渡ししました。この中で、少子化対策の抜本強化を掲げ、

全ての子供を対象とした医療費助成制度の創設を提言しております。また、現在の仕組みでは、

市町村が医療費助成を行うと、国のほうは国民健康保険療養費等国庫負担金を減額するというペ

ナルティーを課すことになっておりますが、少子化対策の一環として直ちに見直すよう、要請を

行っているところであります。うきは市としましても、国・県の動向と近隣市町の状況を確認し

ながら、医療費助成について検討を進める必要があると考えているところであります。 

 ４点目の、妊娠から出産までの公的支援と育児支援についての御質問でありますが、まず、妊

娠から出産までの公的支援の現状でございますが、妊婦健康診査に要する費用について、１人に

つき１４回の公費助成を行っております。具体的には、基本健診、血液検査、分泌物検査や超音

波検査など計１４回の健康診査について、１人当たり約１０万２,０００円の補助を行っており、
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受診の徹底と妊婦の健康の保持・増進を図っているところでございます。また、出産育児一時金

として、産科医療保障制度に加入している分娩機関での分娩については４２万円、未加入の場合

は４０万４,０００円を支給しております。 

 次に、育児支援につきましては、主要なものとして４つの事業を実施しております。 

 １つ目として、子育ての孤立化を防ぐため、生後４カ月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、

育児に対する不安や悩みの傾聴、子育て支援に関する情報提供、乳児及び保護者の心身の様子並

びに療育環境の把握を行っております。 

 ２つ目として、乳幼児健診を実施するとともに、健診時に母親を対象に食育の指導を行い、あ

わせて歯の健康についても指導を実施しております。また、１歳６カ月児、２歳児、２歳６カ月

児、３歳児を対象にフッ素塗布を実施しております。 

 ３つ目として、健全な母子家庭の構築を図るために、発達相談、子育て相談や母親学級などを

実施しております。 

 ４つ目として、乳幼児健診後のフォローアップを目的に訪問や相談を実施しています。 

 市としましては、今申し上げました事業を中心に継続的な取り組みを図ることにより、妊娠か

ら出産、さらには子育てに係る必要な支援を行うこととしております。 

 次に、５点目でございますが、子育てしやすい環境についての御質問でありますが、うきは市

子ども・子育て支援事業計画では、「あたたかい家庭と地域のふれあいの中で子どもが健やかに

育つまち」の実現を基本理念としております。出産、育児、教育の切れ目ない支援と子育てを支

える仕組みつくり、親と子供が、双方がうきは市で生活することに喜びを感じられる社会の形成

を図っていくことを目指しております。そして、このためには、家庭、地域、事業者、行政がお

のおのの役割を果たすことが重要だと考えております。 

 次に、ワーク・ライフ・バランスへの取り組みについての御質問でありますが、仕事と家庭の

両立は子育てにとって重要になっていますが、まだ理解が深まっていない現状かと考えられます。

このため、市では全職員を対象にワーク・ライフ・バランスにかかわる研修を毎年行っていると

ころであります。ワーク・ライフ・バランスは行政だけではなく、市内の各事業所でも留意すべ

きことですので、広く意識が高まるよう、啓発活動を行う必要があると考えております。そして、

職場での働き方や家庭での役割分担を選択できる環境の整備や市民一人一人の意識の醸成に結び

ついていくことが肝要であります。このための方策として、広く市民が参加できるワーク・ライ

フ・バランス講演会、企業への出前講座の実施を初めとして、市内のさまざまな関係者を交え、

検討を行う必要があると考えております。 

 次に、子育て相談や情報を得る場についての御質問でありますが、妊娠された場合、母子健康

手帳を保健課の窓口で交付をしておりますが、そのとき、うきは市子育てガイドブックを配布し
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ております。このガイドブックには、子供に関係する手続の説明及び問い合わせ先、場所、電話

番号を掲載しております。また、相談機関一覧も子供の成長に合わせた形で掲載をしております。

本年度も改訂版を３５０部作成し、保健課、地域子育て支援センターなど関係機関に配布をいた

しました。また、地域子育て支援センターでは、子供と一緒に遊ぶことができるだけではなく、

育児やさまざまな子育ての情報の提供、育児相談の場としても機能しております。 

 次に、保育園等をふやしてほしいとする人が多いことについての御質問でありますが、現在、

市内の保育所、幼稚園については、設置数及び定員について充足している状況でございます。こ

のような中、保育所、幼稚園をふやしてほしいとする意見が出されている点について、自由意見

に基づき分析を行いました。その結果、「公立保育所だけではなく、特色のある保育所もあると

よい」「未満児を預けられる保育所をふやしてほしい」「こだわりのある幼稚園があるとよい」

などの意見が見られました。つまり、保育所、幼稚園に対して量的な充足だけではなく、質的な

要求も高まっているものと見ることができます。このような子育て世代のニーズをしっかり受け

とめ、今後の保育所等の整備に反映してまいりたいと考えているところであります。 

 次に、子育て世代に対する市営住宅の優先入居についての御質問でありますが、現在うきは市

における市営住宅の申し込みについては、随時登録受け付けを行い、団地に空き部屋ができ次第、

その団地を希望する登録者にて抽せん会を行い、当選者を決定しておりますが、子育て支援世帯

や、ひとり親世帯に対する優先制度は設けておりません。 

 平成２７年８月末現在における市営住宅への申込者数は９７名で、そのうち子育て世帯は、ひ

とり親世帯を含めて４２名ですが、これに加え、高齢者世帯が３４名でありますので、合わせま

すと全体の約８割となります。つまり、市営住宅への入居希望者のほとんどが優先世帯として取

り扱わなくてはならない状況となっているのが実態であります。住宅に困窮している状況も各世

帯さまざまな理由がありますので、子育て世帯について優先制度を設けることについては、公営

住宅の目的や、うきは市の現状から考えますと、困難な状況と考えております。 

 最後の、その他意見についての御質問でありますが、ニーズ調査の自由回答の中では、まず、

費用負担の軽減について、保育料減額、医療費助成、インフルエンザ予防接種助成、環境整備に

ついては、公園の設置などの希望が多く見られました。なお、回答者御自身の連絡先を記入され、

市に回答を求めている方につきましては、担当者から連絡をさせ、詳しい状況や子育て支援に対

するニーズについての把握を行っているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） それでは、（１）についての質問でございますが、１点目でござ

いますが、保育料の助成とは、どういう形で助成してあるかについては答えがありましたけど、

また、そのことをどのように告知しているのかという点が１点目。２点目は、保育料は保護者の
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収入によって決めているが、子供の年齢によって決めたらどうかが２点目ですね、１番について。 

 ②については、具体的にどういう場所を示しているかにつきましては説明がありましたが、現

在どのくらいそういう場があるかを把握した上で、公園や児童遊園の整備、充実をぜひ実行して

もらいたい。以上のことを質問したいわけでございます。 

 ③につきましては、支援につきましては理解しましたが、例えば急病時の医療機関については、

ホームページに小児夜間緊急診療等、掲載されているにもかかわらず要望が出ているということ

は、周知徹底ができていないのではないかと伺う。 

 ④については、育児費用及び公的支援についてはよく理解しました。 

 ⑤につきましては、１点目ですが、身近な場とは近所の公園等のことか、または支援センター

等のことか、また、イベントとは、どのようなものを指すのか。２点目、整備または既存遊具の

更新、点検等の計画はあるのか。以上、２点について伺う。 

 ６番の件でございますが、ワーク・ライフ・バランスの取り組みについてはよくわかりました

が、職場環境の改善に向け努力をしている優良企業の公表及び表彰または減税等の褒賞を考えて

みてはどうか伺う。 

 ⑦につきましては、子育て相談情報を得る場所ということで周知徹底のほどをお願いします。

また、育児及び子育てに毎日困ったとき、即相談ができるように総合窓口を設置したらどうか伺

う。 

 ⑧につきましては、問題で言えば、質的な要素があると考えられるということでございますの

で、この点、十分考えてもらいたいと思うわけでございます。 

 ⑨につきましては、１点目、うきは市は他市町村に比べると家賃が高いとよく耳にするが、市

営住宅の家賃に対する質問はどうしてしなかったのか。２点目、市営住宅一覧表の中に巨瀬の里

団地、平成１１年度に４棟４戸、ほたるの里団地に平成１２年度に５棟５戸、かわせみの里団地

に平成１３年度に３棟３戸、せせらぎの里団地に平成１３年度に３棟３戸あるが、うきは市市営

住宅管理条例があることは十分承知の上で、それぞれ築十五、六年たっているので、若い子育て

世帯に何らかの補助を考えてみてはどうか。３点目、二世帯住宅を考えてみてはどうか。 

 １０番につきましては、その中の分析につきましてはよくわかりましたけど、私はもう一点、

ちょっとそこのところで質問したいわけでございますが、西日本新聞の７月３１日の記事による

と、各市町村、定住促進策をあの手この手で考えてあるようです。子育て世帯をターゲットに、

子育て世帯の移住優遇、またはバス定期券購入補助等がありますが、地方創生の総合戦略で定住

促進策を盛り込む方針だが、議会からは、市に住んでいない職員が市に住むように、まずは努力

すべきではないかと声も上がっているようだという内容だった。そこで、我が市では、定住促進

策をどう考えてあるか伺う。 
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 以上。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 一度にたくさんの追加質問をいただきまして十分答えられるかどうかわ

かりませんが、まず、主だったところについては私から答弁させていただいて、大半が周知の方

策でございましたので、担当の課長から、また説明をさせたいと思います。 

 まず、公園については、先日のこども議会でも本当に公園に対する要望というのはたくさん出

たところであります。答弁したとおりでございます。今現状で、うきは市内には１２カ所の市立

公園と３カ所の児童遊園、合わせますと１５カ所ございます。なかなか１５カ所あるのに一つ一

つがうまく使われてないという現状がありますので、こども議会でも申し上げたんですが、まず

は、その１５カ所をもっともっと使えるような形で検討させていただくということを最優先に、

また検討させていただきたいというふうに答弁をさせていただいたんですが、まさに同じ気持ち

であります。 

 それから、ワーク・ライフ・バランスについての表彰制度を導入したらどうかというようなお

話がありました。 

 今うきは市内の事業所では、本当に経営者の方がワーク・ライフ・バランスの重要性をすごく

承知してて、本当に仕事と家庭の両立ができるような勤務体制等でやられている経営者の方もい

らっしゃいます。そういう方に表彰をという御指摘は非常に重要な指摘だと、このように受けと

めまして、今後ワーク・ライフ・バランスを推進する上で、しっかり参考にさせていただきたい

と、このように思います。 

 それから、定住促進策についてお尋ねがありました。 

 地方創生を図る上で非常に重要な施策だというふうに捉えております。今うきは市では、空き

家バンク制度を設けて定住促進を進めておりますし、また、市内外から、この地域で住んでいた

だくためには、いわゆる定住の補助制度も設けているところであります。今般、地方創生の総合

戦略、議案案件になっておりますが、この総合戦略―うきは市ルネッサンス戦略が皆さんか

ら承認をいただきますならば、それに沿いまして、今まで以上に定住促進策については進めてま

いりたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（秦  克之君） 福祉事務所の秦です。ちょっと質問が多過ぎて、私もちょっと。 

 １点目が保育料の関係だったと思いますが、一応、保育料につきましては、３歳未満児、３歳

児、４歳以上児ということで年齢別に設定をいたしております。市長のほうから説明がありまし

たけども、やはり国そのものが無償化というような方向性を出してもらわないと、市のほうがど

うこう言っても、やはり負担が大きくなるということでございます。また、福岡市関係等につき
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ましては、きょうだいの３番目―１８歳以下の３番目ですね、３番目の方が入ると保育料を

無料にするというような制度はとっております。 

 それと、イベント関係なんですけども、子育て支援センターでは、支援センターでチラシとか

計画書も配布しておりますし、また、その前になりますと、誕生会とか七夕祭りとかを開催しま

すということで、防災無線を使って周知をしているところでございます。それと、先ほど説明し

ました、うきは市子育てガイドブック、これを見ますと、妊娠をしたら、子供が生まれたら、子

供と遊ぶ、子供を預けるというような項目ごとに書いております。また、そのときに、どこに尋

ねたらいいかということで、ここに書いておりますし、また、感染症のときにはどうすればいい

のかとか、そういう情報が書いておりますので、総合窓口もありますけども、やはり病気関係に

つきましては、そこの専門のところでお尋ねをしていただいたほうが子供さんの病気等について

はわかりやすいのでないかと思っております。また、乳児健診等でも保健課のほうでチラシを窓

口のところに置いているところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） １番から１０番までお答えをいただき、ありがとうございました。

せっかくニーズを調査した結果ですので、しっかり、無駄にならないように生かしてもらいたい

と思います。 

 それでは、２番の子ども・子育て支援事業計画について。 

 （１）子ども・子育て支援事業にかかわる市独自の特色ある先進的な取り組み・事業等はある

か。 

 （２）子供が健やかに生まれ育つ環境の向上を図ることを目的のために、人材育成交流、起業、

子育て支援基金を考えてみてはどうか。 

 （３）病児を抱える保護者の精神的負担の軽減を図ることについて、市はどのように考えてい

るか。 

 （４）子育て支援は、保健、医療、福祉、教育、労働、住宅、生活環境等、多様な分野にわた

るが、庁内組織の体制についてどのように考えているか。 

 以上、４項目について伺う。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、子ども・子育て支援事業計画について大きく４つの質問をい

ただきました。 

 １点目の、市独自の取り組みや事業についての御質問でありますが、子ども・子育て支援事業

計画は、「あたかい家庭と地域のふれあいの中で子どもが健やかに育つまち」の実現を基本理念
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としております。また、一連の対応として、うきは市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例により、児童１人当たりの専用区画面積が設定されましたので、この要

件を満たさない学童保育所の改善に対して力を入れているところでございます。 

 現状、福富学童保育所が基準をクリアしておりませんので、福富コミュニティセンター建設時

に学童保育所をあわせて整備する方向で検討を行っているところでございます。 

 また、市独自のユニークな取り組みである小学生対象のうきは市寺小屋事業について、今後コ

ミュニティセンターや学童保育所等への展開ができないかについて検討を深めてまりたいと、こ

のように考えております。 

 ２つ目の、子育て支援基金等についての御質問でありますが、平成２１年度に国の補正予算に

より、子育て支援対策臨時特例交付金―通称「安心こども基金」と言われておりますが、こ

れが設けられ、福岡県はこの交付金を財源に福岡県子育て応援基金を設置し、市町村の子育て支

援に活用してまいりました。うきは市でもこの基金を活用して、大石小学校学童保育所建設、子

育てガイドブック作成、保育士研修等の取り組みを行ってまいりました。 

 近隣市町村におきましては、久留米市が久留米市子育て支援基金を設置して、就学前の児童の

子育て支援を行うボランティア活動や地域のイベント等に対して助成を行っております。大川市

では、ふるさと納税を原資として大川ふるさと基金を設置し、学力向上、理数教育の充実、数学

の学習サポーター配置支援等に活用しております。 

 うきは市におきましては、現在、基金設立の具体的な計画はありませんが、子育て支援に対す

る施策強化の一環として、今後その可能性について検討したいと考えております。 

 ３点目が、病児を抱える保護者の精神的負担の軽減についての御質問でありますが、保護者の

精神的負担を軽減する１つの手法として、病児・病後児保育があろうかと思います。これにつき

ましては、うきは市では久留米広域定住自立圏事業の中で取り組みをしてきました。病児・病後

児保育を実施している久留米大学医療センターなどへの登録者については、うきは市内では７名

が挙がっておりますが、利用者は見られない状況であります。これは、主として距離的な問題が

あろうかと考えております。 

 このような状況に対して、うきは市単独で実施しようとしても、受け皿となる医療機関もあり

ませんし、財政負担も大きなものになると予想されます。６月市議会の岩淵議員からの一般質問

でも回答いたしましたが、久留米市田主丸町において事業実施できないか、久留米連携中枢都市

圏事業担当者会議の中で要望を上げているところであります。 

 最後、４点目に、庁内の組織体制についての御質問をいただきました。 

 子育て支援は多様な分野にわたることから、関係部署が連携して対応を図ることが重要であり

ます。このため、市町村によっては子育てにかかわる担当窓口を集約している例も見られ、近隣
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では大刀洗町が教育委員会に子供に関する業務をまとめて子ども課を設置しております。 

 うきは市では、子育てにかかわる切れ目ないサービスを提供するに当たり、関係する課や係が

連携し、効率的に支援を行う体制としております。具体的な体制として、関連する係の係長から

なる子育て庁内検討会議を設置して、必要な協議を行っております。同会議は、福祉事務所子育

て支援係、同保育所係、保健課食育・健康対策係、学校教育課学事係、生涯学習課社会教育係、

男女共同参画推進室男女共同参画推進係、市民生活課国保・年金係が構成メンバーとなっており、

多様な視点から子育てにかかわる事業について調整を図っております。 

 また、個別の対応例でありますが、子育て支援係が担当している児童扶養手当現況届について

は、国保係のひとり親医療現況届の担当と協議し、合同で午後７時３０分まで夜間受け付けを実

施しております。さらに、先ほど御説明申し上げた福富学童保育所建設については、地域住民と

のかかわりが深いことから、福祉事務所保育所係と市民協働推進課コミュニティ支援係により、

子育て庁内検討会議の枠を超えた連携を図りながら対応を行っております。 

 これまで申し上げたように、うきは市におきましては、担当部署間で柔軟な連携を図ることに

より、質の高い子育て支援サービスの提供を実現していきたいと考えているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） （１）につきましてですが、十分考えた上での事業だと思います

ので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。 

 （２）につきましては、安心こども基金ということで説明がありましたけど、そのほか、この

基金がありますので、この基金につきましては、将来のために必要ですので、ぜひ考えてもらい

たいと思います。 

 ３点目でございますが、いろいろな問題があるかと思いますけど、これからも重要な課題でご

ざいますので、ぜひ考えてもらいたいと思います。 

 ４点目でございますが、（４）につきまして、１点目ですが、縦軸に横軸を通す具体的な施策

を話され、切れ目のない支援をしていくということでございますので、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

 それと、２点目ですが、出生前から児童期にわたる切れ目のない支援の流れをつくって、子供

や子育て支援するため定期的に集まって早期解決のための検討会を行うということでございます

ので、これは重要だと思われます。どうぞよろしくお願いします。 

 ３点目、検討会だけで終わることなく、実現に向けて一丸となって努力してもらいたいと思い

ます。 

 以上、３点について、簡単に説明、答えをお願いしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 
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○市長（髙木 典雄君） 先ほど答弁させていただきましたように、子育て支援基金等の御提案で

あったり、あるいは病児・病後児保育の新しい対応の仕方については、それからまた、庁内の組

織体制については、私のほう、今後しっかり―まず、その２点目ですね、この子育て支援基

金、さらには病児・病後児保育については、今後しっかり検討してまいりたいというふうに答弁

をさせていただきました。またさらに、議員のほうから、将来を見据えてしっかりやってくれと

いう話でございますので、そういう御提案をしっかり肝に銘じて今後検討させていただきたいと、

このように思います。 

 そしてまた、庁内の組織体制についても、横軸を入れるという形でしっかり検討してほしいと

いうことでありますが、先ほど答弁させていただきましたように、１つの組織を一元化するので

はなくて、今ある組織を、横軸を入れて連携を図って、いろんな協議会等を設けながらやってい

くというふうに答弁をさせていただきました。今後そういう体制で今、進めておりますので、い

ましばらく、その組織のあり方については現状をちょっと見守りたいなと、このように考えてお

ります。 

 また、今後、将来的な話でございますが、何も組織を１つにするだけじゃなくて、もう一つの

考え方としては、組織を異ならせてっても、関連のある部署を、執務室で―一団のエリアの

中に執務室を構えるというやり方もありますし、いろんな横軸の入れ方というのはあろうかと思

いますので、そういうことはしっかり頭に入れて対応していきたいと、このように思います。 

 もう御指摘のとおり、地方創生の大きな目玉は、若い世代が結婚、そして出産、子育てに夢を

かなえさせる環境をどうつくるかにあると、このように承知をしておりますので、議員の御指摘

も踏まえて、しっかり検討させていただきたいと、このように思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 子ども・子育て事業計画の（１）から（４）まで答えていただい

てありがとうございました。絵に描いた餅にならないように、しっかり頑張ってもらいたいと思

います。 

 それでは、３番、財源確保のための企業誘致について。 

 我が市は自然と環境に恵まれし、都市圏内外からのアクセスもよいし、企業誘致には最適だと

思われる。合併以来、ＲＯＫＩ社のみで、まだまだ企業誘致すればするほど市の財政力も向上す

るのではないか。財源を確保するには企業誘致が１つの大きな手段だが、企業誘致するにしても、

従業員の家族が安心して住める環境づくり、子育て住居等が大事なことだと思うが、そこで、 

 （１）市の企業誘致の現況と課題はどうなっているのか。 

 （２）今までの企業との交渉の中で折り合わなかった部分の検証はしたのか。 

 （３）今後の方針は考えてあるか。 
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 以上、３項目について伺う。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、財源確保のための企業誘致について３つの質問をいただきま

した。 

 まず、市の企業誘致の現況と課題についての御質問でありますが、議員御指摘のとおり、財源

の確保として企業誘致は重要な課題であると認識をしているところでございます。 

 また、三春工業団地ですが、西側区画につきましては、念願の株式会社ＲＯＫＩが工場の整備

を決定し、年内の完成、来年４月の操業開始を目指し、本年７月より工事を着手したところでご

ざいます。 

 未売却となっております東側区画につきましては、引き続き、売却に向けた対応を図っている

ところであり、昨年度、二十数件、今年度は５件の立地相談等を受けてきたところでございます。

しかしながら、残念なことに現時点で成約には至っておりません。また、三春工業団地以外につ

きましては、市の遊休地や施設・民有地など誘致が可能な候補地等について情報収集を行い、候

補地リストを作成し、誘致活動や立地相談があった場合に即座に対応できるようにしているとこ

ろであります。 

 ２点目が、企業と折り合わなかった要因の検証についての御質問でありますが、企業が立地条

件として重視しているのは、本社、他の自社工場への近接性、周辺環境からの制約の少なさ、関

連企業への近接性、そして地価などが考えられます。 

 三春工業団地におきましては、高速道路までのアクセス、希望面積や周辺環境への配慮などが

折り合わなかった要因として上げられます。用地については２分割までを視野に入れていますが、

これ以上に細分化することは残地の売却に当たって支障が発生すると考えられます。周辺環境に

つきましては、業種にもよりますが、騒音、臭い、地下水使用量などにおいて周辺地域へ影響を

及ぼす懸念があり、合意に至ることはできませんでした。 

 また、三春工業団地は農村地域工業等導入促進法により造成した工業団地であるため、立地可

能な業種に制約があります。このため、要件を満たさないことにより、立地を断念せざるを得な

いケースも発生しております。 

 ３番目は、今後の方針についての御質問でありますが、本市としては、企業誘致を積極的に進

めるため、本年４月の機構改革により、うきはブランド推進課に企業立地係を移し、人員も１名

増員をいたしました。このような中で、引き続き、県企業立地課と連携し、候補地リストを活用

しながら、トップセールスも含め、誘致活動を進めてまいります。 

 また、最近は金融機関から誘致相談の問い合わせがふえてきております。本年度は金融機関の

融資部門や法人部局等へも訪問し、三春工業団地を初め、市内の事業所適地について積極的なＰ
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Ｒを行ってまいります。また、まち・ひと・しごと創生本部の地域経済分析システム―ＲＥ

ＳＡＳを活用し、現在、市内に既存する企業の取引先などへのアプローチも積極的に行っていく

予定であります。 

○議長（岩佐 達郎君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 現状と課題、また、それに対しての検証、それに対して今後どう

いう方針をするかということを聞きましたけど、別の視点から、ちょっと質問させていただきた

いと思います。 

 １点目、優遇制度として、産業立地促進条例に基づき産業奨励金等を交付しているということ

だが、市民とともに情報を共有化し、市民総セールスマンとなるためにも優遇制度を周知徹底す

る必要があるのではないか伺う。１点目。 

 ２点目、人口減少対策、財政基盤の強化、また、結果的に、うきは市に生まれ、住んでよかっ

たと思えるようにする、そのためにも子ども・子育て支援の充実が重要だと思われるが、いかが

か。 

 ３点目、昨年度は、まごころ寄附総額４,８８１万３,０００円の中から子育て青少年育成事業

に１,２４３万円充当されているようだ。子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料で、平成

２５年度に２５２万円、平成２６年度に１７２万８,０００円、子ども・子育て支援システム導

入業務で、平成２６年度に８７６万９,０００円支払ってるようだが、これにも充当されている

か伺う。 

 ４点目、市民の大事な税金１,３０１万７,６００円が無駄にならないように最大限に生かして

もらいたい。また、今年度は少しでも増額できるように期待したいが、いかがか。 

 以上、４点について伺う。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 企業誘致における優遇措置についての御質問をいただきました。 

 うきは市の優遇措置については、近隣、例えば久留米市とか朝倉市、日田市の例で見ると、設

備投資に対する補助金の限度額では、久留米市については劣っていますが、朝倉市や日田市より

優位であるというふうに認識をしております。また、税に対する優遇はほとんど変わらないわけ

でありますが、売買単価については、うきは市が一番安いという事例もございます。 

 そしてまた、久留米市の藤光工業団地と久留米市・広川新産業団地及びうきは市の三春工業団

地と鷹取地区はグリーンアジア特区に指定されており、福岡県の企業立地促進交付金の交付率加

算の優遇があるということで、うきは市においては、さまざまな面で優遇策を施しておりますの

で、こういう優遇策がしっかり周知できるようにすることは非常に重要でありますし、そういう

ことを押さえながら誘致活動に努めてまいりたいと、このように思っております。 
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 それから、子ども・子育て支援の重要性は、先ほども答弁しましたように、本当に地方創生の

中の中心的な柱になっております。やはり、若い人が安心して結婚、そして出産、子育てにかか

われるよう、そして、その夢をかなえられるように私たちがしっかり環境整備するということは

重要な課題だと承知をしているところであります。 

 ３点目、４点目については、企画財政課長のほうに答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金子 好治君） ふるさと納税―うきは市「まごころ寄付」によって寄附をい

ただいた財源につきましては、それぞれの目的がございます。高齢者福祉なり福祉財政支援、あ

るいは青少年、それとか市の振興、そういった部分に充当するということで行っております。 

 子育て関係につきましては、３款２項１目児童福祉費、そういった部署に充当する形で充てて

おるところでございます。そのほかの寄附につきましても、高齢者福祉事業なり、そういった目

の中に財源を充当する形で行っております。ですから、部分的には、こういった子育ての事業に

充当している形になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 佐藤議員。 

○議員（５番 佐藤 湛陽君） 企業誘致については、市の運営における税収はもとより、雇用等、

重要な課題でありますので、しっかり誘致してもらいたいと思います。 

 これで、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、５番、佐藤湛陽議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） 次に、１番、岩淵和明議員の発言を許可します。１番、岩淵和明議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） 議長の許可を得ましたので質問をさせていただきます。 

 大きく３点にわたる質問をさせていただきますが、ちょっとボリュームが大きいので簡潔に、

私もなるべくそういうふうにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 第１点目、マイナンバー制度が住民登録した全ての日本人と在留外国人につけられ、１０月か

ら住民一人一人に個人番号を通知する通知カードの送付が開始されます。うきは市の通知対象者

の規模と市民への周知状況、それから財政負担、運用リスクなどについて伺いたいと思います。 

 １点目、最も重要とされている団体内統合宛名システムが完成したかどうか。さらに、既存宛

名情報と中間サーバーにつなぐ統合番号との突き合わせ、整理などに要した経費は、この間、ど

の程度かかって、市の負担が発生しているのではないか。どうなのかということを伺います。 

 それから、２点目、個人番号の付番と通知について、市民へ通知カードに係る説明はどのよう

に周知していくのか。（１）、特に２８年度の個人番号カードが強制でないことなど、どのよう
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に説明して知らせていくのか伺います。 

 （２）、その際、関係部署で業務に当たる人員体制、習熟―これは研修という意味ですけ

れども、資材等、経費はどこが負担するのか。それから、（３）、通知カードの交付の際、万一

ＤＶなどを伴うトラブルが発生した場合、どのように対処するのか。その想定ルールやマニュア

ルはできているのかどうか。 

 それから、３点目、事業者のシステム準備状況の調査、把握など聞き取りをしているか。 

 大きく３点、伺いたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、マイナンバー制度の準備状況について大きく３つの質問をい

ただきました。 

 まず、団体内統合宛名システムと市の財政負担についての御質問でありますが、団体内統合宛

名システムについては平成２６年度から平成２８年度の３カ年で構築することとなっており、現

在は設計システムの改修作業等を順次行っているところであります。喫緊に迫っている１０月の

通知カードへの対応、来年１月から始まる個人番号カードの発行に向けて、システム事業者と連

携を図りながら取り組みを進めているところであります。 

 団体内統合宛名システムについての予算計上額は、平成２６年度が１９９万８,０００円、こ

れは全額、２７年度に繰り越しをしました。それから、２７年度の当初と補正見込みも含まれて

おりますが、７１８万２,０００円であります。平成２８年度は、現時点では必要はないかと思

われますが、状況によっては２７年度予算を繰り越して対応することになるかもわかりません。

そういうことになっており、予算計上している２カ年分の９１８万円を関係経費と見込んでおり

ます。補助率は１０分の１０となっており、現在のところ、この団体内統合宛名システム開発に

係る分についての市の財政負担は発生しないところであります。しかしながら、事務処理に係る

人件費等については試算は行っておりませんが、当然発生しており、この分については市の一般

財源での対応となっているところであります。 

 ２つ目の個人番号の周知については、さらに３つの質問をいただいております。 

 １つが、個人番号カードの市民への周知についての御質問でありますが、マイナンバー制度の

今後の流れについては、住民票を有する方に行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律、いわゆる番号法、あるいはマイナンバー法と言われておりますが、この

法律の施行日である平成２７年１０月５日以降に、地方公共団体情報システム機構よりマイナン

バーが付番された個人通知カードが送付されます。また、個人番号カードを希望される方は、周

知された個人番号カード交付申請書の提出が必要となります。議員の御指摘のとおり、個人番号

カードは強制ではなく、個人が申請しないと個人番号カードを持つことができないこととなって
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おります。このことにつきましては、広報うきは、うきは市ホームページ、住民係の窓口に設置

のパンフレットで周知を図っているところでございます。 

 ２つ目が、業務体制や経費についての御質問でありますが、業務については主に市民生活課住

民係５名と、うきは市民課コンシェルジュ係６名で対応することになっております。また、来年

１月から始まる個人番号カードの交付につきましては、吉井の庁舎で行い、市民生活課住民係で

対応することにしております。制度の内容につきましては、国・県からの通達や県等が主催する

研修会からの情報を係内で共有を図るようにしております。また、全職員を対象に研修会を実施

して周知を図るとともに、必要に応じて関係部署間でも情報の共有を図っております。 

 事務に要する経費につきましては、周知カード、個人番号カード関連事務の委託費

１,０９７万２,０００円については、全額、国より交付されます。また、事務費としては９９万

１,０００円が国から交付されますが、これについては臨時職員の経費８８万１,８８０円に充て

るようにしております。これ以外に郵便料１９万６,０００円、カードプリンター８５万

３,８４８円等が経費として発生しますが、これらにつきましては市の持ち出しとなるところで

あります。 

 ３番目の、通知カードの対応についての御質問でありますが、ＤＶ等で住民票が所在する住所

以外の居所に移動されている方は、居所情報登録申請書の届け出をすれば通知カードが居所へ送

付されるようになっております。届け出期間は平成２７年８月２４日から平成２７年９月２５日

で、広報うきは、うきは市ホームページに掲載し、周知を行っているところであります。なお、

うきは市では、今のところ、この届け出を出された方はあっておりません。 

 想定ルール、マニュアルは現時点では策定しておりませんが、総務省より住所地において通知

カードの送付を受けることができない者に対する事務処理要領等の通知があっております。また、

社会保障税番号制度質疑応答集も通知されておりますので、それらにより対応することにしてお

ります。 

 次に、３つ目として、市内事業者の準備状況の把握についての御質問でありますが、県による

市内事業者向けの説明会は７月２４日に開催されておりますが、市内事業者に対して、市側から

マイナンバー制度のシステムの準備状況等に対して調査、聞き取りは行っておりません。市とし

ては、広報やホームページを通じてマイナンバー制度の周知を行い、市内事業者に対して、でき

る限りの情報提供に努めてまいりたいと考えているところであります。 

 これまでも広報紙には関連の記事の掲載を行い、周知に努めてまいりましたが、まだまだ広報

が不十分と感じております。国・県に対して広報を充実するよう要請を行うとともに、今後も国

からの情報収集に努め、市内事業者を含めた市民への情報提供に努めてまいりたいと考えている

ところであります。 



- 107 - 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） 回答いただきましたので、細かいところは少しありますけれども、

先に進めさせていただいて、議論を進めさせていただきたいと思います。 

 それで、今回マイナンバー制度が従来の住基ネットとは違って目的が定まっていないのが特徴

だと言えます。そういう意味では、先日も―９月３日だと、国会で新しい一部改正がされて

おります。使用範囲を追加しております。それから、法律の附則にも、施行から３年をめどに範

囲を拡大検討、そして、マイポータルという、情報を把握できる、それの民間活用というところ

も規定されております。マイナンバー制度が行政だけでなくて民間でも使える、全く歯どめのき

かない制度になることが想定されております。 

 そこでお尋ねします。 

 今さっきも質問したことと関係ありますけれども、１０月５日から送付する対象人数について

伺います。日本国籍の住民、それから外国人の長期滞在者、特別永住者等が含まれると思います

けども、何人になるのか。参考に、現在の住基ネットに加入している人数、世帯数、どの程度か

お聞かせください。それから、通知カードや返送、それから受け取り拒否しても番号がつけられ

ることになりますか。 

 それから、３点目、法定利用分野は３分野９８行政事務と報道されております。８月１日の広

報にも一部書かれております。給付の申請や申告の際に全て、任意でなく強制的に手続の際にマ

イナンバー１２桁を記入、または、通知カードあるいは個人番号カードを提示することになるの

か。いつから番号の利用が開始されるのか。それから、市内事業所数について、該当する事業者

数はどの程度あるのか。そして、今、７月２４日開催されたというふうにおっしゃってましたけ

れども、その後も案内はあるみたいで、各県で、１カ所、定員５０名ぐらいで案内されておりま

す。先ほども言いましたように、事業者のシステムとか、そういったことに対して公的な補助は

一切ないですね。どういうふうに管理するのかというところも事業者任せということだろうと思

うんです。従業員で家族の扶養があれば、その家族の番号も登録されると。そういうことになる

ので、そういう意味では、誰が事業者に対して指導するのかというのが全く見えていない。不安

はありませんか。個人情報としてですね。 

 以上、お尋ねします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） １つの番号に複数の個人情報がつながる、いわゆるマイナンバー法でご

ざいますが、これにつきまして、非常に行政運営の効率化が図られますし、また、市民の皆さん

も、いろんな申請手続についての簡素化が図られるという大きな目的があると、このように思い

ます。また、税関係でも活用が図られるということになりますと、公平・公正な社会の実現に向
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けてマイナンバー制というのは大きな効果があるのではないかと、このように思っているところ

であります。 

 ただ、一方、ありとあらゆる個人情報がつながってまいりますと、その情報がつながればつな

がるほどセキュリティーの面で、プライバシーの面で大きな課題も抱えてくるということで、今、

非常に複雑ではありますけれども、先ほど御指摘をいただいてる団体内統合宛名システム、ある

いは私どもの中間サーバーを通じまして、国が行う情報システムの情報提供ネットワークシステ

ムとうまく暗号化した連携の中で情報のやりとりができるという、非常に世界的にも例のない緻

密なシステムができ上がっているものと、このように承知しております。 

 今、岩淵議員のほうから具体的な対象者の人数等のお尋ねがありましたが、こちらについては

担当課長より説明をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市民生活課長。 

○市民生活課長（重冨 孝治君） 通知カードの対象人数でございますけど、ただいま詳しい数字

について調べておりますので、後で御報告させていただきます。 

 それから、もう一点ありました番号の利用開始については、来年１月１日からの利用開始とな

ります。 

○議長（岩佐 達郎君） 総務課長。 

○総務課長（石井 好貴君） それ以外の分について、私でお答えできる分で。 

 大前提として、これが法定受託事務というのがございますので、議員十分御承知と思いますが、

市の判断で対応をいろいろ検討する事案ではございません。法が成立しております。それを受け

て、地方公共団体、うきは市としてどう対応していくのかを、できるだけ市民の皆さんに迷惑と

いいますか、混乱を生じないような形で市としても対応してまいりたいと考えておりますが、市

長も申し上げましたとおり、新聞の記事でも載っておりましたが、市民に対する周知が十分でな

いと。半分ぐらいはまだ内容をわかってないというようなことも先日の新聞に書いておりました。

うきは市においても同様だろうと思っております。 

 市としても、広報うきは、ホームページ等を通じて、先ほど議員も言われました９月２４日に

経済産業省が再度、事業者向けの説明会もやるというふうになっております。こういった記事も

載せておりますが、議員も言われたように５０名という定員の中でどうやっていくのか等、その

辺は県等ともまた協議しながら、県のほうも出前講座もやっておるようですので、その辺も県の

情報政策課と話をしながら周知には努めてまいりたいと思いますが、いかんせん、１０月５日か

らの話でございます。 

 これはちょっと余談になりますが、市としても年金機構の情報流出問題等でセキュリティーの

強化を求められております。１０月５日までに対応しなくちゃならない分がありますので、そう
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いった分も今ばたばたですけども、庁内でいろいろ検討して、あすも県の情報政策課と協議をす

るような設定をしております。混乱のないように取り組んでまいりたいと思います。 

 それから、事業者数等は把握をしておりません。申しわけありません。 

 事業者に対する周知の１つとしては、給与支払報告書の説明会を税務課が毎年開催しておりま

すので、そのときに事業者に来ていただきます。事業者の方にですね。そういった場も通じなが

ら、税務課と協議をして周知には努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） ということで、余り周知してないというところが、実態が見えて

きます。 

 先日、個人番号法の改正提案もされている―上位の法案であって、今、課長がおっしゃっ

たように法定受託事務ということであれば、それはそれとしてスムーズに進めなきゃならない義

務は課すんですけれども、やはり、そこにおける住んでいる住民のことを、やっぱりどういう実

態なのかということをきちんと把握して法律を施行していく、これが行政の手続の１番目のこと

じゃないですか。そのことが非常に危惧されます。 

 広報に案内されている中身というのは、ＤＶに対するものが２回、それからマイナンバー制度

に関することが１回程度なんですね、この間ずっと見てると。２６年から、これはさかのぼって

調べましたけど、ありません。そういう点では、知らないのも当たり前。マスコミも先週ぐらい

から少し出始めてはおりますけれども、そういう意味では非常に危惧されるところだと言えます。 

 うきは市住民の個人プライバシーというのがマイナンバー制度に集約されることになります。

先ほどおっしゃってたように、年金情報流出を受けて、自治体に番号をつける本来は７月の時点

で、個人情報を管理する基幹系のネットワークとインターネットに接続する情報系のネットワー

クを分離するようにというのが６月の年金流出の後に出されているんです。ただ、１０月５日ま

でに延期されているんですけど、自治体の中で１割から２割ほどはその対処がされてない状態で

番号が通知されるというふうに言われております。うきは市で１０月から送付される番号は、こ

の分離対策を行っているかどうかというのをお尋ねしたい。 

 それから、住基ネットに係る条例、訓令というのは結構あるんですけども、マイナンバー制度

の運用に当たって、どの条例で運用するのかお尋ねをしたい。先日、本会議では、新たな条例は

ないというふうに答えておりましたけども、それ、そうなのかなと、ちょっと疑問に思っており

ます。 

 それから、先日可決した改正うきは個人保護条例について、第８条収集の制限についてという

のがあります。それの中で、第２項に個人情報を本人以外の者から収集することはできるとして
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います。平成２３年度には５件、閲覧があったというふうにはインターネットに出ております。

これは保護審査会の意見を聞いて閲覧に付したのか、または、ほかの規定によって閲覧に付した

のかを伺いたい。それから、３項で、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただ

し、審査会の意見を聞いて通知を省略することはできる。これが個人保護条例の文書の中身なん

ですね。本人に通知したかどうか伺います。 

 以上、３点。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 分離対策の重要性というか、国からの指導があっていることは十二分に

承知しているんですけれども、今、関連的に御質問をいただきましたので、担当課長より説明を

させます。 

○議長（岩佐 達郎君） 総務課長。 

○総務課長（石井 好貴君） 大きく３点だろうと思いますが、最初の情報流出の対応の件でござ

いますが、現時点では、うきは市のパソコンは、外部と基幹系、同じパソコンでやっております

ので、現時点では対応はできておりません。ただ、１０月５日までに、あすも、先ほどちょっと

言いましたが、県の情報政策課と打ち合わせをして、外部との接続を、基幹系、住基の情報とか

は接続しないように、こういう形で、うきは市は考えているんだという案を持って県と協議をす

るようにしております。そこでその問題についてはクリアしたいと考えております。 

 ただ、県との協議で、うきは市としてはそれでいいと思っていますが、やった段階でそれじゃ

まずいとなったら困りますので、最終的な確認を、あす、県とするようにしております。 

 結構多くの団体―福岡県も、うきは市と同じようなやり方をしているということで、県の

ほうもいろいろ考えているということですので、あすの協議で今後の対応は―１０月５日は

迫っておりますが、決定してまいりたいと思っています。早急にそれから動きたいと思っており

ます。 

 それから、条例対応の件です。現時点では特別な条例は、独自利用等は考えておりませんが、

その後いろいろ調べておりますが、今度の自治体クラウド化の中でもマイナンバー導入を前提と

して進めている項目が幾つかあります。例えば乳幼児医療とか障害者医療等の関係でございます

が、共同利用でございますので、うちだけ別の様式等もありませんので、標準化で取り組むとこ

ろでやっておりますので、そういった部分については今後１２月議会等で条例改正が出てくるの

かなと思っております。詳細は今後、北部九州情報化推進協議会の中で検討してまいりたいと思

います。 

 最後の、個人情報の保護条例８条の関係ですけれども、御希望の内容、詳細、ちょっと申しわ

けありません、手元にありませんので、もちろん条例違反するような対応はしてないと思ってお
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りますが、後ほどまた議員に直接報告をさせてください。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） 先ほど言いましたように、個人情報に係るところが非常に大きい

というところを留意して、この間の保護条例がどういうふうに活用されているかというところも

非常に大事なことだというふうに思ってます。そういう意味で、どういう運用をするのかという

のが住基ネットにはあるわけですけれども、マイナンバーにはまだそのようなのがないというこ

とで言うと、その辺も少し、さらに調べていきたいというふうに思ってます。 

 そして、改修費用についてですけれども、特定個人保護評価というのが８月２５日に出され

―８月２５日というかな、７月２４日、８月２５日と、いろいろありましたけども、そうい

うのが出されてます。それから、今回、保護条例改正、職員研修、住民への広報と、かかる経費、

さっき国の負担の割合について１０分の１０というふうにおっしゃってました。ただし、全てが

補助金ではなくて、地方交付税で３分の２、残りは交付税とする場合もあるというふうに言って

ます。 

 うきは市の場合は、それをしているかどうか。２７年度予算で国庫補助金が１,６６２万

４,０００円ありました。歳出予算では、総務管理費の電算処理の委託料に１,６７７万

８,０００円―補助金より多いんですけど、全てかどうかはわからないですけどね。ほかに、

第２項の徴税費の中で税務総務費の１３節の委託料で４６３万９,０００円、３項の戸籍住民基

本台帳費ということで、１目備品購入費で２７万１,０００円。ほかにもあるかもしれません。

しかも、その額が全部マイナンバーに使うというふうにはなってないかと思いますけれども、そ

こでお伺いしますけれども、交付税として算定されている金額は幾らか、何に使うのかを教えて

いただきたい。 

 先ほど市長からは、人件費とか臨時職員については手出しというふうなことをおっしゃってま

す。（「臨時は交付金です」と呼ぶ者あり）臨時は交付金か、失礼しました。８５万円だったか

な、何か手出しということでしたけども、今後、市の負担はどういうふうに膨らんでいくのかを、

想定しているかどうか。 

 それから、ここはちょっと、すぐには回答できないと思うので、お願いをしたいと思うんです

けども、１３の評価書をされております。各分野別に、さっき市長が簡素化という言葉を公平と

いうようなことでおっしゃってます。それだったら、費用対効果、それから経費削減計画につい

て、具体的に資料を出していただけないかと。どのくらいのことを想定しているか、今回のマイ

ナンバーでですね。それを提出できるかを伺います。この場で発表しろとは言いません。 

 それから、広報に案内されている問い合わせ先は０５７０で案内されています。間違って、き
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のう電話しましたけども、休みでした。有料電話です。市民からの問い合わせに苦情の窓口等、

設置することを求めたいと思いますが、いかがですか。 

 以上、３点。（「最後は」と呼ぶ者あり）問い合わせ、苦情の窓口設置。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 今回のマイナンバー制度は、先ほど総務課長のほうが答弁してますよう

に、法定受託事務ということで、本来、国の事務であります。それを委任を受けて我々がやると

いうことでありますので、基本的には、かかった経費は国が持つというのが基本でありますので

１０分の１０が基本でありますが、議員御指摘のとおり、必ずしもそうなってないところの中に

地方交付税対応というのが出てきております。今ちょっと手元には、その数値、持ち合わせがな

いもので、また後で調べさせていただいて、お答えをさせていただきたいと、このように思いま

す。 

 それから、費用対効果のお話が出ました。まさに大きな国策というか、過去何年も議論をされ

た中で今回マイナンバー制度というのが国の施策のもとに進められることになったわけでありま

す。先ほど言いましたように、行政の効率化であったり、市民の皆さんの利便性の向上、さらに

は公平・公正な社会の実現を図るために、本当に大きな効果があると私は承知しておりますが、

それを計数化するのは、ちょっと今の段階では、なかなか厳しいものがあると思います。今後そ

ういう費用対効果については、しっかり我々もマイナンバーを預かる実施部隊として当然承知し

ておかなくちゃいけない事柄でありますので、しっかりそういう面ではまた分析を図らせていた

だきたいと思いますが、これについては早急な対応というのはちょっときついのかなと、このよ

うに思っているところであります。 

 それから、今後、これだけの大きな制度改正でありますので、市民の皆さんの不安とか、いろ

んな苦情等が出てこようかと思います。先ほど、窓口は市民生活課、あるいは浮羽市民課という

お話を申し上げております。特別、苦情対応窓口というのは今の段階では設けておりませんが、

今後の推移を見ながら、この件についてまた検討させていただきたいと、このように思っている

ところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） それでは、費用対効果、経費削減については早急は無理と。いつ

出ますか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先日３日にも追加のマイナンバー法の改正法案が国で通りました。また、

第３弾のマイナンバーの利用拡大を図るべく、国会で議論されているという話を承知しておりま

すので、この制度が定着を見た段階でぜひとも考えさせていただけないかと、このように思って
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おるところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） その辺は、もう一回改めて話しさせてもらいます。 

 最後に、先ほども市長もおっしゃいましたけど、広報では、効率性・透明性・利便性が高い、

公平・公正とうたってます。個人のプライバシーは人権保護の観点からも十分に保護されなけれ

ばなりませんが、危険いっぱいの制度を始めることになります。年金削減や介護保険料の引き上

げ、給付の削減があり、軽自動車税の引き上げ、消費税も８％に上がり、さらに１０％も予定さ

れている。市民にとって何が公平か。大企業の減税だけが先行して、２７年度法人税、実効税率

が下がりました。うきは市の法人税は前年比９４％です。今回のマイナンバー制度は多額の税金

を投入することで行政のスリム化と効率化を図るとしていますが、市民にとって、個人情報を丸

ごと把握され、成り済ましや情報流出のリスクが高まることになります。市は制度の執行に当た

り、十分にこの件を考慮した執行に当たっていただきたいということを強く要望して、１点目の

質問を終わります。 

 次に、小・中学校の環境衛生基準の遵守状況について伺います。 

 １点目、平成２１年４月１日に施行された学校環境衛生基準について、教室の環境、飲料水の

衛生基準、清潔害虫、水泳プールなどの基準概要が定められていますが、法の趣旨徹底の状況を

伺います。 

 具体的には、学校において、環境衛生検査について計画を策定して実施しなければならないと

記載されているが、実施状況を伺います。 

 毎年、小中学校ＰＴＡ連合会から予算要望書が出されていますが、法の基準に照らし合わせ、

実施計画が校長、ＰＴＡに対し示されているかどうか伺います。 

 国庫補助事業のエコ改修事業、空調設備工事に関する申請の実施状況について、今後のうきは

市の設置計画について改めて伺います。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいまの小・中学校の環境衛生基準遵守についての御質問をいただき

ました。このことに関しましては教育長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君） 学校における環境衛生検査等についての御質問ですが、市内全小・中

学校に、学校における健康問題を研究、協議し、児童・生徒の健康づくりを推進し、学校と家庭、

地域社会を結ぶ組織として学校保健委員会を設置しています。その活動の中で、健康に関する実

態を把握し、学校保健計画を立てています。その学校保健計画の中で、飲料水質検査、プールの
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水質検査、照度検査、換気、保温、湿度管理などの年間計画を立て、飲料水質検査は毎月実施し、

その他については定期的に行っています。 

 ２点目の、小中学校ＰＴＡ連合会からの予算要望書についての御質問ですが、毎年、予算編成

時期に、うきは市小中学校ＰＴＡ連合会から教育予算に関する予算要望書が提出されています。

学校間で共通する要望内容、学校ごとの要望内容を検討し、市長へ予算要望を行っていますが、

全ての要望に応えることは予算的にも厳しいのが現状です。予算要望に対する新年度予算につい

ては、４月当初に校長、事務職員を対象に予算措置内容についての具体的な説明を行っています。 

 ３点目の、空調設備工事に関する申請等についての御質問ですが、議員御指摘の学校施設環境

改善交付金のエコ改修工事については、老朽化した学校建物の計画的・効率的なエコ改修の促進

に必要な経費の一部を国庫補助し、環境負荷の低減、教育環境の改善を図るとともに、あわせて、

建物の耐久性の確保を図ることを目的にしています。エコ改修の工事内容は、壁等の断熱工事、

既存の冷暖房設備にかえて省エネルギー型冷暖房設備を導入する工事や、ＣＯ２削減効果がある

事業などです。これにつきましては、現在、具体的な申請は行っておりません。 

 なお、今後の対応を図るために、うきは市ルネッサンス戦略の「うきはっ子夢・学力向上プロ

ジェクト」の教育環境整備の中で、空調機設置設計に係る委託事業を盛り込んでおりますが、今

後、地方創生に係る交付金事業として実施できるかどうか検討を行う必要があります。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） 今お答えいただいた１点目の環境衛生検査について、計画は策定

していないということですね。（発言する者あり）さっき言った学校保健委員会の中で行ってい

るということでありますか。ちょっと確認。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 各学校ごとに学校保健計画をきちんと立てております。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） わかりました。 

 それで、改めて、文科省が出されている学校衛生基準について確認していきたいというふうに

思います。 

 １つは、適正に欠く事項があると認めた場合、遅延なく、その改善に必要な措置を講ずる。講

ずることができない場合は、学校設置者に対して、その旨を申し出ることを通知していますが、

うきは市内の小・中学校の現状について、適切さを欠く事項が存在しているとお考えかどうかお

尋ねしたい。もしあるとすれば、どのような項目があるのかお答えください。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 



- 115 - 

○教育長（麻生 秀喜君） いろいろな検査等の報告は上がってきております。具体的な例としま

すと、例えば教室環境として望ましい温度―１０度Ｃ、３０度Ｃ以下と、そういったものに

適していない状況等があると認識をいたしております。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） ８月１７日に厚生文教委員会の閉会中審査で中学校の教室温度に

ついて視察、審議を行い、委員会報告を先日行ったところですが、各学校から測定結果を報告し

てもらいましたが、ばらばらの測定を行っております。測定しただけで、法の趣旨が全く理解さ

れていないのがよくわかりました。吉井中学校では１階の測定はありません。小学校については、

６校で測定結果の報告がありませんでした。報告のあったところでも、階別や時間、場所の記載

がないものがある。廊下での測定、それから朝８時に測定、空調設備のある保健室での測定、測

定の意味が指示されていない結果と考えます。 

 そこで、お尋ねします。 

 各学校に対して毎授業ごとに行う検査項目というのがあります。測定の指示を改めて行ってい

ただきたい。その際、学校保健安全法に基づき、児童・生徒及び職員の健康を保護する上で維持

されることが望ましい基準、それに基づく法の内容であるということ。それから、測定の趣旨を

理解していただくとともに、測定の時間帯、測定の場所、頻度について基準を検討して指針を示

して行ってほしいが、どう考えるか、実施時期も含めてお答えいただきたい。 

 ２点目、ＰＴＡ連合会からの要望書に、この衛生基準に照らして該当する事項が多く見られて

おります。校舎整備に係る中で、浮羽中での理科室の照明、電源の改修、それから千年小や福富

小では、トイレの改修や玄関天井クロスや多目的ホール、給食室のクロス汚れなど、複数年にわ

たる要望が出されております。そして、衛生害虫に係る項目についても要望されておりました。

衛生検査記録そのものが生かされていない現状ではないかというふうに考えますが、この検証を

生かして、計画を示して要望に応えるよう―先ほど、また検討するというようなことでした

けれども、具体的に計画を示す、そのことが大事だというふうに思っております。 

 ２６年の調査で、県内の小・中学校１,０８３校の空調設備の整備計画は、普通教室で、整備

中、検討中を合わせて学校数で５０％を超えます―小・中学校ともに５０％を超えます。

２８年度には６０％から７０％になります。うきは市は、２７年度、教室数３２２で１０２教室

に空調設備が置かれておりまして、３１.７％になります。整備計画があるか、改めて普通教室

での整備を思い切って前進させる判断を強く要望しますが、市長も含めて決断をお願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） まず、学校の温度等の調査関係でございますが、議員お手持ちの資料

は２６年度。（「と、２７年」と呼ぶ者あり）２６年度については、特定の学校等でしたので、
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２７年度について全校への指示をしましたが、今、議員が御指摘のような部分があれば、少しで

も改善していきたいというふうに思います。先般の校長会の折に、学校教育課長のほうから温度

測定等についての指示を改めていたしたところでございました。 

 それから、いろんな要望について適切に応えてないのではないかということでございます。 

 議員御指摘のトイレ等の問題につきましては、学校の要望がなくても、教育委員会として計画

的に改修を行っていっているような分もございます。また、学校のほうから要望に順位がついて

おりまして、例えば吉井中学校で言いますと、本年度は、まず第一が、サッカーコートの排水溝

の整備、第２希望が、特別支援学級３学級のエアコン設置でございました。いずれも子供にとっ

て安全・安心、あるいは健常児に比べて体温が高くて自己調整ができないと、そういった子供の

健康問題を考えて、そういう要望に応えていっているというのが現状でございます。 

 ただ、私ども、そういう要望書をもう一度精査しまして、議員御指摘のことあたりも検討して

まいりたいというふうに思います。 

 それから、最後の空調に関してでございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、ルネッ

サンス戦略の中での現在、空調機設置設計に係る委託事業の盛り込みという段階でございます。 

 以上でございます。（「市長はありませんか」と呼ぶ者あり） 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 小・中学校の空調設備のあり方については、先般の委員会調査報告の中

でも報告があったとおりであります。これは、これまでも何回も議会質問の中で、特に吉井中学

校、さらには浮羽中学校、まずは中学校のほうからつけるべきではないかという御指摘をいただ

いていることは十二分に承知しているところであります。 

 問題は財政負担でありますが、設置するイニシャルコストのみならず、ずっとランニングコス

ト、電気代も含めたランニングコストもかかるもので、うきはの財政状況とにらみながら、この

子ども・子育て関連整備として、この問題は非常に重要な課題でございますので、そこをどう折

り合いをつけてやっていくかというのが、ずっと我々の今、懸念しているところであります。 

 既存の補助金は文部科学省の中で、議員御承知のとおり、学校施設環境改善交付金というのが

あります。これが、改築であれば２分の１であったり、大規模改造であれば３分の１ということ

で、それぞれ内容によって補助率が決まっておりますが、これに基づいて我々も小・中学校の学

校の施設整備については充ててきているわけなんですが、私も何回も上京の折、文部科学省にお

寄りして、この予算の動向について情報を入手しているんですが、平成２６年度が極端に予算が

少なくなっております。この原因として、当初予算はほぼ一緒だったんですが、各年度、大型の

補正予算がついて、特に学校施設については耐震化もありまして、大がかりな予算がついてきて

全体的に回してきてたんですが、２６年度は極端に補正予算が少ないということで、今起きてる
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現象として、我々近隣の福岡県下の市町村においても、２７年度中に空調化を図りたかったけれ

ども、文部科学省の予算がつかなかったために流しているケースを何度も承知しているところで

あります。 

 したがいまして、今後、我々は、文部科学省の学校施設環境改善交付金の予算の確保を図ると

同時に、また違った手だての対応も図らなくてはいけないのではないかということの中で、先ほ

ど教育長が答弁したように、地方創生の中で今回審議をいただきます戦略が策定されますならば、

来年度から、国から新型交付金の交付も予定されているところでありますので、そういう財政財

源をしっかり見据えながら、この問題については対応していきたいと、このように考えておりま

す。 

 言うまでもなく、先ほどから佐藤議員の折にも答弁させていただきましたように、地方創生を

進める上で、子供・子育ての支援というのは大きな柱であるということは十二分に承知している

ところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） この件については改めて、国だけではなくて、市行政としてどう

するか、市民の要望についてどう応えていくかというところが一番大事だろうというふうに思い

ます。その辺をよくコミュニケーションを図っていただきたいと思います。またこの件について

は質問を含めてやります。 

 ３点目、上水道計画と水資源の保全について伺います。 

 ７月に上水道アンケート調査が行われましたが、調査の目的と上水道整備計画の今後について

伺います。 

 市長は、アンケートに事業内容を反映させながら上水道計画を進めると記載していますが、回

答結果から全体を反映させるのかどうか伺いたい。２点目、アンケートの集約時期と市民への公

表を行うか。公表する場合、どのような時期にどのような形で公表するか伺います。 

 大きな２つ目、市内に地下水を利用した産業や企業があり、市民は地下水に依存しています。

ことし１月から条例が施行されました。現在まで周知及び採取届の実績状況を伺います。２点目

は、地下水の保全と資源である地下水の状況を検証すること、市民の地下水に対する安全・安心

を確保する意味から、各家庭の飲料用水源の水質検査への補助制度を設ける考えはないか伺いま

す。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいまの上水道事業計画と水資源の保全について大きく２つの質問を

いただきました。 
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 まず、上水道についてのアンケート調査の目的と上水道計画の今後についてでありますが、

１点目に、アンケート結果についての御質問をいただきました。上水道整備にかかわる市民への

アンケート調査につきましては、昨年１２月より、議会と執行部による４回の勉強会を開催し、

多くの議論を重ね、議会の御理解と御了解を得た上で実施をいたしたところであります。 

 現在アンケートの集約中でありますが、アンケート結果からは、上水道加入について市民の皆

さんの考え方はもちろんのこと、現在使っている飲用水の種類、水質の実態、水量、市民の皆様

が期待する水道への重要性など、上水道に何を求めるかなどに加え、上水道整備に関するさまざ

まな貴重な意見が見えてきております。今後、全てのアンケートの成果をデータ化し、上水道事

業の推進に当たり、活用を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目の、アンケート結果の公表時期や方法についての御質問ありますが、現在、先ほど述べ

ましたように、市民の皆様から送付されたアンケート調査票の集計作業を進めているところであ

ります。全世帯へ配布を行い、８月現在５,３００世帯、回収率では４９％の調査票を回収して

おります。今月末ごろには集計を終える予定で、現在、職員の手作業によりデータの入力及び集

計作業を行っており、一定の整理が終わり次第、議員の皆様に説明申し上げた後、市民の皆様へ

も広報うきはやホームページで公表してまいりたいと考えております。 

 次に、うきは市地下水の保全に関する条例について２つの御質問です。 

 １点目が、周知及び採取届け出の実績状況についての御質問でありますが、議員の皆様も御承

知のとおり、地下水の保全を図るため、うきは市地下水保全に関する条例を新たに制定し、平成

２７年１月１日より施行となりました。周知に関しましては、新たに事業用地下水採取施設を設

置するときは届け出が必要であることを、広報うきはや、うきは市ホームページに掲載し、ホー

ムページから簡単に地下水採取届出書などの必要書類が入手できるようにしております。なお、

現在までの採取届け出受理件数は２件であります。 

 ２点目の、水質検査への補助制度についての御質問でありますが、現在、水質検査を受け付け

ている最寄りの公的機関は、甘木にあります福岡県北筑後保健福祉環境事務所であります。残念

ながら市内に水質検査機関がないため、市が窓口となってあっせんを行い、市民の方が簡単に水

質検査を受けることができる機会を提供しているところであります。基本検査料金も、うきは市

が５,４００円のところを、県の機関では６,９００円、うきは市と同様にあっせんを行っている

近隣の市の例では９,０００円ですので、うきは市はかなり金額を抑えることができております。 

 今申し上げましたように、公的な水質検査機関や他の近隣市町村に比べ、検査手数料の大幅な

軽減も図っておりますので、補助制度は設けていないものの、検査を利用される方々の利便性は

確保できているものと考えているところであります。また、水質検査の結果についてデータベー

ス化し、地下水の水質にかかわる検証にも役立てているところであります。 
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○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） 時間がないので、２点目の（２）のところだけ確認しておきます。 

 今、地下水の検査の重要性について、うきは市は広報を余りしていないと思います。ほかの市

町村では、こういうような検査を受けたほうがいいですよと、最低年１回はやったほうがいいで

すよということがあります。 

 福岡県の篠栗町では公費補助を行っています。インターネットで見られると思いますけど、

１４項目で５,５００円を３,５００円、１７項目で１万３,０００円を６,０００円、

２,０００円と７,０００円の補助をしています。それから、３週間程度で検査員が自宅に伺って

採水をして検査を行うと。サービスのレベルは別として、年５回案内されてます。隣の日田市も

１件当たり２,０５０円と、詳細はわかってないんですけど、ちょっと聞いてみないとわからな

いですけど、やられております。 

 そういう意味では、公水と認識すれば、そこで暮らす住民に対して積極的に地下水について安

全性を確認していくように行政が積極的にかかわることが重要と考えます。ぜひ、水質検査でう

きは市の地下水の状況を市みずからが把握する姿勢を示す。２８年度から早速、篠栗並みに市民

への検査広報活動と相談窓口設置、補助も含めてですね、公水として認定したとすれば、改めて

それを求めたいと思います。市長の考えを伺います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） うきはは水と緑の町で、特に水に関しては、この地下水は大きなうきは

の地域資源だと十二分に認識をしております。そういう中で、水質をしっかり測定しながら、ど

うこの地下水を守っていくかというのが重要なことだろうと、このように思っております。 

 今の議員の御指摘は、それぞれ家庭内の地下水検査でございますが、それ以外でも今後、公的

な場所において、同じ場所で定期的に我々が事業主体となって、我々の意思で定期的に水質検査

をする必要性もあると、このように認識しておりますので、しっかり行政としての対応もやって

いきたいと思います。 

 また、各市民の皆さんの個々の井戸の検査について、私どもとしても広報うきはで何度も広報

させていただいて、呼びかけはさせていただいているところでありますが、今、篠栗町の例等々

で、もっともっと広報に、あるいは制度にしっかり対応している事例も御紹介をいただきました

ので、そういう事例もしっかり我々また調査をしながら、踏まえながら対応させていただきたい

と、このように思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 岩淵議員。 

○議員（１番 岩淵 和明君） これから改めて公水としての、うきは市の財産をどう生かしてい

くか。ルネッサンス戦略にも一部、活用について書かれております。かなり難しいところもある



- 120 - 

かと思いますけども、そういう意味では新しいブランドとしても、うきは市のものになるのでは

ないかというふうに思います。 

 それで、１点だけ、ちょっと前後して申しわけないんですけども、最初の住民アンケートにつ

いてですけども、１点、市民の方から寄せられて、本人の意思で提供いただいた文書があります。

今回のアンケート、既に事業を走り出させてのアンケートは専横である。専横―横暴という

意味ですね。事業に入る前に行うべきだと。ぜひ必要、あれば便利、不必要から選択すれば不必

要である。次の世代に借金を残すような事業は直ちにやめるべきだ。自前の水と緑がある住みや

すい町のはずだという要望が出されておりました。 

 その意味でも、アンケートの報告については、生のデータ―いわゆる統計データとして見

ていくんじゃなくて、生のデータとしてもちゃんとお示しいただきたいなというふうに思ってお

ります。それは要望としてお願いをしたいと。そういう住民の声がありますよということをお伝

え申し上げて、私のほうからの質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、１番、岩淵和明議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） ここで暫時休憩とします。再開を１１時１５分より再開します。 

午前10時59分休憩 

        

午前11時15分再開 

○議長（岩佐 達郎君） それでは、一般質問を再開します。 

 次に、８番、藤田光彦議員の発言を許します。８番、藤田光彦議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） ８番、藤田です。先日、夏休みの終わりごろですかね、先ほども

ちょっと市長がおっしゃってましたけど、こども議会を傍聴いたしました。初めて傍聴席から聞

いたわけですけれども、小学生が地方創生についての質問とか提案をして、市長の答弁もお聞き

しました。子供たちも素直に、うきは市の発展とか活性化を望んでいることに感心しました。特

に今、若者の地方議会離れが深刻な中で、選挙年齢も今度、参議院から下がるという状況の中で、

小学生にそういう教育の場を与えていただいたということは大きい意義があるかなということで、

私としても、一議員としても、重複する、いろんな複雑な心境でございました。 

 それでは、議長の許可を得ましたので、通告書に従い４項目の一般質問をいたします。 

 １項目めに、ブラック自治体全国調査について、２項目めに、新火葬場うきは市浄光苑の運営

状況について、３項目めに、空き家バンクの対応状況について、４項目めに、通学路の安全対策

についてです。 
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 まず、１項目めのブラック自治体全国調査についてでございます。 

 民間企業だけでなくて、非正規公務員を酷使するブラック自治体を見きわめようと、初めての

大規模な全国調査に乗り出したとのことです。残業代不払いや不当な雇いどめを行ったり、社会

保険などの事業主負担が生じないように短期の雇用契約更新を繰り返したりする悪質な自治体の

全国調査でございます。 

 そこで、１点目に、総務省が昨年７月に公務員の環境改善を求めまして自治体に通知したこと

を受けまして、ＮＰＯ法人官製ワーキングプア研究会がその後の状況を把握しようと、ことし

８月中に各自治体に質問状を送付したとの情報がありますが、届いているのでしょうか。 

 ２点目に、調査対象は全都道府県全市町村だが、特に東京、大阪に加え、地方代表として福岡

県を重点地域に位置づけ、５０項目の質問でマル・バツ式回答と聞いておりますが、質問状が届

いてるかどうかわかりませんが、確認、対応されているのか。 

 ３点目に、正職員と非正規公務員との給与格差とか時間外勤務を含む処遇についての現状と見

解を市長にお聞きいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、ブラック自治体全国調査について大きく３点の御質問をいた

だきました。 

 まず、１点目が、ＮＰＯ法人が調査を行うと報道されたことについての御質問でございますが、

このことにつきましては、８月３日の西日本新聞等の報道によると、ＮＰＯ法人官製ワーキング

プア研究会が８月、５０項目の質問票を全都道府県、政令市のほか、福岡、東京、大阪の３都府

県の全市区町村計２７４自治体に送付し、１１月中をめどに調査結果を公表するとの報道がなさ

れたことは承知をしておりますが、うきは市におきましては、現時点で調査票は送付されており

ません。 

 ２つ目の御質問が、調査の実施内容についての御質問でありますが、ＮＰＯ法人官製ワーキン

グプア研究会のホームページに、自治体臨時・非常勤職員等のワークルールに関する自治体調査

実施中の掲載がされておりますが、それによりますと、今回のアンケート送付先は、都道府県、

政令市、中核市、県都１２３自治体、その他東京都及び大阪府内全自治体１０８自治体とされ、

先ほどの回答とも重なりますが、当市には調査票は送付されてない状況であります。 

 当ＮＰＯ法人のホームページには、５０項目の質問項目と同じ内容がチェックポイントとして

掲載されており、設問に対する解説も加えられているようであります。現時点では、設問等の詳

細な内容の把握、分析は行っておりませんが、１１月には調査結果が公表される予定であります

ので、それまでに当市の状況を確認し、調査結果との比較を行いたいと考えております。その結
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果、改めるべきところがあれば適正に対処してまいりたいと、このように思っているところであ

ります。 

 ３番目に、正職員と非正規職員の処遇についての御質問でありますが、非正規職員の給与につ

いては、勤務内容や近隣との均衡等を考慮して決定しているところでございますが、任務の違い

もあり、正規職員との給与等の処遇についての違いはあるところであります。また、嘱託職員や

臨時職員などの非正規職員につきましては、できる限り時間外勤務がないように配慮していると

ころでありますが、やむを得ず時間外に勤務した場合は、当然でありますが、ルールに従い、時

間外手当の支給を行っているところであります。総務省通知はもちろん、今回の調査結果や近隣

都市の動向等も踏まえて、改めて点検を行い、非正規職員の処遇について今後とも適切に対処し

てまいる所存であります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） 届いてないということですから、１問目と２点目に関しては答え

ようがないと思いますけれども、今、市長がお話しありましたように、５０項目の質疑内容は大

体把握されてると思いますから、先ほど言われたように、全国開示されるまでの間に当うきは市

としては―ブラック自治体とは申しませんけれども、それに対してどういうふうな状況かと

いうのは把握してたほうがよろしいのかなということで、一応、１点、２点目に関してはそれで

終わりたいと思います。 

 ３点目の非正規職員と正職員の問題ですけれども、２７年４月―ことしの４月１日時点で、

正職員が２４１名、非正規職員が２１８名、合計４５９名と先日お聞きしておりますが、長期に

休暇―休職というんですか、欠勤というんですか、をしてある正職員が数名おられると聞い

ております。その事由は個々人、千差万別だと思いますし、個人情報の関係で発表できないのは

わかりますが、職場環境に起因があるとすれば―欠勤とかがですね、あれば、そのカウンセ

リングの対応をどうやっているのかと。それと、それの補充ですね。欠員正職員の補充に、ＯＢ

職員を多分しているんじゃないかと思うんですけれども、その辺の処遇はどう考えてあるかをち

ょっとお聞きしたいんですけど。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） 御指摘のように、職員の中で長期休暇をとってる者がいます。原因につ

いては、それぞれプライバシーの問題もありますので、ここでちょっと言及することは控えさせ

ていただきます。予期しない長期休暇ということになりましたので、やはり我々としては、その

ことによって業務に支障が出てはまずいもので、当分の間、臨時的な、あるいは嘱託的な形で採

用をさせていただいておりますが、その者に対する処遇については、一般的な臨時職員あるいは

嘱託職員の例に倣って対応させていただいているところであります。 
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○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） 仕事と生活の調和を図るなど、雇用環境を改善して健全な正規職

員を維持するというのが一番欠かせないと思うんですけれども、休職者の補充をＯＢ職員に頼っ

ている現状であれば、その処遇というか、能力を発揮している非正規職員もおるわけですね

―短期ですけど。その人たちとの格差ですね。だから、ＯＢ職員の待遇と、非職員で能力が

あると認める―これは非常に難しい評価の問題がありますけど、その辺との差があるんじゃ

ないかなと推測できるから、その辺のところは勘案してやっておられるかということをお聞きし

たいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 確かに臨時職員であったり嘱託職員については、基本的に補助業務とい

うことで採用をさせていただいておりまして、その職務内容がそういうことでありますので、ど

うしても処遇のあり方についても、そういう正職員との差というのがございます。ただ、嘱託職

員については、ちょっと臨時職員と違ってまして、それなりの専門的な知識を有してる者につい

て採用させていただいてますので、また、臨時職員と嘱託職員の差というのもございます。 

 今の御指摘については、本当に急に職員に休みが入って穴があいたわけでありますので、市民

の皆さんの行政サービスに支障を来してはいけないということで、とりわけ行政に精通してる職

員をということで今、来ていただいているわけでありますが、その人の能力は非常に高いものが

あるけれども、しかし、今やっている業務内容と照らすと、そこにまたギャップもあるわけであ

ります。やっぱり処遇の世界は、その人の持ってる能力というよりも、今やってる職務内容につ

いて対応するのが基本だと、このように思ってますので、そういう視点で今、手当をさせていた

だいているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） その辺は十分配慮して見きわめてやっていただきたいと思います。

非職員―嘱託で専門的な知識を持ってる人の雇用を、このときにやっぱり士気が高ぶらない、

その人のやる気がなくなるようなことがあっては困るものですから、それはあくまでも賃金で動

く動かんじゃないかと思いますけど、その辺、十分配慮していただきたいと思っております。 

 ちょっとあれですけど、限定正社員制度というのはお聞きになったことありますか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 承知しております。一般的に民間では総合職と一般職と分かれた中で、

どっちかというと中間的な位置づけで、そういう職種が今、新聞等で議論されているということ

は承知をしております。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 
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○議員（８番 藤田 光彦君） 承知してあるということですけれども、近年、経済低迷が非常に

多い中で、パートとかアルバイトとか契約社員とかいうのが結局、非雇用職員として雇用されて

働く人がふえているわけですね、社会的に。不安定な待遇社会を問題視しているわけです。 

 それで、その現状打開策として、雇用契約期間を定めないとか、それから職種、労働時間、勤

務地を限定するとか、それとか社会保険制度に加入するとか、それから非正規職員より賃金を高

水準にするとか、いろんなそういう決め事をしている制度なんですね。 

 今、導入している民間企業は非常にふえてきているんですが、この限定正社員制度の公務員へ

の導入というのはハードルが高いかもしれませんけど、検討の余地があるのかなという気がしま

すけど、いかがですかね。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 現在、相対的に雇用水準も上がってきておりますけれども、片や一方、

非正規労働者がもう４割に近づくぐらいウエートを占めてきて、そこが原因として、なかなか日

本の経済が思うように向上しないという御指摘があることは十二分に承知しているし、片や少子

化対策の中で一番やはり懸念されるのは、もちろん仕事と生活の調和というか、いわゆるワー

ク・ライフ・バランス、その調和の困難性というのも片やありますし、もう一つは、特に若い世

代の経済的不安定要素がいつも取り上げられます。この経済的不安定要素の大きな原因は、やっ

ぱり雇用の形態が非正規労働、そして低賃金にあるという実態があるのではないかと、このよう

に思います。 

 そういうことで、いろんな面で今、労働法制のあり方が検討されておりますし、先般も三園議

員から御指摘があったように、平成２６年７月４日に総務省のほうからも通達が出ているところ

でありますので、しっかり今回のいろんなＮＰＯのアンケートの動向も踏まえながら、全体的に

どうあるべきか、処遇についてどうあるべきかしっかり考えていきたいと、このように考えてお

ります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） いずれにしても、非正規公務員の待遇改善が進まなければ行政

サービス低下を招きかねないと思うんですね。そういうことで、もし労働環境が不十分なところ

があれば見直し、改善をしていただいて今後やっていただければと思います。ということで、

１項目めを終わらせていただきたいと思います。 

 次に、２項目めでございますが、新火葬場うきは市浄光苑の運営状況について質問をいたしま

す。 

 うきは市単独でこのたび集約されまして、自然に恵まれた環境を生かした、厳粛で見送る人の

心情に配慮した施設、うきは市浄光苑が３月に完成をいたしました。 
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 旧約聖書にある話ですけど、神が人間のおごりを戒めるために大洪水を起こしたんですね。そ

の大洪水から逃れるために、箱舟からノアがハトを放ったというお話ですね。ハトはオリーブの

小枝をくわえて戻ってきて水が引いたという神話があるわけですね。いうことで、これからオ

リーブは平和の象徴となって、たばこのピースの外箱のデザインになったと思います。 

 そういうことで、今回オリーブの木が浄光苑の中庭に植えてあるということを遺族の方からお

聞きし、その配慮にオリーブ部会委員として、部員として非常に喜ばしく私も思っていることで

ございます。 

 そして、利用の状況でございますけど、４月から８月までの５カ月で１８９遺体、市内が

１７４、市外の方が１５の利用をされたとお聞きしております。大体月に３８名ですか、友引が

月に４日ぐらいあるから、もう少し日割りにするとちょっと多いという、１人より多いというこ

とで、例年と変わらないような悲しい出来事ができてるわけですけれども。 

 そこで、１点目に、新しい施設として、ことし４月から利用開始に伴いまして、使用料等の見

直しがあったと思います。施設全体として、利用された市民の評価はどうお聞きしているか、市

長の見解を、所見をお聞きしたいと思います。 

 ２点目に、市内、市外の利用の区分が今、行われているわけですけれども、それは適切と思わ

れるかどうかを市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、新火葬場うきは浄光苑の運営状況について２つの御質問をい

ただきました。 

 １点目が、施設に対する評価についての御質問でありますが、利用者及び他市町の視察者から

は、自然豊かな環境に相まって、外装、内装とも火葬場とは感じないほど、うきはらしい厳かな

旅立ちの雰囲気を醸し出しているとの感想をいただいております。また、従業員については、教

育が行き届いており、参列者の案内から火葬場業務に関して懇切丁寧な対応ができていると聞い

ておりますので、全体的に高い評価をいただいているのではないかと、このように捉えていると

ころであります。 

 ２つ目が、市内、市外の使用料についての御質問でありますが、新しい火葬場の使用料につき

ましては、市内が１万円、市外が７万円となっております。これは、新しい火葬場が旧浄光苑の

コストの約２倍であることから、市内、市外ともに旧使用料の２倍に設定をさせていただきまし

た。この際、近隣市町村の使用料についても参考にして使用料を設定しておりますが、極端に高

い、あるいは低い状況でありませんので、適切な水準ではないかと、このように考えているとこ

ろであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 
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○議員（８番 藤田 光彦君） 私は幸いにも、うきは市浄光苑をまだ８月まで利用者として、遺

族として使ってませんからいいんですが、遺族の方からお聞きしたところによると、評価は非常

にいいということをお聞きしてまして、ほっとしているところでもあるし、でも、また行きたい

というようなことは言ってません。いうようなことで、施設としても非常に利用のことがなかな

か難しい、余り触れたくないところでございますけれども。 

 そういうことで、今、利用料金の話ですが、うきは市が、市内が１万円、市外が７万円という

のはもう決定したことで、今まで履行されているわけですけど、久留米市の場合が、やっぱり

１２歳以上で市内は２,０００円、市外が４万円ですね。朝倉市の場合は、１０歳以上で１万円、

市外で６万円ということになっているような状況です。 

 そこで、市内、市外の定義をお聞きしたいんですね。例えば市の財政上、余り望ましいことじ

ゃないかもしれませんけれども、世帯主が課税者で本人が非課税者の人が、住所特例や世帯分離

などを考えまして市外の病院ですね、うきは市以外の病院もしくは福祉施設とか、そういうとこ

ろに住民票を移してるんですね。この方をどう扱っているのか。市内なのか市外なのかをお聞き

したいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） そのことに関しましては、うきは市火葬場の設置及び管理に関する条例

施行規則の第５条第１項の規定に基づきまして、市内の方が市外の施設または病院へ入所または

入院されたときに住所変更を行ってる場合でも、市外の施設または病院でお亡くなりになったと

きは、施設または病院より入所または入院証明書を添付して届け出を受けた際には、市内料金

１万円で対応させていただいているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） そういう面では、うきは市はよく配慮されているのかなというこ

ともありますが、ちょっとそれが１つの問題になっているところもあるんです。 

 というのは、久留米市の市内扱いは、市内に住民票がないとだめなんですね、市内。市外の施

設に入った人はだめです。そして、死亡した人の直前ですね、直前が久留米市におれば、それか

ら死亡地が久留米市の場合は利用していいよと。ただし、市外料金だよということになってるん

ですね。だから、優遇というか、ほかの施設に入ってる方はだめですね、ということに久留米市

はなってます。 

 朝倉の場合は市内に住民票があること、やっぱり原則です。ただし、例外として市外の病院、

施設に住民票が移されていても、直前の住民票が朝倉にあった場合はいいよと、市内料金だよと。

ただし、喪主ですね、喪主が朝倉市民でないといけないということで規制をかけているんですね。

だから、その辺がちょっとどうかなということがあるんですね。 
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 これは、何を僕は言おうとしているかというと、施設に住所を移します。病院に移します。そ

したら、施設側も郵便配達云々とか、いわゆる預貯金の管理とか、いろんなデータを自分がもと

住んでいるところに送るよりは、身近におるから、そこにお渡しすればいいという施設側のメリ

ットもあるかもしれませんけど、いわゆる所得分離があるわけですね。入居、入所、よそのとこ

ろに住所を変えることで所得分離になるんですね。先ほど申し上げましたように、所得者から外

れる、課税者から外れて課税が少なくなるということで、みんな、そういう情報を聞いて住民票

を移してるんですね。そして、市内扱いは、火葬はしてるかもしれませんけど、実情は市外者、

要は住民じゃないんです。うきは住民の人口にリストされないんですね。 

 だから、その辺のところで、移すということになると介護保険料の問題があるんですね。介護

保険料が、要は所得制限が１６段階に、介護、ありますよね。ここで低所得と言ったら失礼です

けど、第１から第３でぐっと下がって、要は介護保険料のあれが４５％ですか、いうことで、通

常の最高２.２倍なんかと、こんな格差があるということでやっている方が多いということだか

ら、久留米市の場合は、そういうことがないように、そういうことは勧めるべきでもないから、

介護保険の絡みで市外の施設におる方は市外扱いで火葬料をやってるということで、それが歯ど

めになるかわかりませんけど、そういうことをやってるということを申し上げたかったから話し

たとこでございます。 

 その辺のところをどう思われるかですね。非常に絡みがあるから、そこまではまだ検討されて

ないかと思いますけど、いかがですかね。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 久留米市の場合は、高良内にとにかく集中させようという施策と、基本

的に市外は受け入れないという基本方針を持ってるということは承知してたんですが、正直、非

常に不勉強で恐縮なんですが、そこまで細かい考えのもとで細かく整理をしているとまではちょ

っと認識不足でございましたので、久留米のみならず近隣市町村のあり方についても含めて、今

後ちょっと私も考えていきたいと、このように思っているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） 久留米市の話ばっかりして申しわけないんですけど、今、市長が

おっしゃったように、高良内のほうに、遠くなったということで田主丸の人が、今まで組合の利

用をしてたんですけれども、できなくなったということで、それに対して旧田主丸の住民の方が

不満があるというような話も聞いたんですけど、実情は違うのがちょっと取得しましたから、こ

れは情報として、ちょっとこの場でお話し申し上げたいと思いますけれども、久留米の場合、田

主丸地域の人たちが高良内の火葬場に行くということで、遠くて時間もかかるということに対し

て期限つきで助成をしてます。 
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 これは、１つは霊柩車運賃の助成です。それで、田主丸で葬儀した場合、霊柩車に関して加算

を３,８８０円と。それから、うきは市内で葬儀した場合は７,７７０円を、霊柩車が遠くなるか

らという加算する助成が１つはあります。それは５年間ですね。その後１５年間は葬儀をうきは

市でした場合だけ３,８９０円と。だから、市外でした場合は、もういいよ、加算ないですよと

いうようなことで小まめに分けてあるみたいです。 

 それから、２つ目に、火葬料の助成をしております。田主丸には葬儀場がＪＡアルカス１個し

かないんですね。ということで、重なった場合、そこがあいてないと。葬儀場があいてないから

―うきは市は５つか６つぐらいありますから、うきは市の葬儀場を使う場合ですね、そして、

なおかつ、うきは市浄光苑で火葬すると―こっちでするから火葬場が近くなるから、する場

合は、うきは市の利用料金７万円のうち６万円を、要は負担を１万円でいいと。６万円を久留米

市が負担しましょうという助成をしてます。これは２０年間ということで、だから、田主丸の人

が遠いから云々ということに対する、ちゃんと助成を細かく久留米市では考えてあると。これは

条文にありますけど。だから、かなりきめ細かい市民サービスを久留米市の場合やっているなと

いうことで感心させられたのをちょっと申し上げたいと思いますけど、質問じゃございませんが。 

 それで、ちょっと質問ですけど、以前は、朝倉の志波にあります香華園、山の上ですけど。あ

そこと利用協定を結んでたんですね、うきは市は。アクシデントとか、もろもろあったときには、

お互いに市内料金で利用しようやということで利用協定を結んでたはずなんですね。ところが、

現在、新しい施設にうきはがなったときに、４月からの利用契約は結んでるという話ですけど、

その利用協定の内容ですね、何か、要はこっちの火葬場に問題があったときの利用なのかという、

その辺のところを把握されてますかね。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど久留米市の霊柩車運賃助成であったり火葬料の助成については、

十二分に私も承知をしているところであります。もともと田主丸と吉井町の一部事務組合ででき

てた霊峰苑を廃止して新たな浄光苑に統一するときに、やはり田主丸の方がどうなのかというの

は大きな課題でありました。ここが非常にハードルが低くなってしまいますと、やっぱり設置者

の負担というか、やっぱりそこも崩れてきますので、久留米のほうも随分そこのところについて

は考えてくれて、例えば火葬料助成の１万円については、高良内に行けば２,０００円で済むわ

けですよね。本来ですと全額、うち、７万円いただくことになりますから６万８,０００円助成

するという話もあったんですが、そうしますと、どんどんこちらに流れてくるような格好になっ

て、微妙なバランスをとって、１万円負担いただきましょうと。これも大きな抑止効果であるし、

また、激変緩和措置もついておりますが、霊柩車運賃助成についても、やはり田主丸の方から見

れば高良内は遠いと。こちらのほうが近いというところに対する助成メリットもつけて、相対的
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に大きな抑止効果になって、想像以上に田主丸の皆さんから新しいうきは浄光苑に来ている例と

いうのは少ないのではないかと、このように承知をしているところであります。 

 一方、現時点はもう、議員御指摘のように、お隣の朝倉の杷木のほうからもお見えいただいて

ますが、これは利用協定を結ばせていただいているんですが、その詳細については担当課長より

答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市民生活課長。 

○市民生活課長（重冨 孝治君） 火葬場の相互応援協力に関する協定書というのを、以前は朝倉

市、久留米環境施設一部組合、それから、うきは市、３者で協定を結んでおりました。今回うき

は市のほうが新しい火葬場、それから霊峰苑のほうが廃止ですので、新しく、うきは市としまし

ては朝倉市と協定を結んでおります。なお、利用に対しては、あくまでも火葬場の利用は何らか

の事故等で使えなくなった場合のみでございます。利用者が多いからということでの協定は、以

前もそうでしたけど、今回についても、あくまでも火葬が不能状態になったときの応援協力でご

ざいます。それから、料金についても、お互い市内料金で使えるというふうになっております。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） 朝倉市の話で今、課長がお話ししたけど、朝倉市の話では、利用

協定の条件が、災害があったときにだけ利用してよかよと。いいですよと。炉のトラブルでは関

係ありませんということをはっきり申し上げているんですね。ということは、もし万が一、まだ

新しいからトラブルはすぐにはないかもしれませんけど、３炉ありますからね、だけど、万が一、

電気トラブルとか何かあったときに利用できなくなった場合のときの利用する代替の火葬場は今

のところないんですね。朝倉はだめだと言ってる。災害だったらいいと。災害じゃないですよね、

トラブルは。だから、その辺のところをいま一度検討されて、災害時だけじゃなくて、炉のトラ

ブル、何らかのトラブルがあったときにも利用できるような協定を、今後、検討するのがよろし

いんじゃないかなと思いますが、いかがですかね。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民生活課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市民生活課長。 

○市民生活課長（重冨 孝治君） 先ほど事故等というふうに申し上げましたけど、火葬場―正

式には、火葬場施設の災害等による使用不能状態を指すものというふうに応援協力はお互いにそ

ういったことになってます。うきは市の新しい火葬場につきましては一応３炉ございますので、

３炉とも使えなくなるということは、ほとんどそういうことは考えられないというふうに、あく

までも災害等を対象としてしているところでございます。今、議員の御指摘もございましたので、
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朝倉市とも今後どういった状況が想定されるかというところで、もう少し朝倉市と話していきた

いと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） 今、予測されないと言われたけど、今、予測されなくて、えっと

いう事件が非常に世界に多いんですね。考えられない、予測してない、想定外とかいうことで今

言われてますから、やはり、それの保障というか、それはぜひやっていただければと思いますか

ら、今後、朝倉市とも協議されたらいかがかなと思います。 

 次に、３項目めの、空き家バンクの対応についていきたいと思います。 

 総務省によりますと、空き家はふえ続けております、全国的に。全国で８２０万戸とかも言わ

れるし、九州でも８８万戸と、多くの自治体で空き家バンクを設けて、中古住宅として仲介した

り、入居者を探して対策を打ってます。５月に施行された空き家対策特別措置法を受けてのこと

もあると思うんですが、先日、８月の全員協議会で、空き家等対策の推進に関する特別措置法に

ついての説明を住環境建設課から詳細に受けましたから、内容については理解しておりますから、

その件の質問ではございません。 

 そこで、市外からの移住希望者ですね、これは先ほどの５番議員の質問と一部重複するかもし

れませんけれども、市外からの移住希望者、さらに就業できる場があれば定住するというような

観点の中からお聞きしたいと思います。 

 １点目に、空き家の中で貸してもよいよという人と、その物件ですね、の把握は現在できてい

るのでしょうか。 

 ２点目に、移住希望者の実態がどうだろうか。ニーズですね。 

 ３点目に、定住できるための就業できる企業の誘致の対応は、をお聞きしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま移住者への空き家バンクと定住者への雇用機会の対応について

大きく３点、御質問をいただきました。 

 １点目が、空き家の物件の把握についての御質問でありますが、御承知のとおり、市では平成

２５年度より、空き家所有者と買い手・貸し手を結びつける空き家バンク制度という事業に取り

組んでおります。この空き家バンク制度による売買、賃貸の契約件数は、本年８月末現在で７件

となっております。また、現在、登録されている物件は５件あり、申請中の物件は６件あります。

しかし、市内には、まだまだ数多くの空き家が存在しているのが実態であります。空き家は放置

年数に比例して劣化が進むことから、住むことのできない状態になる前に手を打つ必要がありま

す。今後も引き続き、防災無線や広報、ホームページで制度のＰＲを行ってまいります。 

 空き家バンク制度とあわせて、姫治地区の未来を考える会の「新川・田篭ラボ」における空き
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家対策チームの活動支援や市内の自治協議会との間でも空き家情報収集等の連携を図っていきた

いと考えております。 

 また、本年５月２６日に空き家対策特別措置法が全面施行されましたが、市ではこれを受け、

空き家対策協議会を設置し、空き家の実態調査を進めるとともに、まだ住める物件については、

所有者に空き家バンクへの登録を働きかけ、移住・定住の促進に結びつけたいと考えております。 

 ２つ目の御質問に、移住希望者の実態についての御質問がありました。 

 移住・定住者の相談件数は平成２６年中９件でありましたが、昨年７月より、地域おこし協力

隊による空き家対策に積極的に取り組みを進めたところ、平成２７年１月から、現在までに約

３０件の相談が来ております。そのうち約半数が市外からの相談者となっております。 

 移住希望者の相談内容は、住宅情報のほか、就農、創業、就職の相談等さまざまではあります

が、各部署間で連携し、情報の提供を行っているところであります。移住・定住者側の問題点と

しては、仕事面、子育て・教育面、集落の出ごとや行事、あるいはルール、改修費用、さらには、

田舎なら安くていい物件があるという誤った認識、実際に相談に来たらイメージと違ってたなど、

そういうもろもろが課題として見受けられるところであります。 

 ３点目に、定住のための雇用機会の創出についての御質問でありますが、働く場がないと定住

するのが難しいということは認識をしているところであります。その対策として、市としては企

業誘致による雇用の場の確保や創業支援などの取り組みを進めております。企業誘致につきまし

ては、進出企業に対しまして産業立地交付金の措置がありますが、市内居住者を新規に雇用すれ

ば１人当たり３０万円を交付するという雇用促進奨励金があります。これは、市内に移住・定住

してきた人や地元から人が流出しないように誘致企業が従業員を雇用しやすくする環境の整備を

図ることを目的にしたものであります。 

 また、うきは市ルネッサンス戦略の一環として、うきはブランド推進課商工振興係のほうで創

業支援の窓口開設を行うようにしており、現在、内装の工事に取りかかっているところでありま

す。さらに、企業立地係ではハローワーク経験者等の人材を雇用し、うきは市での就職相談窓口

創設等について検討を行っているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） プロジェクトチームをおつくりになって、各関連の各課、係と連

携をとって対策することで、縦割りでないチーム結成をやられたということは喜ばしいことと思

っております。 

 しかしながら、ややもすると報告・命令系統が不明確になる可能性がありますね。そして、そ

の責任の所在がはっきりしなくなってくるということで、思うようにチーム力を発揮できない

ケースが多く、結構プロジェクトチームの場合はありますから、その辺のところは十分御承知だ
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と思いますが、それを考えながら、移住者が理想と違った地域の慣習とか風習とかになじめなく

て都会に戻る人も結構多いということですから、なかなか定住が課題になるかと思いますけど、

担当の地域おこし協力隊も配置されてますから、しっかりした施策をやっていただきたいと思っ

ております。 

 先日、まちづくり総合誌に「季刊地域」という、こういう本があるんですけど、こんな本です、

季刊誌で出てるんですけど、「空き家徹底活用ガイド」という、この本がありましたから、先日、

協力隊の担当者にも見せて、勉強になって参考になったらどうだということで開示しております

から、彼らのアイデアをぜひ引き出して、具体策をもって対応していただきたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 議員からは地域おこし協力隊の職員にいろんな情報提供とか、いろんな

アドバイスをいただいてますことを本当に感謝をしております。厚くお礼を申し上げたいと思い

ます。そういうお声がけの中で、地域おこし協力隊の担当職員もモチベーションがかなり上がっ

ているのではないかなと、このように思います。 

 そこで、議員御指摘のように、いろんなケースで指摘されているんですが、プロジェクトチー

ムのやはり課題として、指揮命令系統のあり方とか責任の所在が非常に曖昧となるという御指摘、

いろんなケースで御指摘をいただいております。本来ですと、ふんだんな職員数がいれば、それ

ぞれ一本化した組織をつくって対応すれば、そういう課題はクリアできるのかもしれませんが、

限られた職員、人員の中でどう行政ニーズに対応するかという中で、横軸を入れながら連携をし、

プロジェクトチームを幾つもつくって取り組んでおります。御指摘のあった指揮命令であったり、

責任の所在については、しっかりそれが発言できるようなチームにするように私自身心がけて対

応してまいりたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それで、ちょっと参考なんですけど、先日、鹿屋での「やねだん」に視察行ったんですけれど

も、それから大分の国東ですか、それから竹田市においては、移住の勧めに芸術家と工芸家を誘

致してるんですね。そういう方たちは、いわゆる潜在施設の整備に力を注いで、廃校舎ですね、

廃校舎などの市の遊休の施設を創作活動や生活の場にして、アートの発信地として都市部との交

流拡大につなげることを目標にしてやってあると。もう効果を上げているんですね。 

 それから、空き家を住宅撤去とも異なる―じゃなくてですね、雇用を生む起業の場という

ことでやって、地域拠点として活用すれば大変有効だと思うんですよね。東京の世田谷でも、地

域の貢献の場として、空き家を団体に貸して、そこでデイサービスをやって活性化しているとい
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うような、世田谷でも出てます。また、八女は白壁の空き家がありますよね。そこに地域の人た

ちと取り組んで、白壁の町並みに４５軒ほどの喫茶店やらギャラリーを市外の方、市内の方を含

めてやって空き家対策をしてるというようなことも聞いてますから、ひとつ参考にされたらいか

がかなと思います。 

 それと、次に、働く場所がふえないで転出するというのが現状で、人口減につながっているの

かなということなんですけれども、人口減と空き家増の大きな原因ならば、定住促進を打ち出す

施策を考えないかんということですが、それで、３点目の企業誘致のほうにつながれていったん

ですけれども、現在、鷹取工業団地が以前予定されたところが、農地法の問題でちょっと非常に

厳しいと。現状では厳しいということの中で、久留米市の吉本工業団地に、ダイハツが増設した

と。その横も今後どうしようかという話になってます。それと、横に富永工業団地が既存であり

ます。そういうのを絡めて、久留米市とぜひ連携をとって、企業誘致したくても三春工業団地の

東側しかあいてないと。土地がないよと。あそこは、いろいろ規制があるから、どこの企業でも

持ってこられないということで、せっかく問い合わせがあるって、先ほどの市長の回答でもあり

ましたけど、せっかく問い合わせがある企業に断らざるを得ないということは非常に惜しい話で

ございますから、工業団地なり、何か誘致する場所、敷地を確保しなくちゃどうもならんのやな

いかということで、あそこの鷹取工業団地はほ場整備事業もやってませんから、何かそいうとこ

ろで今後もう一回切り込んで打開していただければどうかなと。 

 それと、ＪＲ久大線の浮羽究真館高校前駅の設置とも絡みがあって、これも期成会がなかなか

乗降の客数、それから将来の経営的なもの、ことで期成会の結成がなかなか難しい、厳しい状況

になってるもんですから、それも久留米市との絡みがあるから、何とか、久留米市とやっておら

れるかもしれませんけど、もっと、さらに推進をお願いしたいんですけど、いかがですかね。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず、１点目が、他の自治体の例で、芸術工芸にたけた人を積極的に誘

致しているという御指摘がありました。 

 御指摘のように、地域づくりは人づくりと、こう言われるほど、やっぱり人材が全てではない

かと思います。そういう面でいきますと、多様な能力を有してる人材をこのうきはの地に結集で

きれば、うきはがまた、ますます大きく変わっていくのではないかと、このように思っておりま

すので、そういう御指摘も踏まえて、しっかりした定住施策を進めてまいりたいと、このように

思ってます。 

 ２つ目が、具体的に鷹取工業団地の例をとりながら、久留米との連携の御指摘がありました。

そういう点を踏まえまして、今、御提案申し上げてます、うきは市ルネッサンス戦略の中には、

そういう地方創生総合戦略、掲上させていただいております。大きな柱は、やはり単独だけでや
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るだけではなく、他の自治体との広域連携も大きなキーワードでありますので、今、議員の御指

摘の件については、そういう視点も踏まえながら、また、その計画に掲上させていただいており

ますので、ぜひ、御承認をいただいた後には、そういう計画に基づいて、しっかり対応していき

たいと、このように考えているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） それでは、よろしく。 

 ４項目めにいきます、時間の都合で。 

 通学路の安全対策についてでございますが、子供たちは日本の宝、うきはの宝でございます。 

 そこで、１点目に、各小学校で指定されてる通学路の、交通を含めた安全対策の調査が、精査

が十分されているのか。 

 ２点目に、横断歩道、信号機などの設備は十分か。 

 ３点目に、通学路の見直しは必要でないかを教育長にお尋ねします。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君） 通学路の安全対策についてでありますが、まず、１点目の、各小学校

の通学路の安全対策についての御質問ですが、平成２４年、全国で登下校中の児童・生徒が死傷

する事故が相次いで発生したことから、平成２４年８月に、各小学校の通学路において関係機関

と連携して通学路緊急合同点検を実施するとともに、必要な対策についても協議し、これまで対

策工事等を実施してきたところです。 

 また、通学路の安全対策に向けた取り組みを行うため、関係機関と連携体制を構築し、うきは

市通学路交通安全プログラムの策定を行っているところです。プログラムの策定に向けた検討を

行う中で、市内小学校から危険箇所を報告してもらい、学校教育課で集約し、うきは市教育委員

会、うきは市住環境建設課、うきは警察署、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所、福岡県

久留米県土整備事務所、市内全小学校の推進会議メンバーにより、小学校ごとに合同点検を実施

しました。また、先月８月４日には、うきは市通学路安全推進会議を開催し、情報共有を行い、

対策案等の協議を行いました。 

 ２点目の、横断歩道、信号機などの設備についての御質問ですが、うきは市通学路安全推進会

議の中で各小学校から危険箇所の報告がなされ、検討を行いました。例えば登校時間帯の交通量

が多く、通学路だが横断歩道がない、また、路側帯が明確でないため、児童の登校に危険である

など、各小学校から約４０カ所の対策案が出されました。この中で、うきは警察署と協議が整っ

た市道豊後道線―にじ農協選果場南側道路の横断歩道につきましては、時期は未定ですが、

横断歩道が設置される予定です。また、県道における信号機設置の要望が１カ所出ていますので、

これについても適時対応をしていきたいと考えております。 
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 ３点目の、通学路の見直しについての御質問ですが、通学路の見直しについては、学校によっ

て違いはありますが、毎年、地元で通学路の検討を行い、その結果、通学路が変わったときには、

ＰＴＡの地域員を通じて学校に知らせることとしております。また、工事や不審者にかかわる情

報が寄せられた場合には、臨時的に通学路を変更して登下校を行う措置をとっています。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 藤田議員。 

○議員（８番 藤田 光彦君） 路側帯で歩道のないところですね、その道路を、妹川地区で路側

帯のところにカラーペイントしているところがあるんですね、県道で。それから、山辺県道でも

草野とか吉木―草野ですか、あの辺も緑とか青とかできちっと色分けしているから非常にわ

かりやすいという、ああいうことも、今後、検討していって、部分的にやっていただきたいと思

います。 

 それと、通学路の見直しは十分やられたということが、１つ、時間はありませんが、千年小学

校の例を言いますと、清瀬の三角というところがありますね。上吉井のところですね。ＪＲの踏

切があるんですけど、あそこの三角から大村経由で行く通学路に関して、私道が通学路に指定さ

れてるんですね。そこは川の横であって、手すりもありません。地権者も同意して、市に譲渡し

たいというけど、市の道路条件に合わないから市は要らないということで、そういうことで、い

まだに通学路に私道がなっているということがあります。特に、その近くに製材所があって、市

道を我が物顔にフォークリフトが動いているという道路がありますから、この辺も考えられて、

もう一度―通学路を見直されたかもしれませんけど、具体的にそういう不備のところが、私、

知ってるところによると、ほかにもあります。ということで、後で申し上げていってよろしいで

すけど、具体的に策を練ってほしいと思います。 

 いろんな施設、調査、施策、整備は当然、人と予算が必要と思います。以前も申し上げました

が、武田信玄の弟の信繁ですね、武田家の家訓に、実行の伴わない言葉は一言といっても軽々し

く口にすべきではないという戒めがあります。実行の伴わない言葉はだめだということですね。

計画策定だけにかかわらず、ぜひ実践躬行、有言実行でお願いしたいと思います。 

 これで私の質問は終わります。よろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、８番、藤田光彦議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） ここで暫時休憩とします。再開は午後１時３０分より再開します。 

午後０時20分休憩 
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午後１時29分再開 

○議長（岩佐 達郎君） それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 次に、１１番、櫛川正男議員の発言を許可します。１１番、櫛川正男議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） １１番、櫛川でございます。議長の許可を得ましたので、通告

により質問をいたします。 

 初めに、高齢者ボランティアポイント制度についてでございます。 

 （１）６５歳以上の高齢者が介護福祉施設などで行事の補助、利用者の相談・話し相手、食事

の片づけなどをすることで、その時間に応じてポイントを付与し、ポイントがたまると商品券な

どに交換できる制度であります。これは全国の市町村で多く取り入れてきておる事業であります

けれども、近隣の市町村では、みやま市が、ことしの１０月から本格的にスタートをさせるそう

であります。 

 この目的は、高齢者の社会参加を促し、介護予防や生きがいづくりの増進などにあります。市

長がいつも言われております健康寿命をいかに延ばすか、その一助になると思われますが、市長

の所信をお伺いいたします。 

 （２）２７年度、介護報酬の改定により、介護福祉施設等の運営が厳しくなっております。 

 ある施設長に現場の話を伺いました。一番心配していることは、介護報酬が引き下げられたこ

とで施設の維持管理費や、いずれ訪れる施設の改修、建てかえのための積み立てができなくなる

ことを心配しておりました。また、介護に直接携わる職員の給料は若干上がったものの、事務員

さんや調理員さんなどは対象外だそうです。介護報酬が引き下げられたことで、人件費を抑制す

るために新たに人員を雇うことができないが、新たなサービスの充実を図っていかなくてはなり

ませんので、今、働いている職員に負担がかかっていることを嘆いております。これから介護者

がふえてくる状況の中で、厳しい施設の運営と人員確保が難しい悪循環を断ち切るためには、介

護ロボット、介護援助機器を取り入れて働く人の負担を軽減させなければなりませんが、介護ロ

ボットなど癒し系は数万円からありますけれども、高いものでは数百万円いたします。 

 そこで、施設が介護ロボット、介護援助機器を購入するときに助成が受けられるようにしては

どうかと思いますが、市長の所見をお伺いいたします。第１回目は終わりです。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、高齢者ボランティアポイント制度について大きく２点の御質

問をいただきました。 

 まず、１点目が、高齢者のボランティア活動に対するポイント制度の導入についての御提案で

ございますが、介護サービス施設等において、行事の補助、利用者の相談相手や配膳の片づけな

どのボランティア活動に取り組む高齢者の方々については、今後、貴重な、かつ重要な支援の担
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い手になってくるものとは認識をしているところであります。また、高齢者自身の社会活動参加

を通じた介護予防の推進の観点からも重要な活動であると思っております。しかしながら、現状

として、うきは市内におきましては、老人クラブなどによるボランティア活動は見られるものの、

生活支援サービスを提供するという面では、まだまだ普及していないのが状況でございます。 

 なお、市においては、ポイント制度の担い手の１つとしてシルバー人材センターを想定してお

り、センターへの登録者が無償でボランティア活動を行った場合、ポイントを付与する事業をう

きは市ルネッサンス戦略の「健康うきはプレミアムエイジプロジェクト」の一環として検討して

いるところでございます。 

 今後、御提案の制度を推進するに当たっては、まず、高齢者の行うボランティア活動として、

どのようなサービスが適しているのか、また、介護施設等でボランティアに対するどのような

ニーズがあるのかを把握することが必要でございます。そして、介護施設等で高齢者ボランティ

アと職員が連携して質の高いサービスを提供するための仕組みを構築することが求められます。

ポイント制度を導入するためには、今、申し上げた仕組みをつくり上げることがまず重要で、そ

の上でポイントの付与方法や還元方法、高齢者ボランティアの登録に係る管理体制のあり方など

について検討することが必要となります。 

 うきは市としましては、高齢化社会への対応という点から見ても、高齢者の方のボランティア

活動の推進について、関係者の方々と十分な意見交換をしながら対応を図ってまいりたいと考え

ております。 

 ２点目が、介護ロボットを購入する際の補助制度についての御提案でありました。 

 介護ロボットにつきましては幾つかの種類があり、例えばベッドから車椅子へ、あるいはベッ

ドからポータブルトイレへ乗り移る、いわゆる移乗介護、そして屋内や屋外における移動支援、

排せつ支援、入浴支援などにおいて利用することで、高齢者の自立支援、介護の効率化や介護従

事者の負担軽減などの効果が期待されるとして、国においては、その開発を推進しているところ

でございます。一方、介護ロボットに対する抵抗感や安全性への不安、さらには介護ロボットを

現場で運用できる人材の不足といった課題があることも事実でございます。 

 このように、課題はあるものの、介護ロボットに対する利便性が高まっていることから、自治

体独自の事業として、介護サービス施設等が介護ロボットを購入する際に購入費の一部を補助す

る制度を導入している事例があることも承知をしております。 

 こうした中、平成２７年度からは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

法律に基づき、都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金を活用して行われる助成事業の

１つとして介護ロボット導入支援事業が含まれており、２０万円以上の機器を導入する施設に対

して、１つの機器当たり１０万円を上限とした補助が行われているところでございます。 
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 このような状況の中、うきは市としましては、まず、先ほど申し上げました課題である介護ロ

ボットに対する抵抗感や安全性への不安の解消、介護ロボットを現場で運用できる人材不足の確

保に留意しながら、周辺地域における介護サービス施設等での介護ロボットの普及状況に対して

も注視しつつ独自の補助制度のあり方について、今後、慎重に検討していくことが必要であると、

このように認識をしているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） （１）の答弁の中で、ルネッサンス戦略の―後で審議され

ると思いますけれども、その中でシルバー人材センターのポイント制度、これもちょっと読ませ

ていただきました。ただ、読ませていただきましたけれども、余りよくわからないんですね。た

だ、会員さんが５００、ポイント会員さんを１,０００と書かれてますよね。どういったボラン

ティアをすればポイントが付与されるのか、ちょっと具体的な概要でもいいですけれども、説明

をしていただきたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 実は、うきは市、この４月に高齢化率が３０.７ということで３割台に

突入しました。そして、細かく分析しますと、６５歳以上のひとり暮らしの世帯が約１５％、そ

して、御夫婦２人とも６５歳以上で夫婦家族の世帯が１２％、そして、そういう世帯を含めた市

全体の６５歳以上の方がおられる世帯数が６０.１％ということで、本当に高齢化社会、待った

なしの対応が求められていると、このように思っております。やはり、一番重要なのは、再三申

し上げてますように、全ての方が―お年寄りもお子さんも、女性も男性も、障害のある方も、

全ての皆さんが社会参画できるような、そして生き生きと、延び延びと、幸せを感じられるよう

な社会参画というんですか、することが非常に重要ではないかと、このように思っておりまして、

議員御提案のこのポイント制度も重要な施策であります。 

 そういう中におきまして、今、うきは市ルネッサンス戦略の中にそれを掲上させていただきま

した。シルバー人材センターということを具体的に上げて提案をさせていただいておりますが、

まだまだ基本構想の段階でありますので、詳細な考えは、御審議をいただいて承認をいただきま

すならば、具体について詰めて対応していきたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） わかりました。そのルネッサンス戦略でございますが、これか

ら国等の交付金がいただけるのかどうか、ずっと詰めていかなければならないでしょうけれども、

仮にシルバー人材センターのポイント制度が、国の交付金がつかなかった場合は、それでもこの

事業はされるつもりなのか、その辺ちょっとお伺いいたします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 
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○市長（髙木 典雄君） 現時点では、ぜひとも、うきは市ルネッサンス戦略を認めていただいて、

それから後、国のほうに、内閣府のほうに提出をして、今、国のほうが議論してます来年度から

の新型交付金の中でしっかり確保して対応していきたいと、このように考えております。もし、

それがだめであればという話でございますけれども、そのときはちょっと―今そういう考え

の持ち合わせはないんですけども、その時点で総合的な視点で対応を図っていきたいと、このよ

うに考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） ルネッサンス戦略を読ませていただいた限りでは、どうも目的

がシルバー人材センターの会員をふやす、これがどうも目的じゃなかろうかという気もしており

ました。そういうことで、これは本当に高齢者の、先ほど言うた社会参加と、それと生きがいづ

くり、介護予防、これが主でございますので―目的がですね、ですから、今もう多くの自治

体で、インターネットで調べれば要綱集とか、どういう制度かというのはもう、すぐわかります

ので、そんなに難しい制度ではございませんので、社協に委託するようになるとは思いますけれ

ども、その辺しっかり吟味して、ぜひ、高齢者の社会参加を目的としたボランティアポイント制

度ですね、これを始めていただきたいと。ですから、シルバーでもいいんでしょうけれども、そ

の辺が、目的がきちんと同じところを向いとかんと、なかなか厳しいものがあるのではないかと

いう気がいたしますけれども、その辺の、この事業の目的ですね、そこのシルバー人材ポイント

制度、これも１つにしていただきたいというふうに思っておりますけれども、その辺、もう一度

お伺いいたします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） あくまでも最終目的は全ての市民というか、全ての高齢者をターゲット

にするものが―全ての皆さんに社会参画をしていただくのが大きな最終目的であります。今

回上げてますシルバー人材センターというのは、そういうポイント制度の取りかかりとして、初

期の段階、こういう形から広めていって、そこで定着を見て、全ての市民に広げるような、そう

いう意味合いで今回のルネッサンス戦略についてはシルバー人材センターのほうからという対応

を書かせていただいているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） （２）の介護ロボットでございます。 

 もう今、確かに、これは早くから介護ロボットが製造されておりますけれども、どんどん改良

されて、今もう、簡単に装着するだけで自分の５キロの力で６０キロを抱え上げると、そういう

ロボットもできております。これ、簡単にはめられます。背負うだけでですね。やっぱりベッド

から起こす、抱える、これがやっぱり一番重労働で、どうしても腰に負担がかかるということで
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なかなか―介護施設に高校のほうからいろんな職場体験とかを通じて、そして高校卒業時に

介護施設等に就職する人が結構おられるんですよ。おられても、やはり余りにも現実の―夜

勤もありますし、体に負担がかかる。いろんな―給料も若干上がりましたけれども、安いと。

そういうことから、３カ月以内でやめていく方が多いんですね。なかなか募集しても、すぐには

集まらない。やっぱり入れかわりが激しいわけです。それに加え介護報酬が引き下げられました

ので、本当に何人か雇用したいんだけれども雇用できないと、こういう状況になっておりますの

で、ぜひ、こういった介護ロボットを購入しやすくして、ぜひ働く人の負担を軽減させていただ

きたいと思います。 

 ２０万円で１０万円補助、これはどの施設でも受けられるんですかね。先ほど答弁された補助

制度は。（「どちらの施設でもという」と呼ぶ者あり）うん。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長より答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 保健課長。 

○保健課長（増岡  寿君） 保健課長の増岡でございます。厚生労働省の老健局振興課のほうか

ら事務連絡が出ておりまして、２７年度から、基金を用いて介護施設等における介護ロボットの

導入について支援を行えるということの文書が出ております。それによりますと、施設について

特に限定をされてるということはございません。 

 ただ、介護ロボットにつきましては、例えば販売価格が公表されており、一般に購入できる状

態にあることとか、それから、経済産業省が行っているロボット介護機器開発・導入促進事業に

おいて採択された介護ロボットであると、そういった条件がつけられております。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） そういったことは施設の人は御存じですかね。これは、その辺

の周知徹底というのはされないんですかね。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 介護ロボットのお話で、いわゆる介護施設で働く職員の皆さんの大変さ

というのは十二分に承知しておりまして、今いろんな自治体の事例を取り寄せているところであ

りますけれども、やはり介護施設で働かれる従業者の移乗の負担軽減というロボットであったり、

あるいは自立歩行支援のロボットであったり、あるいは認知症ケアのメンタル系のロボットと、

本当に多種多様のロボットが今、出回っているわけでありますが、こちらについてはしっかり各

施設についても周知については図っているところでございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 
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○議員（１１番 櫛川 正男君） じゃあ、続きまして、２番の自転車のマナー向上についてお伺

いをいたします。 

 （１）信号無視など危険な行為を繰り返す自転車運転者に講習の受講を義務づける改正道路交

通法が本年６月１日に施行された。これを契機に自転車のマナー向上の取り組みをしてはどうか

と思いますが、見解をお伺いいたします。 

 （２）小学校で自転車教室を開いているところと開いていないところがあります。全小学校で

自転車教室を開くべきではないかなというふうに思いますが、小学校で開かれないならば、中学

校の入学時―中学校１年生ですね、入学時に自転車教室を開いてはどうかというふうに思い

ますが、教育長の答弁を求めます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 自転車のマナー向上について大きく２つのお尋ねをいただきました。

１点目については私から、２点目については教育長から答弁をさせます。 

 まず、向上に向けた取り組みについての御提案でございますが、自転車は幼児から高齢者まで

幅広い年齢層の市民の皆さんが利用されております。しかし、自転車に関連する事故の全交通事

故に占める割合は増加傾向にあり、交通ルールやマナー違反もなかなか減らないのが現状であり

ます。 

 自転車のマナー向上の取り組みは、幅広い年齢層の皆さんが利用することから大変重要と考え

ております。市が現在行っている取り組みにつきましては、うきは市立自動車学校で実施してい

る親子自転車教室がございます。これは、小学生とその保護者の皆さんを対象に座学、そして自

動車学校の教習コースを利用して、実際に自転車に乗りながら実技指導を行っております。今年

度は一部の小学校での実施となっていますが、今後は市内の全小学校を対象に親子自転車教室の

開催を考えております。 

 なお、市内の浮羽中学校、吉井中学校及び浮羽究真館高校につきましては、それぞれの学校を

訪問し、自転車運転の現状の課題と事故の責任などを先生方に説明し、生徒への指導をお願いし

ているところであります。 

 今年の６月１日に道路交通法が改正施行され、自転車に対する取り締まりや罰則が厳しくなり

ましたが、詳細な内容につきましては広報紙等により市民の皆様へ周知を図っていきたいと考え

ているところであります。今後も、うきは警察署や市内の小・中学校、事業所などとともに連携

しながら、事故のない安全・安心なまちづくりを進めてまいります。 

 ２つ目の質問については、教育長のほうから答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君） ２点目の小・中学校の自転車教室についての御提案ですが、自転車教
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室は、基本的には全ての小・中学校で実施をしています。ただし、妹川小学校については、現在、

トンネル工事が行われており、大型ダンプ等の工事車両が通行していることから児童が自転車利

用をしていないため、ことしについては自転車教室を行っていません。他の小学校では、うきは

警察署から講師を招いて、自転車の乗り方、交通ルール等の講話を実施しています。また、自転

車の点検や乗り方については、ＰＴＡ活動として、それぞれの地域で実施をしています。 

 中学校の取り組みについてですが、まず、吉井中学校では１年生を対象にした自転車教室を実

施しています。内容は、うきは警察署による交通ルール、自転車の乗り方等についての講話、ま

た、学校の周りの道路も使用した実地訓練も行っています。浮羽中学校では同じく１年生を対象

に、うきは警察署による交通ルール等の講話を行っています。 

 ことしの６月１日、道路交通法が改正され、自転車のルールが大きく変わって、自転車の罰則

が強化されています。全ての学校で交通教室を開催し、交通ルールについて理解を促すとともに、

ＰＴＡや地域と連携して自転車の点検や正しい乗り方に対する指導を進めていくよう努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） 答弁いただきましたけれども、大体、保護者に任せるというよ

うなことが基本かなと思います。 

 これは前も自転車のマナー向上については質問をさせていただきました。そのときにも話した

んですけれども、やはり３歳、４歳からもう買い与えるわけですね。右も左もわからないうちか

ら乗って回っていると。これが現状でございますので、その中でやっぱり親の教えがきちんとし

とけばいいんですけれども、おもちゃ感覚で乗せてますので、そのまま小学校、中学校になって

いくと。ですから、ルールはもうほとんど知らない子供が多いのではないかというふうに思われ

ます。 

 そこで、僕もＰＴＡ会長のときに、僕たちが小学校のときは自転車教室がありました、学校で

ですね。そのときに、左を通行せんといかんとか、いろんな学んだんですけれども、それがやっ

ぱり基本になっておりました。そこの自転車教室で学んだことがですね。しかし、現在はもう、

親子の自転車教室に任せているというのが実態で、自転車教室は開かれてないと。なぜ開かんご

となったんだろうかという話をしましたけれども、それはわかりませんでしたが、やはり―

僕は御幸小学校でございましたので、ＰＴＡ会長がですね。そうすると、御幸小学校の児童が浮

羽中学校に上がる場合、半数以上が御幸小学校の児童なんですね。ですから、この人たちの自転

車のマナーが向上すれば、浮羽中学校の自転車のマナーもよくなるんじゃないだろうかというこ

とで、ぜひ自転車教室を復活させましょうという提案をさせていただきました。そんな中で、ど

うしても教師のほうは、学校側としてはできないと。じゃあ、どうしようかということで、ＰＴ
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Ａの役員さんとも話をして、自動車学校に協力いただいて、ＰＴＡ主催で今、開かさせていただ

いております。その声は、本当に勉強になったという声がたくさん上がっておるところで、開い

てよかったなという気がいたしております。 

 しかし、この間の、今、自転車事故で、最近はちょっと少なくなりましたけれども、６月１日

の施行時にはマスコミでも自転車のマナーが悪いということでずっと報道があっておりました。

その中で、損害賠償の判決が出ております。男子小学生１１歳ですね、１１歳の方が夜間、帰宅

途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において、歩行中の女性６２歳と正面衝突

をしたと。その女性は頭蓋骨骨折等で障害を負い、意識が戻らない状態になったと。そこで、裁

判になって、１１歳の子供に対して損害賠償が９,５２１万円、これ、御存じの方も多いと思い

ますけれども、そういう判決が出ております。当然、１１歳ですので支払う能力がありませんの

で、その保護者が支払うという形になります。こういう悲惨な事故をなくすためにも、きちんと

したやっぱりルールを教えなければならないだろうと思うわけですね。 

 そこで、もう一点、伺いたいのは、中学生が自転車通学を許可してますよね。そのときに、例

えば自転車通学時に交通事故を起こしたと。相手がけがしたと。そういったときの損害保険は市

の総合保険で賄うことができるのか、そこをちょっと伺いたいんですが、答弁願います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 現在の保険対応についてはまた教育長のほうから答弁をさせますが、そ

の前に、ちょっと誤解があってはいけませんのでお話をさせていただきますが、小学校、中学校

における交通教室なんですが、決して親任せではなくて、今でも、先ほど教育長が答弁したよう

に交通教室を開催しております。 

 そしてまた、私のほうからの答弁もありましたように、うきは市には全国でも珍しい公設の自

動車学校を抱えておりまして、そういう中で、自動車学校の中でも交通教室をやっております。

今、全国で１,３００弱の指定自動車学校がある中で、公設は全国で４校しかございません。あ

と全て民間でございますが、民間については、なかなかこういう公共的な取り組みというのはで

きないんですが、公設ゆえに我々としては、こういう交通教室もできているわけであります。 

 昨今、自転車の事故を防ぐために相次いで道路交通法が改正になっております。ことしの６月

１日からも施行であったんですが、２年前の平成２５年１２月１日施行においても、ブレーキの

ない自転車に乗ってはならないとか、あるいは、自転車の右側通行はもうできないという改正も

あって、目まぐるしいものがありますので、こういうのを自動車学校での教室であったり、ある

いは小・中学校の教室でしっかり子供たちに伝えていくというのは非常に大事なことだと、この

ように認識しておりまして、そういう取り組みを、多分、他の自治体にない取り組みをしている

ということは御承知をいただきたいなと、このように思います。 
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○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 議員御指摘の小学校における取り組み等につきましては、そういう交

通法改正の中で、もっと学校しっかりやってくださいということであろうかと思います。 

 先般の校長会の折に、こういうルール改正を受けまして、私のほうから校長先生方に２点お願

いしたことがございます。 

 １点は、そういうことでございますので、交通安全教室等の中で今以上に自転車についてしっ

かり取り組んでもらいたいということをお願いしました。 

 もう一点は、先ほど保険のお尋ねがございました。これにつきましては、ちょっと詳細を調べ

て、後ほど議員のほうに報告させていただきますが、実は８月１９日に県の教育長研修会がござ

いまして、その際、体育スポーツ健康課の課長のほうから、口頭依頼でございましたが、中学校

自転車通学の安全確保ということで、先ほど議員御指摘のように訴訟等も起きております。ぜひ

任意保険の加入を促進してもらいたいという、課長名の依頼があっておりますので、このことに

ついても両中学校の校長に伝えたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） 皆さんも、ひやっとすることがあると思いますけれども、やは

り右側通行する自転車が結構多いんですね。横が家の塀で、もう全然左が見えないと。そんな中

で、出てくるときに自転車が右側を通行してから、ひやっとするわけですよ。これ、僕は何度で

も経験をいたしました。そこで、じっくり、そこは危ないからと思うて気をつけてるんですけれ

ども―確かに出るときに鏡があります、鏡はありますけれども、やっぱり自動車を対象に映

してますから、自転車が死角になるんですね。右側を通行してくる。そこで、本当、目の前に来

んことにはわからない。そういう状況が何度もありましたので、やっぱりルールを知らない、ま

た、守らせるということで、やっぱり悲惨な事故をなくさないといけないなというふうに思った

ところでございます。 

 ともかく、きちんとした―わかるんですよ、本当はもう、親が買い与えるわけですから、

親の責任でルールをきちんと教える、これが僕は基本だろうと思います。しかし、親の言うこと

をなかなか聞かない子供が、その辺がどうなのか、その辺も心配をいたしておりますので、僕は

きちんと学校の場で交通ルールを教えていかなければならないだろうというふうに思っておりま

すので、しっかりこれには力を入れていただきたいと思います。 

 それから、次に、３番、選挙投票率向上についてお伺いいたします。 

 明年の参議院選挙から選挙権が１８歳に引き下げられることも見据え、有権者一人一人に着目

した、さらなる投票機会の創出や利便性の向上を図っていただきたいと思いますが、どう図るの
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かお伺いをいたします。 

 以上。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、選挙の投票率向上について、選挙権が１８歳に引き下げられ

ることへの対応についての御質問をいただきました。 

 先月、県下各市の選挙管理委員会事務局長の会議が開催されました。その際、選挙権引き下げ

に関連した選挙啓発のあり方について、各市からさまざまな意見が出されております。詳細な内

容の検討は各市ともこれからのようでございますが、ある市においては、市内小・中学校、高校

に対して、選挙機材の貸し出しや技術支援を行う旨の文書通知を発信することや、小学校の社会

科見学の際に行われている市庁舎議場で模擬議会を実施する際に選挙啓発を実施しているケース

とか、若者に選挙への関心を持ってもらうための出前講座などを検討しているとのことでありま

した。また、来月下旬に北筑後教育事務所で開催される研修で、１８歳選挙権引き下げについて

福岡県選挙管理委員会から詳しく説明がある予定であります。 

 各団体との意見交換も行いながら、１８歳に引き下げられた若者の選挙参加について今後の啓

発を検討してまいりたいと、このように考えているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） ちょうどこの通告書を提出した次の日にマスコミのほうで、高

校生に対しては教科書の中で、１８歳に選挙権が引き下げられたということで教科書に盛り込み

たいという、その検討をしてるという報道があっておりましたので、これはなぜ１８歳になった

とか、そういうような経緯も含めて、きちんと教科書で説明がされるのかなというふうに思った

わけでございます。 

 先ほども言ったように、地方議会でも、地方議員選挙でも今、投票率が下がっているという状

況で、これは１つは議員の資質の問題があるのかなと。議論のやり方とかも問題があるのかなと

いう点もありますけれども、やはり若者の投票が全国各市町村でも低うございますので、この辺

の投票率をどう上げていくか、ここらにやっぱり力を入れていただきたいと思います。 

 そんな中で、ある都市、大きいところでは、駅に投票所を開設するとか、コンビニに投票所を

開設するとか、より身近な生活環境の中で投票所を開設してる、そういう自治体も出ております。

それが投票率向上につながったかどうかですね、まだ、よく検証せんといかんでしょうけれども、

投票しやすいように投票所の開設をしているということで、うきは市でもどこかないかなという

ふうに考えたんですけれども、あんまりちょっとぴんとは来ませんでした。 

 そこで、前もこれは質問させていただきましたけれども、期日前投票のときに、その投票用紙

に宣誓書を書き込んだらどうかと。投票所に行って宣誓書を書くんじゃなくして、入場券に宣誓
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書を印刷しとったらどうかと。これ、検討しますということで答弁をいただいておりましたけれ

ども、その後、そのことについて検討されたかどうかですね。投票率の向上にと。お伺いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 期日前投票の宣誓書印刷については、たびたび議員のほうから御指摘を

いただいておりました。来年度からの自治体クラウド導入によるシステムの標準化に伴い、入場

券を現在の封書から一人一人のはがき―裏面に期日前投票の宣誓書様式を印刷したものへの

変更を検討しております。標準化により、現在の６名までの封書を一括郵送する方式から、はが

きに変更することとなり、郵送経費は大幅な増額が見込まれます。 

 しかしながら、仮に本市が現在の封書のままで対応した場合、独自のシステム改修が必要とな

り、その分の経費が発生するという事情もあります。市としましては、選挙事務に限らず、クラ

ウド化を契機に、できる限り業務の標準化に努めてまいりたいと考えておりますが、現在、経費

の比較及び標準化の様式の確認等について、来年度の予算編成に間に合うよう検討を行っている

ところでございます。費用の増減も勘案するとともに、利便性の向上を図りながら、選挙の適正

な執行が確保できるように検討を進めてまいります。 

 なお、１８歳への引き下げについては、たしか法が交付されてから１年以内施行ということで

ありますので、ことしの６月１９日に交付をされましたので、来年６月１９日からの施行となり

ます。それまでの間、先ほど答弁させていただいてますように、投票率が上がるように、そして

若者の政治への関心が高まるように、しっかりした取り組みをさせていただきたいと、このよう

に考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） わかりました。その宣誓書を印刷するときの経費がかかるとい

うことでございますが、国政選挙のときにそれを切りかえたらいいのではないかと。国政選挙の

場合は国が一切選挙費用を見ますので、最初の年だけ、印刷だけしておけば、あとはもう、普通

の―今よりは若干上がるでしょうけれども、そんなに上がらないと思いますので、その辺は

いかがですか。国政選挙のときに入場券、作成したら。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 総務課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 総務課長。 

○総務課長（石井 好貴君） 先ほど市長がお答えしたのは、郵送経費が今までは、御承知と思い

ますが、封筒の中に入れて６名分を切り取り方式でやっております。それを１人１枚の―宣

誓書もちょっとスペースがないと書きにくいわけですから、はがき方式に変える。それが１人

１枚になる。それが大体倍ぐらいになる予定です。その分を申し上げてます。 
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○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） ああ、それのことを言いよると。わかりました。ほかの久留米

あたりがそれをしてるもんですから、ぜひ―うきは市はおくれているということでも、おし

かりを受けておりますので、ぜひやっていただきたいと思います。 

 それから４番に移ります。ごみ収集の委託事業についてでございます。 

 高齢者世帯、先ほど答弁もありましたように、高齢者世帯が多くなってきております。その中

で、よく、杖をつきながら、そして片一方にごみ袋を持って、ごみ出しをしている人を見かけま

す。ですから、本当に危ない気がしておりますけれども、いろんな事情で、どうしてもごみ出し

できない方もおられますので、そういう方が電話１本で―業者のほうに回収に来てくれとい

うことで電話１本入れて、そして、その業者が回収に来てくれると、そういうサービスができな

いだろうか、そういう業者との委託契約をしてはどうかというふうに思いますが、市長の答弁を

求めます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいまの、ごみ収集の委託事業における高齢者世帯のごみ収集につい

ての御提案でありますが、議員御指摘のとおり、高齢化社会が進む中、今後このような要望がふ

えることが予想をされます。 

 ごみ収集について、市町村によっては６５歳以上の高齢者等でごみの持ち出しが困難な方を対

象に、ごみの持ち出しのサービスを行っているところもあります。現在うきは市では事業者に委

託してごみの収集を行っていますが、個別の回収に対応するためには新たに人員や車の確保が必

要となり、業務量が増大をいたします。うきは市は家屋が点在する地域が多いため、回収効率か

ら見てコスト高にならざるを得ないと見込まれます。したがって、議員御提案のサービスを実現

するためには、かなりの行政負担が生じるものと考えられます。 

 このような状況の中、解決策を見出すためには、まず、地域での共助の取り組みや受益者負担

によるサービス提供について、その可能性の検討が必要と考えているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） これもなかなか、ごみの問題ですので、本当は高齢者でどうし

てもごみ出しができない、例えば吉井の町の中は店の前にずっと並べてあるというか出してあり

ますよね。ああいうふうに、どこでも自分の家の前に置いておけば、とりに来ていただくという

ふうになればいいんですけれども、やはり田舎のほうでは、どうしても１カ所にごみ集積場とい

うのを区で設けておりますので、そこまで持っていかなければならないと。そうなると、遠いと

ころはやっぱり２００メートル、３００メートルぐらいあるんですね。なかなかやっぱり大変で

ございます。特に病気、入院して、退院して間もないときとか、やっぱり歩くのが困難な状況も



- 148 - 

考えられますので、この事業はいずれしなければならないのではないかというふうに思った次第

でございます。 

 その中で、これは回収業者の、ある業者の従業員ともちょっと話をさせていただきました。や

っぱりこういったことをお願いできたら、されるのと。委託回収業務契約で契約した場合、そう

いったことが、電話１本でとりに行くことができるんですかというふうに伺ったときに、いや、

もう今、仕事の量も減ってきたし、どんどん人員が削減になってると。そういう中で、ぜひこう

いう事業はやらせてくれと。すぐにとりに行きますと、そういう回答でございましたので、そん

なに費用はかからないと思います。どのくらいかかるかは業者との契約によるでしょうけれども、

内容によるでしょうけれども、誰でも彼でもが電話をするわけじゃありませんので、どうしても

ごみが出せない何らかの事情がある家庭に限ってですので、年間そんなに何十軒、そのくらいだ

ろうと思いますから、その辺はちょっとまだきちんと精査せんといかんでしょうけれども、１回、

業者と話をして、どのくらいで委託契約ができるかですね、ぜひちょっと調べていただきたいな

と思います。その中で、取り組まれれば取り組んでいただきたいんですが。 

 やっぱりごみの問題というのは、そこに高齢者の世帯というのは地域の方もわかってますので、

あの人がごみ出しに行くのは大変だろうということで、地域の方がごみを持っていっていただけ

てある方もおるんですね。しかし、これも毎回毎回になると、高齢者の方が律儀な方で気の毒が

るわけですね。いや、ごみを出してもらうのは気の毒と。杖をついて持っていける方にも僕は声

をかけました。僕が持っていってやろうと言うて。そしたら、いや、ごみ行きも自分で行きます

と言うて、えらい恐縮されるわけですね。 

 そういったことで、そういったのも配慮して、電話１本で、どうしても出せない事情のある方

を限定とした委託契約をしてはどうかなというふうに思いますので、１回、業者と、どのくらい

で委託契約ができるか、それの検討をしていただけるかどうかをお伺いいたします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） うきは市は１万１,０００弱の世帯を抱えているわけでありますが、議

員御指摘のように、吉井の中心地街のように人家連担地域と、あと、非常に家屋が点在している

地域と本当に千差万別であります。そういう中に、一律、家の前までということになりますと、

これは相談するまでもなく、相当の業務量になると、このように承知をしております。 

 先ほど答弁をさせていただきましたように、もっとその前で、地域での共助の取り組みとか、

あるいは方向を変えて、何らかの受益者負担によるサービスの提供とか、いろんな方策が考えら

れますので、そういうところからまずは議論をして検討していきたいと、このように思ってます。

議員が御指摘になりますように、高齢化社会がぐんぐん進んでまいれば、ますます本当に喫緊の

課題になってくるということは十二分に承知をしております。 
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○議長（岩佐 達郎君） 櫛川議員。 

○議員（１１番 櫛川 正男君） 前向きに検討するということで、ぜひ、いい回答を出していた

だきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、１１番、櫛川正男議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） 次に、１０番、諌山茂樹議員の発言を許可します。１０番、諌山茂樹議

員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 諌山でございます。ただいま、議長より許可をいただきました

ので、３つの件名について質問させていただきます。 

 まず、１つ目でありますが、コンピューターの共同利用による経費節減について質問いたしま

す。 

 情報通信事業―ＩＣＴ事業でありますが、これを行うには非常に費用がかかりますと。財

政がますます厳しくなっている中で、進むべき方向はしっかりと見きわめながら着実にＩＣＴ政

策を推進していかなければ、効果の少ない金食い虫と批判する羽目になるおそれが十分にありま

す。 

 自治体のコンピューターシステムは５年ごとに更新していますので、平成２２年度の基幹業務

システムの再構築では、システム更新料が約４億８,８００万円―これは５年間であります、

保守委託料などを合計すると約５億７,０００万円になります。住民登録、戸籍や税など基幹業

務ほか、各部署のコンピューター関連経費を総合しますと、年間で約１億９,０００万円の高額

な経費を使っております。コンピューター関連は難しく理解しがたい、深くかかわりたくないと

聖域化する傾向がありますが、コンピューター業務といえども、市長及び職員、きちんと進むべ

き方向を見きわめながら正しく実態を把握し、コストダウンや改革に努め、うきは市の財政健全

化に寄与することを切に祈念いたします。なお、当然なことでありますが、現状のコンピュー

ター活用方法を工夫し、いかにアウトプットを高めるかの努力が必要なことは言うまでもありま

せん。 

 そういうことで、財政健全化には歳入の課題も重要でありますが、経済の成長による税金増や

収入源増などは現状では余り期待できませんので、知恵を出し合い、そして確実に効果が上がる

歳出削減の実行が不可欠と考え、質問いたします。 

 １つ、平成２５年３月議会の一般質問で、福岡県内２８市中、うきは市のように情報管理係長

がいなく、担当者のみの市は当市以外にはなく、町村においても７５％は係長以上がいる専門の

部署を設置しておりますことを例に出して、マイナンバー制度導入、消費税アップなどを控えて
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いる中で、情報処理業務遂行上、ゆゆしい問題と指摘し、改善を提案したところ、平成２６年

４月より対応していただき、評価いたします。少数精鋭も、行政機能がうまく働くことができな

く、行政運営に支障を来すようでは本末転倒であります。反省としては、髙木市長のときではあ

りませんが、消費税アップ、マイナンバー制導入、コンピューターシステム更新などが目前に迫

った重要な時期に係を廃止し、係員１名に縮小した理由をお聞かせ願いたい。 

 ２つ目、平成２５年３月と平成２６年３月議会の一般質問で提案したことをだめ押しとして質

問いたしますが、他の自治体とコンピューターの基幹設備へのサーバーをデータセンターの１カ

所に設置し、サーバーとシステムの運用などを共同利用すること、いわゆる自治体クラウドを導

入して、行政の情報処理経費の節減を図ることを改めて要望するとともに、早期完成の重要性を

強く訴えます。 

 なお、総務省の事務連絡によりますと、くしくも地方公共団体の情報システム運用コストの圧

縮を図る目的で、世界最先端ＩＴ国家創造宣言がことしの６月３０日に閣議決定され、自治体の

クラウドの積極的展開に拍車がかかるものと、情報であります。共同で利用するコンピューター

のサーバーを１カ所に集約し、システムの改修やシステム利用も共同で行うことにより、共同利

用節約効果、つまり割り勘効果でありますが、それで経費を節減しようというものであり、災害

時のリスクも軽減できると期待しておるところであります。なぜなら、どこの自治体の業務もほ

ぼ似通った業務が多く、しかも同じ法律によって業務を遂行する行政機関でありますので、シス

テムも類似する可能性が大きいのであります。 

 ここで割り勘効果というのは、飲み代の支払いに割り勘する、こういうイメージがあるかと思

いますが、割り勘効果というのは、コンピューターの有識者もこれを使っておりますので、あえ

て使わせていただきます。 

 市長から前回の答弁としては、自治体クラウド方式の方向性を検討し、平成２６年のできるだ

け早い時期に他の情報も入手し、方向づけを決定したいとのことでしたが、大幅な日程のおくれ

が懸念されると心配しておるところであります。８月の全員協議会でお聞きした以外での最新の

進捗状況並びに基本計画を策定した時点のハード、ソフト両面の予想効果を伺いたい。 

 それから、自治体クラウド方式にもさまざまな方式が考えられますので、概略構想、共同利用

に参加する自治体、データセンターの予定業者など、当初計画した、それから当初計画した工程

計画と差異が発生しておれば、今後の最新の工程計画を伺いたい。 

 ４つ目、この機会に各自治体の事務処理内容を見直す必要があり、改善できるものはベストの

ものに統一して業務を標準化、共通化させることで共同利用節約効果が上がるわけであります。

できる限り標準化を希望するが、現時点で何件ぐらい自治体間の標準システムに移行できる予定

か、それもお聞きしたい。 
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 ５つ目、しっかりした工程管理を実践しないと、このような大きな事業は往々にして日程おく

れ、工程おくれが発生し、計画達成に多大な支障を及ぼすおそれがありますので、万全を期して

いるかどうかをお尋ねしたい。そして、どのような管理をされているのかお尋ねしたい。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） コンピューターの共同利用での経費節減について５点の質問をいただき

ました。 

 まず、情報担当セクションの人員配置についての御質問でありますが、平成２４年度、平成

２５年度の２年間は、単独の係ではなく、企画課企画調整係の中で電算情報関係事務も所掌して

おりました。企画調整係の中で、主として電算情報関係を担当する専任係員として１名から２名

を配置して、係の中で協力しながら対応してまいりました。このことにつきましては、行政改革

の一環としての人員削減の要請を踏まえ、限られた職員数の中で配置を行ったことから、このよ

うな対応となったものでございます。 

 しかしながら、マイナンバー制度の導入や自治体クラウド化等の状況の変化に対応するため、

平成２６年度より、電算情報関係事務を専任する情報システム係を新設し、２名体制で業務に当

たっているところであります。 

 続きまして、２つ目のお尋ねの自治体クラウド進捗状況と予想効果、３つ目の自治体クラウド

の具体的構想、４つ目のクラウド化による標準化への取り組み、そして最後に、５つ目の工程管

理についての御質問をいただいておりますが、いずれも関連がございますので一括してお答えを

させていただきたいと思います。 

 本年６月１２日に担当職員を集めて自治体クラウドキックオフ会議を開催し、クラウド化につ

いて実務上の取り組みを開始いたしました。現在は業務ごとの部会を必要に応じて開催をしてお

り、来年３月下旬の本稼働に向けて協議を進めているところであります。 

 本市におきますクラウド化は、全員協議会でも御報告をさせていただきましたように、北部九

州情報化推進協議会に加盟し、共同利用を進めるものでございます。ハード面につきましては、

自庁方式からデータセンター専門の施設にサーバー類を設置することでＢＣＰの強化が図られ、

また、共同で利用することにより、単独導入に比較し、安価でバージョンアップしたシステムの

利用も可能となるなど経費の削減が期待できるものであります。 

 詳細な経費削減の効果は、今後のカスタマイズ化の発生等により左右されますので見通せてい

ませんが、平成２７年度当初予算で計上させていただきました債務負担行為限度額である６億

３,７２０万円よりも数千万円は軽減できるのではないかと見込んでおります。しかしながら、

昨今の情報セキュリティーの強化の必要性により、これまででは見込んでいなかったセキュリテ
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ィー関連の経費の計上も予想されることから、電算経費の圧縮には厳しいものがあると考えてい

るところであります。 

 また、ソフト面につきましては、他の自治体と共同利用することにより、作業フローにかかわ

る情報の共有も図ることができることから、システムのみではなく、業務の運営面においても効

率化と住民サービスの向上を実現することができると考えております。 

 次に、自治体クラウドの具体的な構想等についてでありますが、北部九州情報化推進協議会の

現在の参加団体は、飯塚市、直方市、大川市、芦屋町、遠賀町、長崎県大村市とうきは市の５市

２町の７団体となっております。なお、他の自治体で本協議会に興味を示している団体もあると

聞いておりますので、今後、団体数がふえることも見込まれます。また、システムのベンダーは

行政システム九州株式会社となっており、稼働後のシステム運用保守についても行政システム九

州株式会社が行うこととなっているところであります。 

 うきは市のクラウド化に向けた工程としては、現在、業務ごとの部会を開催しており、来年

３月下旬の本稼働に向け、協議を進めております。なお、この部会には北部九州情報化推進協議

会の事務局である飯塚市の電算担当職員に参加をいただき、システム面及び業務面についてもア

ドバイスを受けながら、工期内の完成に向けて取り組んでいるところでございます。 

 次に、自治体クラウド化による業務の標準化についてでありますが、システム数でいくと、

８システムの共同利用を予定しております。共同利用のシステムとなるためには、現在のシステ

ムと変更となるものもあり、一概にどのシステムも安くなるというわけではございませんが、単

独で導入した場合と比べると、一定の割り勘効果が生じるものとなっております。今後の部会に

おきます協議の中で、独自カスタマイズを極力減らし、可能な限り標準化に乗せることで、さら

なる経費節減を図っていきたいと考えているところであります。 

 なお、カスタマイズを行うと、今後の法改正等によるシステム改修の際にも独自の対応等が必

要となり、経費と運用の両面に影響が及びますので、より一層、標準化に向けた努力を行いたい

と考えております。 

 最後に、工程管理についてでありますが、安全かつ確実にシステム移行を行っていきたいと考

えており、行政システム九州株式会社と毎月定例の進捗状況会議や各部会での進捗管理とともに、

庁内検討組織である、うきは市自治体クラウド検討委員会を適宜開催し、工程管理には万全を期

しているところです。今後とも来年３月下旬の本稼働に向けて遅滞ないよう取り組んでまいる所

存であります。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 反省なくして進歩はありませんので、反省の意味を込めて、あ

えて質問いたします。 
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 係員は確かにいましたし、企画課所属でおりましたが、係長という責任持った係というのはな

かったというのは事実ですよね。それがどうのこうの言うわけではございませんけれども、そし

て係長をつくっていただいたと、それは評価したいと思います。 

 情報処理部門では、非常事態といっても過言ではない重要な時期に―髙木市長のときでは

ありませんけれども、そういう状態であったと。これは非常にまれな、県下でもまれな組織体制

でございまして、その時点で当時の市長及び幹部職員は誰も問題だと気づかなかったのか、問題

提起をされる人はいなかったのだろうかと。指摘しても聞き入れられなかったんだろうかという

ようなことを私、考えたんですけれども。私は、上司の意向といえども、この前の、一流企業の

東芝でも問題が発生したように、正しいと信ずることは堂々と主張するべく、そういう行政風土

と申しますか、そういうのが必要ではないだろうかと。現在、市長を含む上司は聞く耳を持って

いると思えるか、お尋ねしたい。持っているとは思いますけれども、お尋ねしたいわけで、いか

がか。これは再質問に。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 実は、この電算情報関係の業務に当たる組織については、平成１７年の

市制以降から、かなり何度となく組織再編を繰り返して今日まで来ております。何もこういう電

算情報関係事務を軽く扱ってたということではなくて、やっぱり時代時代の流れに応じて機能的

な組織に対応してきたのではないかと、このように思っております。 

 私、今、手元にも１７年から１０年間の電算情報関係の組織の歩みというのをしっかり精査を

しているんですが、やっぱり私の前の市長においても、十二分に将来も見据えながら、適宜、業

務に合った組織を柔軟に対応するという意図で、２４年度からは行政改革の要請も議会からもあ

ってた事情もありまして、そういう判断で対応したんではないかということであります。機械的

に一律的に軽く見ていたというようなことではないと、そのように理解をしております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 確かに安易に考えていたんじゃないと思いますが、こういう非

常事態というか、将来マイナンバー制度を導入されるとか、システム更新も控えていると。そう

いう非常事態のときに、そういう制度であったということは早く気づいて、早くやっぱり時代の

流れを察知して手を打っとくべきであったと思うんですよ。 

 と申しますのは、後々出てきますけれども、かなりのおくれが出てきております。非常に大事

な時期にそういうことが影響しているんだろうと。これは謙虚に反省すべきじゃないだろうかと

いうことを申し上げて、そして、やっぱり市長に限らず、謙虚に傾聴して、傲慢な言動を慎んで

他人の意見を尊重し、受け入れる度量を備えていただく資質が求められているというふうに思い

ます。我々議員も同じであると。しっかりと受けとめておきたいと思います。 
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 次に、具体的にいろいろお尋ねしたいんですが、新しい担当係長の御苦労を察しながら再質問

を続けていきたいと思います。 

 マイナンバー制度がいよいよ来年１月から開始されますし、当市のコンピューターのリース契

約期間も平成２７年１２月、ことしの１２月に予定されている中で、情報処理に関する課題は山

積しております。私の１回目の質問でも申し上げましたけれども、そのときに申し上げたのは、

平成２５年度より再構築の検討を開始して、２６年の当初には基本的な方向性を決め、そして、

その流れに沿ってハード、ソフトの必要業務も完了して、平成２７年１２月には、契約更新まで

には新しい体制で臨むべきだということを申し上げておったのでありますが、１２月にはちょっ

と間に合わない。これは３カ月間のリースを延長してやりたいということですから、それはしよ

うがないにしても、この３カ月間おくれたことに起因する無駄な投資を可能な限り減らしていた

だきたいと。そのためには、業者に任せっ放しではなくて、業者とは対等な、かつ先見の明を生

かして、しっかりと対応していただきたい。 

 なお、早期完成に向けて努力していただきたいのでありますが、先ほどもお聞きしたのであり

ますけれども、工程管理というのをしっかりとやっていただいて、この工程管理もプラン・ド

ゥー・チェック・アクションを回しながらやるんでありますが、特に工程管理、納期おくれがな

いかどうかを、やはりトップの市長なり副市長が月に１回なり定期的に、管理者たる者がチェッ

クして、そしてフォローすると。アクションを起こすと。これが必要であります。ぜひとも工程

管理というのを徹底していただきたいというふうにお願いしておきたいというふうに思います。 

 自治体クラウド化にはメリットと若干のデメリットがあるとは思いますけれども、もしデメリ

ットがあるとしたら、その対応策を伺いたい。 

 それから、予想効果については、クラウド化によって他の自治体は２０ないし３０％を計画し

ております。目標を持って進めておりますので、先ほど数千万円ということを言われております

が、やっぱりセキュリティーを計算しなかったら、２割なり３割ぐらいの目標を持ってチャレン

ジしていただきたいというふうに思っております。 

 そこで、防犯とか情報セキュリティー、災害時のバックアップシステム等に対する対応も大変

必要なわけでありますが、対応策の内容を伺いたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず、工程管理でございますが、先ほども答弁させていただきましたよ

うに、うきは市自治体クラウド検討委員会を適宜開催し、工程管理には万全を期しているところ

であります。私自身、定期的に担当課長より説明を受けて、そしてまた、必要なところについて

は指示も与えているところであります。 

 それから、クラウド化についてのメリット、デメリット、それぞれあるんですが、先ほども答
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弁させていただきましたように、やはり何といっても大きいのはＢＣＰ効果というか、業務継続

計画と称しますけれども、もし万が一、この庁舎で不運な地震とか火災とか事態があって、貴重

な電子データが喪失したときに、しっかりバックアップができると。市民の皆さんに迷惑がかか

らないように業務継続ができる、このＢＣＰ効果というのがすごく大きいということであります。

それからまた、経済的な面でも割り勘効果ということで御説明を申し上げましたが、共同化によ

る経費的な節減も図られると、こういうふうに承知をしております。 

 一方、デメリットとなれば、やはり、どうしても標準化が中心になってきますので、なかなか

独自に応じた小回りのきく独自対応というのができないというのが唯一の欠点ではないかと、こ

のように認識をしているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 今、標準化の話もちらっと出たんでありますが、クラウド化へ

の移行を機会に、やっぱり今までの業務内容を十分分析して、そして使いやすい、より効率的な

システム、これがやっぱりよその自治体―５市２町ですか、いいところがあると思うんです

よね。ベストじゃないと思うんですよ、うきは市がね。ですから、いいところをやっぱり謙虚に

吸収して、そして、それに標準化していく。そのために、そして割り勘効果を出すというのが必

要なことであると思いますので、業務内容をやっぱり持ち寄ってやっていただきたい。それで、

その中でも１１―何項目だったですかね、答弁いただきましたので、それでいいんですけれ

ども、可能な限り統一していただきたいというふうに思います。 

 この機会に１つ提案したいんですが、１つの事例でありますが、納税方式の検討であります。

福岡県内では、うきは市と他の２町だけが集合税方式を採用しているわけであります。現在、コ

ンビニなどに変わってきておりますので―納税方法も変わってきつつありますし、そのシス

テムを標準化して効果を上げるいいチャンスじゃないかというふうに思うわけでございます。見

解をお聞きしたいと。 

 納税方式、福岡県でも、１市２町だけがそれを貫いておりますが、ここでいろんな、今度は消

費税がアップしたり、いろいろまたシステム改修なんかが行われますので、この際やっぱり統一

できるものは統一して、そして効果を上げたいというふうに思うんですが、その件、市長はどう

いうお考えを持っておられるか。今から検討しますなら検討しますでも結構ですが。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 集合税のあり方については再三、議会のほうからもいろんな提案を受け

ているところでありますが、このことに関してまして、ちょっと担当の課長より説明をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 税務課長。 

○税務課長（宇野  弘君） 税務課の宇野でございます。納税方式についてですが、来年度から
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自治体クラウドの方式に変わっていくわけなんですが、現時点では徴収方法、そういう納税方式

については、変更はまだ考えてないところです。 

 ただ、平成３０年度から、国民健康保険税の保険者が市から県のほうに移行されます。その時

点をきっかけに、今後そういった集合税方式から単税方式に変更できるかという検討を考えてい

きたいと思っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） もうそろそろ、早目からそういう検討もやっぱりなされておっ

たほうがいいんじゃないかというふうに思いますね。もう、早過ぎることはないと思いますので、

そして早目に新しいシステムを構築するようなことをやっていただきたいというふうに思います。 

 それでは、通信回線とか、そういうのはＮＴＴあたりを使うんだろうと思いますが、通信回線

なんかにも、やっぱり何かの災害が起きたときのバックアップシステムというものは十分必要だ

というふうに思いますので、留意していただきたいというふうに思います。そういう点で、担当

課長ですか、市長、バックアップシステムにも、くれぐれも万全を期していただきたいという要

望でございますので、その点についての回答をお願いしたいなと。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） バックアップシステム、先ほど私、申し上げましたＢＣＰも立派なバッ

クアップシステムではないかと思いますが、要は費用対効果というところに尽きるのではないか

と、このように思いますので、十二分に業務継続計画―ＢＣＰの精神に学んで、しっかりし

た対応を図っていきたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） それでは、最後に、サイバーセキュリティーについてお尋ねし

たいと思います。 

 マイナンバー制度が来年１月にスタートするわけであります。日本年金機構へのサイバー攻撃

を機にサイバーセキュリティー対策が重大な課題となっております。税や福祉等の住民情報を扱

う基幹系と一般情報を扱う情報系のネットワークを自治体は使っていると思います。 

 先ほどもちょっと、どなたかが質問しておったようでございますが、セキュリティーについて

はですね、恐らく全国でも７％、ですから９３％ぐらいは切り離して使ってはいないと。イン

ターネットと完全に分離されているかを尋ねたかったんでありますが、恐らくは分離されていな

いというふうに思いますので、その内容でお聞きしたいんですが、完全に分離されてない―

これは非常に大事なことであります。 

 インターネットと情報系を接続しておれば、ウイルスの侵入で、それを経由して基幹系の大事
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なのに入り込むと。住民情報が流出するおそれがある、これは十分考えられますので、この点に

ついては万全を尽くしていただきたいというふうに思っています。 

 前の方の質問では、現時点ではまだ検討中だという回答でございましたので同じことは聞きま

せんが、インターネット系と基幹情報系の入ったネットワークを、カードとかパスワードを組み

合わせて切りかえできるスイッチ方式、この方式もありますので、この点についてどうお考えか、

これも１つの手段であります。コストも考えなくちゃいけない。コストミニマムで最大の効果を

上げなきゃいけませんので、費用対効果を十分考えて、そういう検討をしていただきたいんです

が、いかが、答弁いただければ。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） セキュリティー対策の中で、この分離化については大きな課題でありま

す。総務課長より答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 総務課長。 

○総務課長（石井 好貴君） 午前中の岩淵議員のところでもその御質問をいただきました。結論

から言いまして、現在うきは市は―これは福岡県も一緒なんですが、情報系と基幹系、１台

のパソコンで対応しておりますので、外部と完全に遮断している状況にはございません。 

 先ほどもちょっと申し上げましたが、あす、県の情報政策課とＬ３スイッチ、先ほど議員が言

われたんだろうと思いますが、その検討も含めて、どういう形で情報が守れるかということを言

って、うちの入ってる業者等とも検討した案がございますので、それを持って、あす、県のほう

と協議をして、１０月５日―遅くともですね、１０月５日には外から入ってくる情報系のラ

インと中の基幹系のラインを分けて、安全な状態が保てるように対応してまいりたいと考えてま

す。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） あえて一言苦言を呈したいというふうに思うんですが、こうい

うことは十分に事前からわかってたことでありますので、今になって慌てて―慌ててるとい

うことは、ちょっと不自然でありますので、再発防止としましては、これに限らず、やっぱり早

目早目に情報収集して、そして検討していっていただきたいというふうに思います。くれぐれも

―そして、とにかく納期おくれのないようにお願いしたいということで一言決意を。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 総務課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 総務課長。 

○総務課長（石井 好貴君） まず、決意ですが、議員の御指摘等を十分踏まえまして納期おくれ

のないように。 
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 それから、１つだけ、ちょっと言いわけになるかもしれませんが、セキュリティーの関係です。

確かに情報系と基幹系、一緒になっておりますが、これは十分、議員御承知と思いますが、ウイ

ルス対策のソフトとか、ファイアウォールとか、そういったものは十分やっておるつもりですが、

年金の情報流出問題等を踏まえて、さらに強化してまいりたいと思っております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） これでコンピューター関係は終わりたいと思います。 

 次に、地域包括ケアシステムについての質問をさせていただきます。 

 我が国では諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進行しております。団塊の世代が７５歳以

上になる２０２５年に、国民の５.５人に１人、約２,２００万人が７５歳以上の高齢者となるこ

とから、これまで以上に医療や介護需要の増大が見込まれるとともに、病院や介護施設が大幅に

不足することなどの深刻な問題が予想されます。 

 なお、統計的に見ても、７５歳を超えると医療や介護費が大幅にふえることも確認されており

ます。しかし、人口全体が減る中で、いずれも供給過剰になる施設をふやすのは厳しい財政から

見て難しいと思われます。一方、政府は２０２０年度に国と地方の基礎的財政収支を黒字化する

目標を達成するために、膨張する社会保障費の抑制を上げている状況であります。 

 こうした中で、介護が必要となった高齢者も住みなれた地域で自分らしい暮らしを最後まで暮

らしたいという希望をかなえるためには、地域で支え合う仕組みづくりが不可欠であります。医

療、介護、予防、住まい、生活支援が連携し、一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築

が喫緊の課題となっております。 

 そこで、質問します。 

 １つ、福岡県は老人福祉法や介護保険法に基づく第７次の高齢者保健福祉計画を作成しており

ます。高齢者だけの世帯や認知症の増加が見込まれることから、地域で高齢者が生き生きと活躍

できる社会を目指すとともに、県と市町村が取り組むべき施策の方向性を示して、地域包括ケア

体制づくり、つまり地域の医療、介護、生活支援、介護予防などを連携して一体的に提供する仕

組みづくりをさらに強化する目的とあります。平成２７年４月より、その構築に向けた取り組み

が求められていますが、当市の地域特性やニーズを踏まえた基本計画の構想並びに工程計画がわ

かればお伺いしたい。 

 ２つ目、制度の構築に当たっては、医療や介護の提供体制を充実されるだけではなく、高齢者

が積極的に地域社会に参加し、生きがいを持って生活できる環境を整備することも重要であり、

ぜひ施策も組み込むべきと思いますが、現時点での見解をお願いしたい。そういう施策の見解で

すね。これ、ちょっとダブったところがあります、残念ながらですね。 

 それから、３つ目でありますが、地域包括システムの構築に向けた取り組みが平成２７年４月



- 159 - 

から始まっておりますけども、軌道に乗るまでには数年はかかると思われますので、今すぐ実施

可能で効果がある、かつ地域支援事業にも通じる中で活用できることがあれば、即取り組むべき

だと思います。と考え、その中の１つでありますが、介護支援ポイント制度の取り組みを提案す

るところであります。詳細は略しますが、高齢者がボランティア活動に取り組む積極的に地域に

貢献することを奨励し、社会参加活動を通じて、高齢者自身の心身の健康増進を図るということ

であります。もちろん、実施要綱とか、いろいろつくらなきゃいけませんけども、その件につい

て、ちょっとダブりますけれども、簡単に所見を伺いたいと。 

 それから、４つ目でありますが、健康寿命を可能な限り延伸して、介護を要する期間―現

在、約１０年と言われておりますが、これを短くすることが本人の幸せであり、望ましいわけで

ありますので、健康に対する市民の意識を高め、健康づくりに行動を起こす動機づけの１つとし

て、健診や健康づくりに参加したポイントを付与し、商品券などをプレゼントする取り組みを提

案するが、それについても所見を伺いたい。 

 以上です。１回目の質問を終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいまの地域包括ケアシステムについて４点の質問をいただきました。 

 まず、地域包括ケアシステムの構築に向けての御質問でありますが、現在、全国の市町村にお

いては、団塊の世代が全て７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護者となっても住

みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療、介護、予防、

住まい、生活支援が包括的に確保される体制である地域包括ケアシステムの構築へ向けて動き出

しております。 

 議員のほうから地域包括ケアシステムの構築に当たっての市の基本構想についてのお尋ねがあ

っておりますが、特段、計画書として策定するものではなく、介護保険法をよりどころとして、

各市町村において、その地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてその仕組みを構築

していくものでございます。また、事業の推進につきましては、計画的に行っていくために、工

程管理に基づき、関係する団体などと連携を図りながら、可能なところから対応を行っておりま

す。 

 この中で、平成２７年度におきましては、認知症施策の１つとして、包括支援センターに認知

症地域支援推進員を配置するとともに、生活支援・介護予防サービス基盤整備事業にも取り組む

など、地域包括ケアシステム構築のための体制づくりに取り組んでいるところでございます。ま

た、平成２８年度からは新しい介護予防・日常生活支援総合事業を実施する予定であり、現在、

取り組み体制などについて調整を行っているところでございます。今後も市としましては、現在、

市内で医療、介護などの活動を行っている団体や組織との連携を図りながら、まず、できるとこ
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ろから着実に進めていくことにより、地域包括ケアシステムの構築へ向けて積極的に取り組んで

いくこととしております。 

 ２点目の、高齢者の社会参画に対する環境整備についての御質問でありますが、議員がおっし

ゃるとおり、地域包括ケアシステムの構築に当たっては、医療や介護体制の充実のみならず、高

齢者みずから地域社会に参画し、生きがいを持って生活できるような環境整備も不可欠でありま

す。これまでも自治協議会の活動、老人クラブ等の活動やボランティア活動を通じて積極的に地

域活動を行っている高齢者の方々も多く見られます。また、高齢者の方々がこれまで培ってきた

豊かな経験や知識は次世代へと受け継いでいく財産であり、これらを生かして地域活動に積極的

に参加していただくことが、ひいては御自身の生きがいにもつながってまいります。 

 今後、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年へ向けては、高齢者の方が元気で社会に参画

することが一層重要となってまいります。市としましては、高齢者の方々の地域活動や地域社会

への積極的な参加を促すために、さらなる環境整備に努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目に、高齢者のボランティア活動に対するポイント制度の導入についての御提案でありま

すが、先ほど櫛川議員への答弁でも申し上げた関係で繰り返しになり恐縮でありますが、介護

サービス施設等において、行事の補助、利用者の相談相手や配膳の片づけなどのボランティア活

動に取り組む高齢者の方々については、今後、貴重かつ重要な支援の担い手になってくるという

ことは認識をしております。また、高齢者自身の社会活動参加を通じた介護予防の推進の観点か

らも重要な活動であります。 

 しかしながら、現状として、うきは市内におきましては、老人クラブなどによるボランティア

活動は見られるものの、生活支援サービスを提供するという面では、まだまだ普及していないの

が状況でございます。 

 地域包括ケアシステムの構築に当たっては、先ほど申し上げたとおり、関係する団体などと連

携を図りながら可能なところから対応を行ってまいりますが、議員御指摘のように、時間を要す

るのも事実でございます。そして、構築する過程として、ボランティアの活性化、とりわけ高齢

者の参画を求めるのは重要なことであると認識しており、ポイント制はそのためのインセンティ

ブになり得ると考えております。 

 先ほど櫛川議員への答弁で申し上げましたが、具体的なポイント制の構築に当たっては、シル

バー人材センターなど市内の活動組織を中心に、仕組みづくりについて検討を深めていくことが

必要と考えております。そのために、まず、高齢者が行うボランティア活動にかかわるニーズの

把握やサービス内容の検討を行い、その上でポイント付与と還元の仕組みなどについて、介護施

設等とも連携を図りながら検討を行うことが重要であると考えております。 

 最後に、４点目の、健診参加者等にポイントを付与する制度についての御提案でありますが、
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個人の健診や健康づくりを奨励するためのポイント制度につきましては、例えば特定健診を受け

た方や市主催の健康づくり関連事業に参加した方に対してポイントを付与し、ある程度のポイン

トがたまると景品をプレゼントしたり商品券に交換できるという制度であり、既に導入している

自治体があることは承知をしております。例えば筑後市においては、市内在住の２０歳以上の方

を対象に、健診、がん検診の受診の際や市主催の健康づくり関連事業への参加の際にポイントを

付与し、一定のポイントに達すると抽せんに参加することができ、当選すると景品をもらえると

いう制度を設けております。 

 しかしながら、制度の導入に当たっては、どのような分野にポイント制を導入するのか、また、

ポイントの付与方法と還元方法などについて十分検討した上で実施する必要があること、さらに

は国や県の補助制度もなく、市単独の財政支出が伴うことから、慎重に対応していくことが必要

であると、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 目標は同じでありまして、どのような方法でやるにしろ、やっ

ぱり早く取り組むべきだと思うんです。スピーディーな対応、これが行政に求められております

ので、いつごろまでに検討をしていただくのか、それを後で聞きますが、今、検討したいという

ことでありますので、いつごろまでにその体制の検討が終わるのか、一番最後に聞きたい。 

 それから、私は竹田市のボランティア団体に、福祉委員と、それから自治協議会の役員さんを

連れて視察に参りました。ここは有償によるボランティアですね。もちろんポイント制じゃあり

ませんけども、非常に生き生きとしてやっておられました。例えば介護保険でやれないような草

取りとか、荷物、ごみ運びとか、そういうのまで請け負っておると。そうすると、利用する方か

らは、気兼ねなくできると。わずかなお金ですけれども有償でやれるから、そういう利点もあり

ますし、そういうボランティアの制度もございますので、ぜひ参考にしていただきたい。 

 それから、今度は個人にやるポイント制ですけども、この前も話しましたが、７対３の法則

―７割の方が運動の必要性を知らない、運動習慣がないというようなことで、やっぱり体力

が落ちている、健康を阻害しているということですから、それのきっかけとしては、何らかのポ

イント制なり、そういう働きかけをしなきゃいけないということで提案しているわけですね。よ

その自治体でやっていることが非常にいいという結果があれば、これはぜひ、やっぱり参考にす

るべきだと思うんですよ。ある有名な企業の社長が言ってましたけども、やっぱり特許とか、そ

ういうのにひっかからない、法的にも問題ないのであれば、先進企業がやっていることはどしど

しまねると。それが短期間に伸びるための条件だというようなことを堂々と言う社長もおります

から、ぜひ、いいことは素直に認めて、そしてスピーディーに対応するということを切にお願い

するわけでございます。 
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 その点、大体の期限と、いつごろまでにそういう体制の案をつくるのかということと、そこら

辺の答弁をお願いしたいと。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 保健課長。 

○保健課長（増岡  寿君） 先ほど市長からも答弁がありましたとおり、地域包括ケアシステム

の構築に当たりましては、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される体制でご

ざいますので、非常に時間がかかるものと認識しております。したがいまして、できるところか

ら、まず取り組んでいくように、これまでもやっておりますし、今後もそのように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 私のお聞きしたいのは、そういう大がかりのやつは、これは時

間がかかるだろうと。しかし、よそがやっていいことは、そして、やれることをやって、方向性、

ベクトルは同じですよね。そういう取り組みについては、やっぱり早くやるべきじゃないかとい

うことで、ポイント制なんかにしても大体―ポイント制だけに絞っても、いつごろまでにそ

れをまとめて方向性を出すかということをお聞きしたいんです。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 保健課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 保健課長。 

○保健課長（増岡  寿君） 先ほど健康ポイント制度のお話ございましたけれども、確かに、例

えば健診で受診率を上げることにより医療費を抑制する効果がございます。 

 ただ、ここでちょっと例を出したいと思いますけれども、平成２３年度から健康ポイント制度

を導入している福岡県の宮若市がございます。ここにおける４０歳から７４歳までの方を対象に

した特定健診の受診率でございますけれども、まず、導入前の平成２２年度が２３.８％でござ

います。そして、導入した平成２３年度が２４％となっております。そして、その後、平成

２４年度が２４.９％となっており、ここまではちょっと若干ではございますけど伸びている

―受診率が伸びております。ただ、平成２５年度の実績を見てみますと、２０.９％に落ち込

んでいるという事実もございます。このような自治体も中にはありますので、必ずしも導入の効

果があらわれているとも考えられないとも言えます。 

 それで、先ほども申し上げましたとおり、仕組みづくりとか、あと、体制づくり、財政負担な

ども課題もありますので、慎重に対応していくことが必要であると考えております。 
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○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 受診率だけを見ますと、そういう結果が出ているかもしれませ

んが、健康づくりの面では非常に効果がありますというのが幾つも出てるんですよね。北九州、

宮若ですか、それから結構やっているところがありますし、豊後高田、それから今度、倉敷にも

調査に行きます。我々、委員会でですね。それで効果を得ておりますので、前向きに捉えていた

だきたい。ネガじゃなくてポジに切りかえて、いいところは吸収するという方向で進んでいただ

きたいというふうに思う次第でございます。 

 参考まででありますが、超党派で賛同を得られている健康増進に関する特典という法案が提出

される情報があるわけでありますが、内容は、国、地方公共団体、事業者、国民それぞれに責務

を与えて、スポーツの増進とか健康増進に取り組んだ人に特典を与える仕組み、これは国のほう

もそういう流れになっております。そういう法案も提出するというようなことになっております

ので、ぜひとも真剣に考えていただきたいと。少しでも健康づくりにプラスになるような方向で

あれば、ぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思います。特にそんなにコスト的にかかる

わけでもございませんので、要望で終わらせていただきたいと思います。 

 それから、参考までに申しますが、自治会長も一緒に竹田のボランティアセンターに行ったん

ですが、やっぱり将来はそういうことも考えないかんなという興味を大変持っていただきました。

やっぱりシルバー人材、社協、自治協議会、それから行政、一体となった仕組みづくり、これを

切にお願いしたい。 

 以上で、この件については質問を終わりたいと思います。 

 ３つ目、ふるさと大使候補者について質問いたします。 

 私が平川新先生の名前を知ったのは、きっかけは平成２６年１２月３１日に、私、毎年、三春

天満宮にお参りに行くんですが、そこの深夜放送で、ラジオ放送でお聞きしたんですよ。それで、

いろいろ聞きよったら、自分のふるさとは福岡県の山奥であります。子供のころから新鮮な魚を

食ったことがないから、塩イワシとか、そういうのしか食ったことありませんという、おっ、う

ちと変わらんなということで耳を疑って聞いたところ、出身は田籠というところで自然環境に恵

まれたところでありますという話がありまして、即、私、メモをとりました。これはいいことを

お聞きした。 

 そのときに、東北大学の名誉教授とまでは聞いていたんですが、それ以外わかりませんでした

ので、私の友人にお願いして、数日後、経歴やら現在の役職などを探し出していただきました。

近代歴史学では日本的に有名な著名人であることが判明いたしました。私は常日ごろより企業誘

致とか、うきは市の発展、活性化、うきは市のイメージ向上などに御支援いただく、うきは市出

身の著名人を探し求めておるわけでありますので、非常に興味があってメモしたわけであります。 
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 そういうことでありますが、東北大学大学院文学研究科修士課程で学ばれ、その前は法政大学

ですね、そして、現在、東北大学の名誉教授であり、宮城学院女子大学学長ほか多くの場で活躍

されている歴史学者であり、有名な先生であります。強烈な印象を受けたものでございます。 

 去る６月１４日に九州国立博物館において先生の講演があるということを生涯学習課長からお

聞きしまして、議長、副議長、郷土史会前会長とか会員の方々とか、市民の方々、一緒に講演を

お聞きしまして、開演前に御挨拶させていただいて、第一印象で、非常にこの方は誠実な方だな

と、講演を聞いて深い感銘を覚えた次第でございます。 

 １つですが、わずか１時間３０分の講演でありましたけれども、何回も、うきは市のことを語

るわけですね。うきは市のふるさとのことを。宮城学院女子大学学長とか、いろいろ今言ったよ

うな肩書があるわけです。歴史資料から市域の成り立ちを知って、今やっているのは歴史の資料

を調査分析し、歴史文化を次世代に継承することに活躍されている平川名誉教授は、うきは市の

ふるさと大使をお受けいただければ委嘱していただき、そして、うきは市の積極的なＰＲで「歴

史と文化の薫るまち」のイメージ向上や歴史文化継承への取り組みに関する意見とか提言をいた

だくことを提案するのであります。所見を伺いたい。 

 ２つ目、災害の歴史資料を分析してデータベース化し、歴史資料から学ぶ各専門学と連携し、

将来の防災・減災の社会実現を目指す先生の理念は、象牙の塔にこもりがちな学者の考えから逸

脱していると私は考えました。深い感銘を覚えた次第でございます。うきは市は、多くの古墳群

などが、歴史文化のそういうものがございます。先人たちの誇れる史跡などもありますので、先

生からの御指導、御教授をいただきまして、そういう分野は限りないんじゃないかと。ひいては、

観光やまちづくりに関する意見や提言を受けることにも非常に恩恵をこうむるんじゃないかとい

うふうに思いますので、ぜひ所見を伺いたいと。 

 この２つを１回目の質問でございます。あと５分ですから短時間に。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、ふるさと大使候補者について２点の質問をいただきました。

１点目が、うきは市出身の平川新先生をふるさと大使に任命し、そして２点目が、先生の知見に

基づく御指導を受けてはどうかという御提案でございますが、２つとも関連がございますので、

あわせて答弁をしたいと思います。 

 市では、現在うきは市に御縁のある６名の方をふるさと大使として委嘱を行っております。ふ

るさと大使の皆様方におかれましては、うきは市の魅力を積極的にＰＲしていただいており、観

光やまちづくりに関する御意見もいただいているところであります。 

 今回、議員御推薦の姫治出身の平川新先生でありますが、現在、仙台にお住まいで、専門は江

戸時代史、災害関係にも造詣が深いと聞き及んでおります。また、全国的にも有名な先生であり、
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研究者になるまでの経緯や経歴が大変ユニークな方であると聞いております。 

 本市では来年に平川先生をお呼びして講演会ができないか、そういう計画を立てておりますが、

それが実現した折には、ふるさと大使設置要綱の趣旨を踏まえてお話をさせていただきたいと、

このように思います。また、古墳等の歴史的文化財に関して御指導をいただくことにつきまして

も、講演会にお越しいただいた折、あわせてお話をさせていただきたいと、このように考えてお

ります。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） うきは市には、江戸時代に発生したと聞いておりますけれども、

耳納断層付近の地震による土砂災害資料があったということをお聞きしております。こういう資

料も恐らくどこかにあるんじゃないかというふうに思いますので、そういう資料もデータベース

化していただければ非常に価値があるんじゃないかというふうに思っているところでございます。 

 先生にとっては、想像を絶するような多忙な身で、御無理なお願いだとは理解しておりますけ

ど、当たって砕けろの精神と先生のお人柄を―第一印象を受けたお人柄でありますが、真剣

にお願いすれば決して不可能なことじゃないというふうに信じております。うきは市の歴史文化

の研究、保存、継承、外に向かった発信などに御教授、御指導いただくことに多大な期待をして

いるところであります。信頼できる非公式なお話でありますが、うきは市のためであれば、地域

のためになることであれば御協力は惜しまないというようなこともちょっと聞いておりますので、

ぜひとも実現させていただくよう、市長みずから御尽力いただくことを要望いたしまして質問を

させていただきました。 

 以上でございます。 

 市長、ちょっと２分ありますので、その意気込みをちょっとお聞かせください。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） まずは、お会いすることが先決だなと思います。ぜひ来年、ふるさとふ

きはにお越しいただけるようにお願いを申し上げて、それがかなった後に、しっかり意見交換を

させていただいて、そういうお話も出しながら、そしてまた、ふるさとのことに対して、いろん

な御助言等もいただきながら、議員御指摘の件についても、しっかりそこらについてはお願い等

をさせていただきたいと、このように思っているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、１０番、諌山茂樹議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） ここで暫時休憩とします。３時３５分より再開します。 
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午後３時23分休憩 

        

午後３時35分再開 

○議長（岩佐 達郎君） 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 次に、６番、上野恭子議員の発言を許可します。６番、上野恭子議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） ６番、上野恭子です。議長より許可をいただきましたので、一般

質問に入らせていただきます。 

 今回、私は４つの質問をいたします。１つ目には、浮羽究真館高校支援と市の活性化について、

２つ目には、市外からの予約視察や観光のかかわり方について、３つ目には、スクールソーシャ

ルワーカーについて、４つ目に、介護用品レンタルについて、４つ質問をいたします。 

 まず初めに、浮羽究真館高校支援と市の活性化についてです。 

 他県では、学生の地方留学も進められていると聞きますが、地元高校の若者を地元に残し、生

産人口、定住人口をふやし、地域の活力につなげることを考えたことがあるかという質問です。 

 地方留学というのは、うきは市では山村留学もその１つかと思われますが、広がる高校生の地

方留学ということで、地方の公立高校では今、生徒を全国から積極的に募集する動きがあってい

るということです。高校進学の新たな選択肢である、都会の子供たちが地方で学ぶ機会の提供、

また、小さな学校の中に多様性が生まれ、地域の活力になっていくというものが地方留学という

ことだそうです。 

 平成２５年１２月の一般質問で、私は浮羽究真館高校の支援について質問をいたしました。高

校として、うきは市にされる支援をしていきたいとの思いをお伝えし、高校への支援をどう考え

ておられるか質問をさせていただきました。 

 今のところ、高校からの支援は、うきうきスポーツ教室、ふれあいラグビー参加、うきは市寺

子屋の支援、通学合宿の食事等の支援、イベント、吹奏楽部参加、それから美術の展示参加、ア

トラクション等々を浮羽究真館高校からいただいております。今現在、約５７２名の生徒さんで、

市内生徒さんが３割強、市外城南中学校、東峰中学校等より、あとは通学をしていらっしゃいま

す。毎年、１５名から２０名の就職希望者があり、甘木、久留米、朝倉、日田、自宅から通える

通勤先を希望している生徒さんが多いということでありました。市として、どういうふうに１番

はお考えであるかをお尋ねをいたします。 

 ２番、広く地元高校をアピールし、活気づけるために、うきは市広報―１日と１５日に発

行されております、うきは市広報に浮羽究真館高校の学校のよかったこと、それから頑張ってい

る生徒さんの紹介をしたらどうかという提案ですが、前回の一般質問のときにもちょっと触れた

ような気がいたします。 
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 浮羽究真館高校には次世代を担う子供さんがたくさんいらっしゃるわけです。若者がいっぱい

いる高校を育て育み、うきは市とのかかわりを持たせていくことはとても大事だと思っておりま

す。うきは市に住みたい、残りたいと思っていただくことも大変大事です。先輩を目指し、あの

高校に行きたいとか、そういうことも大切なのではなかろうかと思います。地元に１つの高校を

一生懸命支援することは生徒への支援でもあり、そのことが、うきは市への思いや愛着につなが

るものと思いますが、その点について、いかがお考えでしょうか。 

 また、３つ目、市を挙げて地元企業への就職支援をやってほしいと思うが、どうかという質問

です。 

 行政の担当課より企業へ依頼の口添えをしていただけたらと思っております。先ほども申し上

げましたように、親は地元就職を望んでおります。ほとんどが長男、長女であるということが本

当に多いわけです。生産人口、定住人口につなげる、このことを思いながらも、しっかり就職支

援をしていくということも市として大事なのではなかろうかと思っております。子供も、うきは

市で豊かな暮らしができ、親も子も距離感を持って地域で暮らせる、学校・行政・企業のお互い

のウイン・ウイン・ウインの関係はどうだろうかと思うわけでございます。こういう部署、担当

課の設置ができないか、力を注いでほしいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、浮羽究真館高校支援と市の活性化について３つの御質問をい

ただきました。 

 まず、１点目が、地元高校の卒業生の定住化についての御質問でありますが、今回、本市の地

方創生に係る総合戦略でありますルネッサンス戦略の策定に当たり、浮羽究真館高校に協力をお

願いし、３年生１８８名を対象に、進路に関する意識調査を実施いたしました。そのアンケート

結果を踏まえてお答えをしたいと思います。なお、浮羽究真館高校の在学生の内訳は、うきは市

内の生徒が約４割、うきは市外が約６割でございます。 

 まず、将来の進路でありますが、回答者１８８名中、進学希望者が１５７名で８３.５％、就

職希望者が２４名で１２.８％、未定と答えた人が７名で３.７％と、進学を希望する人が圧倒的

に多い状況でございます。 

 また、就職希望者における就職予定地に関する質問では、通勤可能な周辺市町村と答えた人が

１５名で６２.５％、自宅から通勤できない遠隔地と答えた人が７名で２９.２％でございます。

遠隔地に就職希望する７名のうち、地元に就職先がある場合は地元就職を考えるかとの質問では、

６名が地元就職を考えると答えております。さらに、全員に対して、地元に住みたくなる条件に

ついて尋ねた質問は、地元に就職先がある、やりたい職があるなど、将来の自分の仕事に関する
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ことを上げた人が多くを占める状況でございます。 

 また、進学希望者に対して、希望する進学予定地についての質問では、通学可能な周辺市町村

が６５.６％、遠隔地の大学等が２６.８％となっており、自宅から通学できる通学先を希望する

人が多い状況であります。さらに、進学希望者に対して、自分が将来居住したい場所についてお

尋ねしたところ、地元に住みたいと答えた人が４２名で２６.９％、地元に住みたくないと答え

た人が２７名で１７.３％、未定と答えた人が最も多く、８７名で５５.８％でございます。高校

３年生の段階では大学等を卒業した後の明確な意思を示すのは難しい状況かと思いますが、それ

でも４分の１程度の生徒は地元に住みたいという明確な意向を持っている状況でありました。 

 市といたしまして、今回のアンケートの結果を受け、地域で雇用の場を創出することの大切さ

を改めて感じたところでございます。そのためには、企業誘致はもちろんでありますが、現在、

市内にある既存の企業を応援し、雇用が拡大するための支援を行わなければならないと思うとこ

ろでございます。また、地元高校の卒業生が地元の企業に就職でき、安定した生活ができるよう

な環境をつくるためには、ある程度、広域的な経済連携も重要と考えます。 

 現在、久留米広域定住自立圏構想を発展させる形で久留米広域中枢都市圏構想にかかわる検討

が進められております。これらは久留米市を中心として地域経済の活性化を行い、東京、大阪、

名古屋の３大都市圏からの生産年齢人口を地域の中核的都市に呼び戻し、周辺地域も含めた雇用

拡大を図るものでございます。こうした広域連携も含めて、今後とも地元高校生の雇用拡大及び

定住人口の拡大に努めてまいりたいと思います。 

 ２点目の、広報を使った地元高校のアピールについての御提案でございますが、この件につき

ましては、これまでも浮羽究真館高校生はもとより、本市出身の高校生の活躍について市の広報

紙に掲載をしてきたところであります。最近では今年の１月１日号で国税庁主催の「税に関する

高校生作文」で、うきは市長賞を受賞された浮羽究真館高校１年生の佐藤由佳さんを紹介いたし

ました。また、昨年の７月１日号では、新しく完成した国道２１０号の竹重橋の親柱に浮羽究真

館高校写真部の生徒が撮影した、市の風景を焼きつけた陶板が設置されたニュースを載せたとこ

ろでございます。とりわけ浮羽究真館高校は市内唯一の高校として、その活動や活躍を市民にお

知らせすることは大事なことであると思いますので、学校側と連携をとりながら情報発信を進め

てまいりたいと思っております。 

 ３点目、地元企業への就職支援についての御提案でありますが、市では来年度に向けて、市内

の主要な企業へ働きかけ、朝倉市筑前町と合同で地元企業と高校の就職応援会を行う予定にして

おります。うきは市における人口の動態は全体として社会減が発生しておりますが、年齢階層別

に見ると、かなり異なった動向を示しています。市内には大学が立地していないことから、進学

する場合は市外の大学に行かざるを得ない状況でありますが、近隣の久留米市等の大学について
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は自宅から通学できるものの、福岡市内や県外の大学へ進学する場合、多くの人はうきは市を離

れることになります。進学により、うきは市を離れる場合でも、住民票を移さないケースも多く

見られます。そして、就職を機に住民票の移転を行うことから、結果として特に２０歳代前半が

大きく転出超過となっております。 

 現在うきは市では、地方版総合戦略として、うきは市ルネッサンス戦略の策定を行ったところ

でありますが、その中で、市内企業と新卒者との就職支援も上げているところであります。今後

は、うきは市ルネッサンス戦略にある施策を具現化するよう対応を図ってまいりたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） ２回目です。市のほうでも非常に前向きに検討中であるというこ

とをお聞きして安心をいたしております。 

 私は、足元にいる若者、足元にいる地元の若い層の定住人口にも、可能である若者に目を向け

る、そして確実にその子たちをうきはの定住人口、産業人口につなげていくということが大変大

事ではなかろうかと思っております。他力を当てにするのではなくて、地元にいる子供たちに目

を向けていく、それが一番着実なやり方だと思っております。そういうことに力を注いでいただ

きながら、ぜひ人口減少問題を深く考えていくということをよろしくお願いしたいと思います。

手がたい着実な活性化と思うわけであります。 

 ２５年１２月に一般質問した折に、高校側の希望、それから、うきは市に何をしていただきた

いかということを聞きに行ってくださいということで、アリーナの使用料金の緩和―小・中

学生並みとか、市長はお互いの情報交換をしていきたいということ、また、高校側は地域経済の

活性化の振興に寄与していきますというようなことでありましたので、その点が十分に進んでい

るのかなと確認をしたわけでございます。 

 それと、うきは市広報ですね、広報の場所に―究真館高校のよかったことを掲載する場所

でも決まった場所をいただけたら、小さいことでも非常にいろんないいニュースがあると思いま

す。大きいことじゃなくても、日常茶飯事の小さいことでもいいと思います。そして、広く生徒

さんに―固定的じゃなく、広く生徒さんにやっぱり載っていただく、かかわっていただくこ

とで、うきは市に溶け込んでいただく、そのことがうきは市定住につながっていくことだと思っ

ておりますので、そういうことをぜひお願いしたい。金銭的な支援ではなく、そういう支援が最

も大事ではなかろうかと思います。 

 一昔前でありますと、あれは国立だから、県立だからと言われることも聞いておりましたが、

今はそういう時代ではありません。そういうことをしておりますと、うきは市が取り残されてい

きますので、ぜひ、その点はよろしくお願いします。 

 それと、就職支援ですね。実は今、こういうものが出されております。これに私も、地元企業
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と高校の就職応援会ですね、朝倉と筑前町が主催でやっております。これの間にうきは市を入れ

ていただきたいと思って、きょうは一般質問をいたしました。そして、やはり長男、長女が多い

わけですから、私たち世代の親が残されて本当に大変な時代もやってきますので、こういうこと

をすることによって、また高齢者問題も幾らか救われていくと思います。そのことをぜひやって

いただきたい。この応援会は甘木、久留米等ももうやっているんですね。うきは市だけが本当、

今やっていない状況にありますので、ぜひ前向きによろしくお願いをいたします。 

 この間、聞き及んだら、飯塚市でも地域支援応援雑誌等を発行していると聞きました。本には、

本人が会社に入った動機、それから会社概要の紹介、入った後の感想等々が書かれてある本を中

小企業の魅力紹介ということで至るところに配布されてある。もちろん飯塚市、それから地方大

学へも配布してる、ハローワークにも配布しているということでありました。このように、いろ

んな場所で、やっぱり人口減少問題、活性化問題が取り沙汰され、非常に地道に活動してあるわ

けです。ぜひ、うきは市も負けず劣らずこういう活動をして、うきは市に、せめてうきは市にい

る子供たちはとどめていく。必ずしも都会に出ていって、いい暮らしができるわけではありませ

ん。割と何年か先に戻ってくる子供さんも多いわけです。だから、ぜひ、そのことに力を入れて

いただきたいと思っているわけです。 

 それでは、その意欲をもう一度、市長の言葉より確認をいたしまして、次に移りたいと思いま

す。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど答弁させていただきましたように、浮羽究真館高校の３年生の皆

さんは圧倒的に進学希望者が多い―８３％以上でございます。進学となると、市内に大学等

はございませんので、一旦うきはを離れるということになります。そうしますと、やはり若いと

きから、うきはの魅力であったり、うきはの歴史、自然、あるいは、いろんな地域資源について、

しっかり子供たちにこのうきはの魅力を伝えて、そして、うきはに対する愛着心をどう育てるか

というのが大きなポイントになるのではないかなと、このように思います。そして、その後、し

っかりした雇用の場を確保しながら、大学卒業後にうきはにまた戻ってくるような、そういう取

り組みが一番数字的には求められるところではないかなと、こう思います。 

 しかし、一方、就職を希望するお子さんたちもいらっしゃるわけでありますので、今、議員御

指摘の就職応援会、先ほども答弁させていただきましたように、市では来年度に向けて朝倉市、

筑前町と共同で取り組むような予定でおりますので、しっかりそういう対応も図ってまいりたい

と、このように思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） もう一点です。高校側との懇談会みたいなものは、ぜひ、何年か
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に１回ではなく、できれば毎年一度はやっていただきたい、そういうことをしっかりと思うわけ

です。やっぱりいろんな流れで高校側の、こういう協力をというようなこともあるようにありま

すので、ぜひよろしくお願いします。 

 それと、浮羽究真館高校の校長先生も３月で退職ということでございますので、また新しい校

長先生もおいでになると思いますから、そこら辺のつながりをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次に移ります。 

 市外よりの予約視察や観光のかかわり方についての質問です。 

 近年、うきは市も全国にアピール度が高くなって、頑張っている市ですねと、外部より、よく

お声を聞かせていただきます。 

 １つ目に、予約視察や観光については事前の準備等もあると思いますが、行政での統一した事

業への条件をつけて活性化に取り組むべきと思いますが、どのように考えられているか。また、

担当部署はできないのかという質問でございます。 

 日ごろより、行政全般、また、議員も努力をしております。市民の方も努力をしている活性化

であります。事業所視察とか観光とかの場合、お食事、お泊まり、買い物等々の条件をやはりつ

けてするべきではないかと私は思います。窓口を１つにして設置し、統一した条件での対応が必

要ではないかと思うのですが、その後に担当課に流すということでいかがでしょうか。 

 以上のようなことが抜けていると、日ごろの活性化への努力は何のためのものかわからない、

経済効果は見当たらない頑張りになるわけであります。最後まで実を結ぶことをする、そういう

ことが大事と私は思っておりますが、いかがでしょうか。うきはブランド推進課で頑張ってある

副市長の御意見も聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市外からの予約視察や観光のかかわり、視察者等への対応についての御

質問をいただきました。 

 本市では、行政視察を初め、数多くの視察を受け入れているところであります。視察に来てい

ただけるということは、市の取り組みが先進的または特徴的であるといった高い評価を得ている

ものと考えております。視察の受け入れに際しては、説明資料の作成や会場設営等の準備を要し

ますし、当日対応する職員には少なからずも業務上の負担をかけているところであります。しか

しながら、うきは市全体として見れば、情報発信というだけではなく、飲食、宿泊、物品の購入

など経済的な波及効果も生み出すものとなります。 

 視察受け入れは、今、申し上げましたように、地域経済の活性化や観光ＰＲにつながる有効な

ものと考えられますし、職員のスキルアップに資するものと考えられますので、市といたしまし

ては、引き続き、積極的な対応を図っていきたいと、このように思っております。 
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 また、議員御指摘のように、視察の受け入れに対しては、宿泊や食事、観光施設等の見学を条

件とする自治体が近年ふえてきた状況にあることは承知しております。しかしながら、現状にお

きましては、対応マニュアルなどを含め、受け入れ体制が確立されている状況ではございません

ので、特段の条件をつけることまで考えておりません。 

 さらに、視察の受け入れ窓口を一本化することは、視察に来ていただく方に対して十分な対応

を図る上で重要なことであると考えております。しかし、現状では視察目的の違いもあることか

ら、それぞれの目的に応じ、担当課が対応しているのが実態であります。このようなことから、

各課の横の連携を高め、視察にいらっしゃる方に対して遺漏のない対応を図っていくことができ

ればと考えております。視察に対する受け入れ要領の整備や窓口の一本化等については、視察に

おいでいただく方々の視点に立って、今後、慎重に検討していくことが必要であると考えており

ます。 

 次に、副市長のほうにも答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 副市長。 

○副市長（吉岡 慎一君） 今の視察受け入れに関しましてですが、上野議員御指摘のとおり、視

察に当たって条件を付しているというところはございます。具体的に言うと、宿泊を伴わないと

視察を受けないとか、あるいは、視察に対して１人当たり幾らという形で、これは資料代という

ような名目が多いようですけども、そういう形でお金をとってるというところもございます。た

だ、客観的に見ますと、そういう形で、受け入れる際に過度に厳しく行っているところについて

は、相当、全国的に知名度が高い、そういう地域が多いようにございます。 

 そこで、うきは市ですけども、最近ありがたいことに、いろいろ注目されてきているというこ

とは確かですけども、まだまだ全国的にも、かなり著名な事例というようなところまで行き着い

ているという形ではなくて、これからさらに、より情報発信を行って全国的にも注目される、そ

ういう市になっていければというふうな、そういう過渡期にあるというふうに理解しております。 

 したがいまして、今の段階で余り大きな制限をかけるということではなくて、視察にいらっし

ゃる方に関しては、当然、宿泊等のスケジュール的なものを見て宿泊の御案内を行ったり、ある

いは道の駅、耳納の里等の物販施設、これに御案内したりという形で、なるべく地域に波及効果

が高まるような形で今現在は対応を図っているというようなところでございまして、そういう積

み重ねを通じて、そして議員御指摘になりましたように、少し受け入れに対して制限をかけてい

っても、かなり多くの方が来ていただけるような、そういううきは市にしていきたいと思います

ので、また議員の協力もいただきながら対応を図っていければというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員。 
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○議員（６番 上野 恭子君） 私が申します条件というのは必ずしも厳しいものではなく、行政

内で担当課、いろんな視察があると思いますので、一応受けるに当たっては、お食事はいかがで

しょうかとか、お泊まりはされますかとか、じんわりの御相談でないと、やっぱりやめますとい

うふうになれば活性化に結びつかないわけでありますから、そこのところですね。それで、横の

そういう条件の連携がとれてないように思うんですよ。 

 それで、例えば聞き及んだところによりますと、市外よりの視察がありましたと。田主丸で食

事をして、こちらで視察をして、日田に泊まりますと。先方に担当課は申し上げましたと言いま

すけれども、先方はバスをチャーターした会社が、いろんなとこからそういう観光で依頼が来て

いるから、そういうとこに振っていくわけですね。それで、後で御相談しても、もう観光会社が

振ってますので取りやめができない。そういうことになっておりますので、がんじがらめの条件

ではなくて、やはり視察に来ていただくとしたら、私たちはマナーとして、そこでいろんなノウ

ハウを学んでいくわけですから、やはりそこで食事をして、泊まる場合は、本当に温泉も何もな

いところであれば仕方がありませんけど、今はネットで調べれば筑後川温泉もあるということも

わかっておりますので、３つとも―買い物、全部とは言えなくても、それなりにやっぱりお

世話になるところにいろんなお礼返しをしようというのは皆さんあると思いますので、そういう

ことを１回、行政内で話し合いをしていただいて、そして、そういうことを必ず一度はお願いを

すると。それをせんと受け入れませんとかじゃなくて、それをお願いするということを申し合わ

せ事項としてやはりする必要があるのではないか。 

 また、非正規の方がとるという場合もありますので、できれば一度総務課のほうに流していた

だいて、担当課のほうでそういう視察の検討はするというふうなやり方をして、やはり活性化に

結べないと、来られた視察の方は根掘り葉掘り聞かれて、そして田主丸で食べて、日田で泊まる

と、そういうことはちょっと考えられないと思うわけでございます。そういうことを私は申し上

げているわけでございます。 

 だから、もう、うきは市も随分アピール度も高まってまいりましたし、非常にテレビでも出て、

うきは市はしょっちゅう出てますねと外部の方からも言われます。そういうであれば、やっぱり

今から、今後そういうことも多くなると思いますので、そういう最低のがんじがらめの条件じゃ

なくて、そういうものを担当課で皆、統一した決まりをつくって、そして、それでなければ視察

を受けないじゃなくて、そういうことをやっぱりしないと、ブランド推進課が頑張っとる、議会

のほうも活性化について頑張っとる、何でも頑張っとるけど、最後のここは何じゃこりゃという

感じで抜けてしまう。こういうことでは、やはりうきは市の人のよさもあるでしょうけれども、

やっぱり来た先方も、そういうことも抜けているとなると、何か私としては、あんまりしっかり

した市じゃないのかなとか思ったりも反面したりもすると思います。だから、そういうことをお
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願いできないかと言っているわけです。市長、答弁をお願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 議員御指摘の件は非常に重要なことだと認識しております。このことに

関しては、組織窓口をつくるとか、そういう以前の話として、全ての職員一人一人がどう意識を

持つかということに尽きると、こう思いますので、やっぱりしっかりまた職員には周知をしてい

きたいと思ってます。 

 しかし、私が知るところも、最近の話なんですが、７月１日におきましても大淀川左岸土地改

良区の皆さんが―宮崎県なんですが、綾町長を筆頭に、当初、宮崎市長も見える予定だった

んですが、２０名の皆さんがおいでいただきましたが、しっかり筑後川温泉に宿泊をいただきま

した。それから、８月２１日には、うきは市浄光苑に佐賀県の神埼市長、あるいは吉野ヶ里町長

を初め２０名近くの方がお見えいただきましたが、残念ながら宿泊はなかったんですけれども、

日帰りでありましたけれども、しっかり昼食は道の駅うきはで食事をされて、そして、かなりお

土産等も買われたという話を聞いております。やはり、形で入るのではなくて、やっぱり一人一

人職員がどう機転をきかせて、こういう経済効果につながるような対応をするかということが重

要であろうと思ってますので、そういうところをしっかり踏まえて職員のほうに周知を図ってい

きたいと、このように思っております。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、３つ目の質問に入ります。スクールソーシャルワーカーについてです。 

 学校教育の現場は比較的落ちついていると聞いております。スクールカウンセリングや家庭訪

問の実態はどうかということのお尋ねです。 

 スクールカウンセラーは県より２名配置をいただいております。中学校２校に１名、吉井校区、

また吉井小学校に１名で、２名となっております。カウンセラーは生徒さんや保護者、教師に、

教育や社会的人間関係の悩みや話を聞き、アドバイスをしたりする仕事がメーンであります。そ

ういうことで、実態がどうかという質問であります。 

 また、２つ目には、子供の平等な幸せの観点から、福祉ニーズの早期発見や問題解決のコーデ

ィネーターであるスクールソーシャルワーカーの必要性は、また、教職員の負担軽減での必要性

はどうかということです。今後のことも踏まえ、考え合わせての質問でございます。 

 スクールソーシャルワーカーは、小郡市ではもう既に市費で雇用をされているということであ

ります。ソーシャルワーカーは県内に１１０人ほどおられますが、不登校対応や生徒指導に当た

っております。また、教職員の負担軽減のために置いているということであります。 

 ソーシャルワーカーの制度は７年ぐらいしかまだたっておりません。１つ問題が、時給が非常
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に高くて、１時間５,０００円というような高い時給制であります。県では７割近く、市町村単

独の予算でという思いがあるようでありますが、ソーシャルワーカーについてどういうふうに思

っておられるか、そのことについてのお尋ねであります。 

 それと、３つ目であります。ソーシャルワーカーを―先ほど申しましたように時給が非常

に高い、そういうことでありますので、市の職員として採用は考えられないかという思いが私は

しております。いつでも対応できる、そして地元うきは市をよく知った上での対応ができる。環

境面、アクセス面、経済面、それから教育現場を知っていただく、そういうことで、地元をよく

知った上で、地元に定住しながら雇用しながらやっていただく。生涯学習課の文化財では学芸員

と専門職を職員として入れていただき、配置をしていただいております。非常にうきは市の文化

財が光っているのも、やっぱり学芸員の専門職がいるからだと思って、ありがたく思っておりま

す。 

 ソーシャルワーカーは全国に３０大学あります。待遇が不安定な仕事であるということも聞き

及んでいます。また、先ほどから申しましたように時給制である、月２回の出勤、週に１回の出

勤と、そういう例が多いようであります。こういうことであれば、市の職員として雇っていただ

き対応していただく。そうすれば、いつ何があっても本当に安心ですし、先生方の負担軽減もさ

れますし、先生がかかわらないということは絶対できないことではありますけれども、教育の現

場でもありますので、そういうことも考えながら、そしてまた、たった１人の子供さんが何かし

ら本当に生活の面で困窮しているということは、１人であっても１０人であっても１００人であ

っても、その子の人生にはたった一度の人生であります。だから、それは考えていかなければい

けないと私は思っております。そういうことを思っての採用は考えられないか、こういう質問で

す。 

 １回目を終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長、答弁。 

○教育長（麻生 秀喜君） スクールソーシャルワーカーについてのお尋ねでございます。 

 １点目の、スクールカウンセリングや家庭訪問の実態についての御質問ですが、スクールカウ

ンセラーは吉井中学校に週８時間、浮羽中学校に隔週で８時間の配置をしています。また、心の

レスキュー隊として吉井中学校区内の４小学校に年間３４日間の配置をし、計画的に活用してい

ます。実情としましては、児童・生徒、保護者などのカウンセリング希望者への対応や学校の教

育相談での活用など有効に機能しています。 

 また、学校における家庭訪問については、担任を中心に、スクールカウンセラーのアドバイス

を受けた訪問、福祉事務所などの関係機関と連携した訪問など多岐にわたっています。子供を取

り巻く社会環境の変化により、きめ細やかな家庭訪問の必要性が高まっていることから、適切な
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対応を図ることができるよう努めているところでございます。 

 ２点目のスクールソーシャルワーカーの必要性についての御質問ですが、スクールソーシャル

ワーカーとは、学校だけでは対応が困難な事例等に対して、関係機関と調整や連携を図りながら、

子供を取り巻く環境の改善を図るため、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童・生徒

や保護者の相談に応じたり、福祉機関等の関係機関とのネットワークを活用して援助を行う専門

家です。今日の複雑な社会状況や家庭環境等を考えると、スクールソーシャルワーカーの活躍の

場はますます広がるものと考えられます。また、教職員の負担軽減の観点では、関係機関とのネ

ットワークの構築、調整、情報の共有化、行動連携などをスクールソーシャルワーカーが担って

くれることにより、教職員に対する大きなサポートになると考えております。 

 ３点目の、市職員としての雇用についての御質問ですが、本市では県の事業としてスクール

ソーシャルワーカーの活用を２年間試行いたしました。配置されたスクールソーシャルワーカー

は客観的な立場で課題に対応し、学校の開かれた生徒指導体制を推進するなど一定の成果があり

ました。一方では、週８時間という勤務時間等の制約もあり、家庭訪問や関係機関との連携など

十分な活動ができにくいなどの課題も明らかになったところでございます。 

 スクールソーシャルワーカーの配置については、近隣市町では非常勤職員として雇用するなど

の事例もございます。今後、本市においてもスクールソーシャルワーカーの導入方法等について

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） ２回目。スクールソーシャルワーカーですね、今、教育長から述

べていただきましたが、うきは市のほうもソーシャルワーカーの力は必要であるというような考

えを持っていると確認をいたしました。 

 ただ、本当になぜこんなに時給が高いのかなと思いますが、そういう感じで本当に手も足も出

ないというような金額の高さでありますので、今言われたような非常勤で雇用しているという例

もあるということでございますが、ぜひ、待遇が不安定であるというソーシャルワーカーの方の

御意見でありますし、そこに雇用が生まれるのも可能ではないかと思っております。ただ、ソー

シャルワーカーも非常に動きのいい方、それと、そうでない方といらっしゃるというようなこと

も聞き及んでおりますので、そこいら辺をやはりよく見られての対応がいいのではなかろうかと

思っております。 

 ソーシャルワーカーについては、ベテランと新人ともあるということでありますね。それから、

日常生活を送ることが困難になった人の相談を受けるという。全国には１２万人の不登校があり、

甘えではなくて、いろんな状況で、もがいている子供さんがたくさんおられるということで、そ
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の子が１人うきは市にいても、その子の人生でありますので考えていかなければなりません。 

 また、スクールソーシャルワーカーは連携をとりながら踏み込んだ支援をしていくということ、

そういうことであります。一般的に先生方は、いろんな問題に対してソーシャルワーカーに依頼

をするスキルがないとも言われているのが現状であります。子供には幾つもの要因があるという

ことでありますので、学校に１人じゃなくて、教育委員会のほうに１人でも職員として、ぜひ私

は雇用していただきたいと思います。そして、教育現場の先生たちの負担を少し軽くしながら、

教育にも十分携わりながら、また、子供さんのことにも思いをはせながら、やっぱり助かってい

く子供さんがいれば本当にうれしいことだと思っております。 

 問題の背景にアプローチをしていくことが大事ということです。そして、学校現場では子供の

変化に先生方がついていけない、そういう問題も起きております。また、貧困とかいじめ、また、

非行とか虐待というのは低学力を生むということです。まず、子供の変化に対応できる体制をつ

くっていくということ、このことはやっぱり学校・行政の大事な責務ではなかろうかと思ってお

ります。前向きの教育長の、いろんなことを考えていただいているようでありますので、ぜひス

クールソーシャルワーカーの人を見ての雇用となるわけですが、本当にできる人とそうでもない

人がいるということをちょっと聞いておりましたので、そこら辺を見合わせながら、ぜひお願い

したいと思います。 

 文部科学省では、不登校の子供さんを学校に戻すより、社会に戻すことが大事とも言っており

ます。社会に戻すだけでもいいですけど、社会に戻すようにスクールソーシャルワーカー、ぜひ

お願いしたいと思います。ぜひ、スローな取り組みではなくて、日々、前に、その子にしては時

間が過ぎておりますので、ぜひ前向きな対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 この件につきまして、教育長の前向きの答弁をいただきましたので、ぜひ教育長、スクール

ソーシャルワーカーのことはよろしくお願いをいたします。一言助言していただいて次に移りま

す。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） スクールソーシャルワーカーの配置ということを考えますと、今、議

員が御指摘になりましたように、１時間当たりの単価の問題であるとか、あるいはスクールソー

シャルワーカーの学会というのがまだ間がないというところで、なかなか人材が育っていないと

いう点もございます。そういったことも勘案しながら、しかしながら、スクールソーシャルワー

カーの必要性というのは、今の非常に厳しい家庭状況の中ではまた十分考えていかなくちゃいけ

ないということだと思います。 

 それと、もう一点、うきは市が施行した経験で申しますと、やはり週８時間というような勤務

では機能をなかなかしないということもありますので、なかなか難しい問題はありますが、他の
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市町村等の非常勤職員としての活用、そういった点をもう一度把握しながら考えてまいりたいと

いうふうに思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） ありがとうございました。どうぞよろしくお願いをしておきます。 

 それでは、４つ目に入ります。介護用品のレンタルについてでございます。 

 介護用品レンタルや特定福祉用具の販売について、質の高いサービス確保の見直しはあってい

るのか。その中の１つ、電動車椅子について、なぜ要介護で借り入れても要支援では借りられな

いのかということです。 

 ことしの８月より介護保険料の見直しがありました。国の基準では９階層でありますが、広域

連合では負担軽減のため１６段階に細分化していただきました。でも、基準額は、うきははＢグ

ループでありますが、基準額は８,０６９円高くなっております。要介護認定も少しずつ厳しく

なってきていると思いますが、広域連合では公平な介護認定と質の高いサービスの確保としてあ

ります。 

 この中で料金の見直しは―これは国のほうの施策でなっておりますが、介護用品の販売等

については、先ほどのいろんな一般質問の中で１０万円の補助が出ると。それから、住宅改修資

金は１件につき２０万円の補助が出るというふうになっております。これは従来どおりでござい

ます。 

 また、今回、介護料金が見直されておりますようであれば、福祉用具のレンタル料金は何年か

に一度は見直しがあっているものかどうかということですね。ある方が、例えば車椅子、福岡あ

たりよりかは月に５００円ほど高うございますとか言われた方もおられますが、家族の収入があ

ったにせよ、高齢者の方は自分の年金の範囲内でやっぱりやられている方が多いようにあります

ので、わずかな金額でもやっぱりどうかならないかなと思ったりするのだろうと思って聞いてお

りました。それで、料金の見直し。 

 それから、福祉用具も日々進化し、いいものが出ていると思います。その貸し出しする福祉用

具の検討も定期的に広域連合では検討してあるのか。うきは市から代表で行かれた方は意見を出

しているのかどうかをお尋ねしたいと思います。 

 また、車椅子については、一、二度見かけましたけれども、これ、西日本新聞にも載っておっ

たことがありますが、足踏み車椅子というのを見たことがございます。この車椅子で非常に足腰

が健康になり、歩けない方が歩けるようになったという例が西日本新聞では載っておりました。

補助するばかりでなく、回復につながるような福祉器具、そういうものも検討をされているのか

どうか。高いものはできませんが、貸し出しするような範囲内でそういうものの検討が、定期的

に検討があっているのか。 
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 それと、きょう、挙げています電動車椅子―シニアカーにおいては、この介護保険、「み

んなで支える介護保険」、これ、旧の本がありませんでしたので、これは新しい本です。この中

に、ちょっと見ましたところ、電動車椅子は要支援では借りられない、要介護、重症の方しか借

りられない―簡単に言えば、わかりやすく言えば、そういうふうにこれでは書類上、載って

おります。 

 でも、私が思いますに、重症の方、非常に動きにくい方、また、認知症になりかけの方がこう

いうのには乗らないわけですね。こういうのを借りるのは要支援の軽度のときから貸し出しをし

てあげると、頭も体もリフレッシュをして、認知にならないとか、いろんな体のためにいい結果

が出るわけです。重症になってしか借りられないということですね。そういうことをちょっと私

は理解ができなかったものですからお尋ねをするわけです。窓口でもお聞きしましたけど、さあ

という感じでございましたので、ここでお尋ねすることにいたしました。 

 電動車椅子はシニアカーと別名言います。家庭で充電ができ、３０キロ走行、免許要らずで、

歩行者扱いの右のほうを行くわけですね。それで、ちょっと早足程度のスピードです。事故を防

ぐための工夫も大変されております。閉じこもり型の人が体を動かすことで意欲的になる、日々

の生活が意欲的になることも十分にあるために、要支援でも借りられるようにお願いをしたいと

思って質問をいたしました。 

 例えば、高齢で８０を過ぎて車に乗ってる方もたくさんいらっしゃいます。車を取り上げられ

たら、もう私は、ただただ認知症になるばかりというお年寄りもたくさんいらっしゃいます。家

族はもう、免許は返上して乗らないようにという、どうかしたとか、黙って車を売ってしまった

とこもおられるというようなこともたまにはあります。そういう方にやっぱりこういうのを貸し

出すということ、そういうことをしたら、本当に今からの問題であります認知症とか、そういう

ものの解決にもつながるのではなかろうかと思っておりますが、そのことについての答弁をよろ

しくお願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、介護用品レンタルについて、質の高いサービスの確保と電動

車椅子についての御質問をいただきました。 

 介護保険の給付対象となる福祉用具の貸与や特定福祉用具の販売の見直しについては、平成

２７年４月から対象となる福祉用具等の追加が行われるなど、質の高いサービス確保のための対

応が図られているところでございます。 

 具体的には、福祉用具貸与の対象である車椅子に介助用電動車椅子が追加され、特定福祉用具

販売の対象である腰かけ便座に水洗ポータブルトイレが追加されております。また、電動車椅子

については、厚生労働大臣告示である指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に
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より、要支援者の利用は原則認められておりません。しかしながら、同告示において、日常的に

歩行が困難な場合や日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる場合といった、一

定の条件に該当する方については例外的に利用が認められており、当市におきましても、これに

基づいて対応を図っているところでございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員。 

○議員（６番 上野 恭子君） じゃあ、条件に応じて要支援でも借りていけるということですね。

これは病院等の先生方のいろんな診察と証明等が要るのかなと思いますが、そういうことで借り

られるわけですかね。この本にはそういうことが書かれてありませんもんでしたので、これには

書けないということですね。認められてないから。国のほうから。ですので、ちょっと私も、え

っと思ったわけです。そういうことでありましたら、ぜひ今から、認知症になるお年寄りも多く

なったら困りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほどから、うきはの高齢化率が６５歳以上３０.７％になりましたという市長からのお言葉

でございましたので、非常に大事なことだと思っております。より重度にならないための早目の

福祉用具の貸し出しとか、高齢者が多くなれば多くの貸し出しがあっていると思われますので、

私が思いますに、レンタル会社からの借り入れだと思うんですね。それで、高齢者が多くなると、

多くの福祉用具を貸すと思うんですよ。そうすれば、幅広く貸すから、薄利多売ではありません

けど、少しは安くなっていってもいいのじゃないかなと私個人は思っておりますが、レンタル料

金の見直し等は考えられないのでしょうか。そのことをもう一つお尋ねしたいと思います。 

 それの前に、ついでにもう一点いきます。それで、福祉用具を返すときに、使った方にアン

ケートなどをとるということも福祉用具開発会社の参考にもなるのではないかと思いますし、ま

ず、先ほど申しました足踏み車椅子というものを私も見たことがあります。西日本新聞にも載っ

ておりました。ああいうものを借りられるようになると、非常に回復するような方も、この方は

回復するんじゃないかなというような方も、私、見ておりますので、そういう福祉器具も検討し

ていただきたい。メーカーで見ましたけどメーカーには出ておりませんので、これは特殊なとこ

がつくってあるのだと思いますが、新聞にもいつか載っておったのを見ております。足で踏んで

前に行くわけですね。それで、非常に回復しながら福祉用具を使うというようなものです。これ

はいいなと思いました。料金の見直しも、保険料が高くなった分、安く見直しはできないのかと

いう質問を最後にいたします。お願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず、要支援者の利用については原則認められておりませんけれども、

先ほどから御説明しているように、一定の条件に該当する方については例外的に認められ、うき

は市におきましても、車椅子貸与について例外的に７名の方を認めております。 
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 そのほか、パンフレットの記載のあり方であったり、レンタル料金の質問をいただきました。

これにつきましては、保健課長より答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 保健課長。 

○保健課長（増岡  寿君） 先ほど議員がおっしゃられたパンフレットのほうでございますけれ

ど、こちらの「みんなで支える介護保険」という、こちらのほうでございますけれども、

２６ページになります。ここで、福祉用具を借りる、あるいは買うためのサービスということで、

福祉用具貸与というところがございますけれども、ここのところで、ちょっと見ましたところ、

下の、この黄色い枠のところの下のところに米印で、１から６、１１から１３、例外となる場合

を除き、（「載ってます、ここにありますね」と呼ぶ者あり）はい。要支援１・２の方は利用で

きませんという、ちょっと小さい字で記載がございます。 

 それから、価格でございますけれども、例えば同一の利用者に複数の福祉用具を貸与する場合

には、通常の貸与価格から減額して貸与することが可能となるなど、こういったことを見直しを

しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 上野議員、時間です。 

○議員（６番 上野 恭子君） 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。 

        

○議長（岩佐 達郎君） これで、６番、上野恭子議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（岩佐 達郎君） 以上で、本日の議事日程は終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 連絡します。あす９月８日は午前９時から一般質問を行った後、議案の審議及び質疑を行いま

すのでよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○事務局長（熊懐 洋一君） 起立、礼。お疲れさまでした。 

午後４時37分散会 

                                       

 


